


第第３３章章 独独立立行行政政法法人人移移行行後後のの公公害害健健康康被被害害補補償償予予防防制制度度ののああゆゆみみ

政政府府のの「「特特殊殊法法人人等等整整理理合合理理化化計計画画」」（（ 年年（（平平成成 年年）） 月月

日日閣閣議議決決定定））ににおおいいてて、、公公害害健健康康被被害害補補償償予予防防協協会会はは解解散散しし環環境境

事事業業団団のの地地球球環環境境基基金金事事業業等等をを統統合合ししたた上上でで、、独独立立法法人人化化すするるこことと

ととさされれ、、 年年（（平平成成 年年））４４月月にに「「独独立立行行政政法法人人環環境境再再生生保保全全機機

構構」」がが発発足足ししたた。。

第１節 独立行政法人環境再生保全機構の発足と業務の実績

第第１１項項 独独立立行行政政法法人人環環境境再再生生保保全全機機構構のの発発足足

４４

 公害健康被害補償業務を担う法人として旧公害健康被害補償法（1973 年（昭和 48 年）法律第

111 号。以下「補償法」という。）の規定に基づき 1974 年（昭和 49 年）６月に発足した「公害健

康被害補償協会」は、1987 年（昭和 62 年）の補償法改正により業務（公害健康被害予防事業）

の追加及び名称変更（1988 年（昭和 63 年）３月「公害健康被害補償予防協会」に改組）が行わ

れた。

その後の 2004 年（平成 16 年）４月、政府の「特殊法人等整理合理化計画」（2001 年（平成 13
年）12 月 19 日閣議決定）に基づき、公害健康被害補償予防協会と環境事業団の事業及び組織の

見直しが行われた上で統合され、「独立行政法人環境再生保全機構」が発足した。

特殊法人等整理合理化計画（2001 年（平成 13 年）12 月 19 日閣議決定）

特殊法人等改革については、昨年 12 月に策定された「行政改革大綱」及び先の通常国

会で成立した「特殊法人等改革基本法」に従い、一年間にわたり見直し作業が進られて

きたが、平成 13 年 12 月 18 日に特殊法人等改革推進本部（第５回）・行政改革推進本部

（第８回）（いずれも本部長は総理大臣）合同会議が開催され、その場で「特殊法人等整

理合理化計画」が策定された。 
翌 19 日に閣議決定された同計画は、163 の特殊法人及び認可法人を対象に、事業及び

組織形態の見直し内容を個別に定めるとともに、各特殊法人等に共通的に取り組むべき

改革事項について掲げている。 
今後は、本計画に従い、内容の具体化が図られることとなるが、原則平成 14 年度中に

法制上の措置その他必要な措置を講じ、平成 15 年度には具体化を図ることとしている。 
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■公害健康被害補償業務

東京都中央区

「息苦しさを和らげるゆっくり体操」

公害保健福祉事業　リハビリテーション事業

東京都豊島区

「息苦しさを和らげる呼吸トレーニング」

汚染負荷量賦課金申告のご案内（ホームページ）

チャットボット

汚染負荷量賦課金の申告・納付特設サイト

（ホームページ）



■公害健康被害予防事業

WEB版すこやかライフもご覧ください！ すこやかライフ 検索

特集

のための生活情報誌
慢性閉塞性肺疾患

ぜん息 COPD&

Suppor t Your Qual i ty of L i fe

No.56
2022年

処方された薬を知って正しく使おう 医療最前線
ぜん息、COPDと新型コロナウイルス感染症 その２

ぜん息と向き合う
パパ・ママの子育て奮闘記

すこやかLIVE
新型コロナによるステイホーム
おうち時間を快適にすごすために

ERCAレポート

家族でつくろう！
3大食物アレルゲン 小麦・牛乳・卵不使用 かんたんレシピ
みんなで楽しく謎解き！ すこやかクロスワードパズル

ぜん息・COPDと上手につきあう

ワクチンの効果と新型コロナ最新情報

医療最前線

ぜん息、ＣＯＰＤと
新型コロナウイルス感染症  その２

森川 智之さん
声優

Special
Interview

明日を夢見て

特 集

処
方
さ
れ
た
薬
を
知
っ
て

正
し
く
使
お
う

お薬手帳

TEL：044-520-9568　FAX：044-520-2134　Mail：hoken@erca.go.jp
予防事業部 事業課 https://www.erca.go.jp/yobou/

Information
すこやか

環境再生保全機構は、健康回復に役立つ情報を提供する冊子、DVD、ツールなどを作製しています。詳しいお問い合わせは上記まで。

ERCAでは、定期的に新卒採用
活動等を行っています。ERCA
の採用活動にご関心のある方
はERCA WEBサイトの「採用
情報」をご覧ください。

https://
www.erca.go.jp/
erca/recruit/

「すこやかライフ」送付希望の方は、付属のハガキにてご連
絡ください。電話やFAXでも受け付けています。

WEB版すこやかライフでは、専門医などによる
コラムやQ&Aを毎月発信しているほか、関連動
画やすこやかライフのバックナンバーが閲覧で
きます。

TEL：044-520-9568　FAX：044-520-2134

すこやかライフ（年1回発行）をお届けします

WEB版
すこやかライフも
公開中！

ERCAの新しいコンテンツのご紹介
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特集 処方された薬を知って正しく使おう 医療最前線 ぜん息、ＣＯＰＤと新型コロナウイルス感染症 その２
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https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/

環境再生保全機構では、YouTubeの公式動画チャンネルやホームページにて、
様々なコンテンツをお届けしています。ここでは最新のものから一部をご紹介します。

ぜん息を管理して、楽しい毎日を過ごすため
に知ってほしいことを各5分程度の動画にま
とめました。お子さんと保護者の方が一緒に
学べる内容となっております
ので、ぜひご覧ください。

マスクを清潔に携帯できる

「抗菌マスクケース」を
50名様にプレゼント！

2014年に発行したガ
イドブックを、2020年
に完全施行となった
改正食品表示法のほ
か、2019年に改定さ
れた「保育所におけ
るアレルギー対応ガ
イドライン」に基づき
改訂しました。

https://www.youtube.com/
watch?v=REiSeBXIkDc

https://www.erca.go.jp/yobou/
pamphlet/form/index.html

佐藤 さくら先生
山野 織江先生

講師

ぜん息の自己管理方法を
身につけよう

動画
よくわかる食物アレルギー
対応ガイドブック

冊子

●冊子のお申し込みはこちら

P R E S E N T

抗菌素材を使用した「抗菌マスクケース」を50名様にプレゼントいたします。不
織布製使い捨てマスクなら最大5枚まで収納可能です。ページ最後の添付はがき
またはWEB版すこやかライフから、プレゼント応募欄の印、
氏名、住所をご記入の上、ご応募ください。

WEB版すこやかライフもご覧ください！ すこやかライフ 検索

特集

のための生活情報誌
慢性閉塞性肺疾患

ぜん息 COPD&

Suppor t Your Qual i ty of L i fe

No.57
2023年

変わりゆくガイドライン
最新情報を知って知識のアップデートをしよう！

医療最前線
ぜん息、COPDと新型コロナウイルス感染症 その3

専門の知識とケアで
患者さんに寄り添う日々

すこやかLIVE
ぜん息に負けない心と体へ
親子で学べる「こどものぜん息水泳教室」

ERCAレポート

家族でつくろう！ からだに寄り添う かんたんレシピ
みんなで楽しく謎解き！ すこやかクロスワードパズル

ぜん息・COPDと上手につきあう

ウイズコロナの過ごし方

医療最前線

ぜん息、ＣＯＰＤと
新型コロナウイルス感染症  その3

鈴木 亜由子さん
陸上競技選手

Special
Interview

明日を夢見て

Information
すこやか

0120-598014

ぜん息、COPD（慢性閉塞性肺疾患）に関する心配ごとやお悩みについて、
専門医と看護師が無料でお答えします。症状のこと、治療のこと、主治医とのコミュニケーションのことなど
さまざまな相談に応じます。患者の方はもちろん家族の方など、どなたでもお気軽にご相談ください。

専門医・看護師がお答えします

相談窓口 1 フリーダイヤル

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/service/tel.html

相談窓口 2 メールフォーム

ぜん息・COPD電話相談室 検索

※電話での相談は、日本国内のみとなっております。　※個人情報は内部規定に基づき管理し、本電話相談事業以外の目的では使用いたしません。

受付曜日・時間：月～土曜日（祝日を除く）10:00～17:00
専門医相談のご予約、相談日のお問い合わせも気軽にお電話ください。

こ　 きゅう　　　 は　 　　  い～　   よ

相談無料

●相談の流れ

相談者

看護師が
相談対応

専門医への相談を希望する
場合は、ご予約を承ります。

相談室から予約時間に電話を差し上げ、相談がスタートします。

看護師
相談員

専門医
相談受付

専門医相談の
案内・予約受付

ぜん息・COPD電話相談室のご案内

2021年度の１年間で
867件のご相談をいただき、
96.4%の方が良かったと
評価してくださいました。
安心してご相談ください。

TEL：044-520-9568　FAX：044-520-2134　Mail：hoken@erca.go.jp
予防事業部 事業課 https://www.erca.go.jp/yobou/

環境再生保全機構は、健康回復に役立つ情報を提供する冊子、DVD、ツールなどを作製しています。詳しいお問い合わせは上記まで。

ERCAでは、定期的に中途・新卒
採用活動を行っています。ERCA
の採用活動にご関心のある方は
ERCA WEBサイトの「採用情
報」をご覧ください。

https://
www.erca.go.jp/
erca/recruit/

「すこやかライフ」送付希望の方は、付属のハガキにてご連
絡ください。電話やFAXでも受け付けています。

WEB版すこやかライフでは、専門医などによるコ
ラムやQ&Aを毎月発信しているほか、関連動画や
すこやかライフのバックナンバーが閲覧できます。

TEL：044-520-9568　FAX：044-520-2134

すこやかライフ（年1回発行）をお届けします

WEB版
すこやかライフも
公開中！

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/
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特集 変わりゆくガイドライン 最新情報を知って知識のアップデートをしよう！ 医療最前線 ぜん息、ＣＯＰＤと新型コロナウイルス感染症 その3

■
特
集
　変
わ
り
ゆ
く
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

最
新
情
報
を
知
っ
て
知
識
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
し
よ
う
！

■
医
療
最
前
線
　ぜ
ん
息
、Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症 

そ
の
３

マスクを清潔に携帯できる

「抗菌マスクケース」を
50名様にプレゼント！

P R E S E N T

抗菌素材を使用した「抗菌マスクケース」を50名様にプレゼントいたします。不
織布製使い捨てマスクなら最大5枚まで収納可能です。ページ最後の添付はがき
またはWEB版すこやかライフから、プレゼント応募欄の印、
氏名、住所をご記入の上、ご応募ください。

特 集
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WEB版すこやかライフもご覧ください！ すこやかライフ 検索

特集

のための生活情報誌
慢性閉塞性肺疾患

ぜん息 COPD&

Suppor t Your Qual i ty of L i fe

No.58
2024年

ぜん息・COPDと花粉症
花粉症の予防や治療の知識を得て、生活の質を高めましょう

医療最前線
重症ぜん息でも症状なしをめざせる時代に

名古屋市が取り組む「おやこぜん息教室」
大阪市の注目事業「呼吸器講演会」

ERCAレポート

家族でつくろう！ からだに寄り添う かんたんレシピ
みんなで楽しく謎解き！ すこやか間違い探し

ぜん息・COPDと上手につきあう

幅広く使える生物学的製剤　テゼペルマブ登場

医療最前線

重症ぜん息でも症状なしを
めざせる時代に

秋山 真凜さん
スポーツキャスター

Special
Interview

明日を夢見て

特 集

ぜ
ん
息
・
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
と
花
粉
症

花
粉
症
の
予
防
や
治
療
の
知
識
を
得
て
、
生
活
の
質
を
高
め
ま
し
ょ
う

ERCAでは、定期的に中途・新卒採用活動を
行っています。ERCAの採用活動にご関心のあ
る方はERCA WEBサイトの「採用情報」をご覧
ください。https://www.erca.go.jp/erca/recruit/

「すこやかライフ」定期送付希望の方は、付属のハガキ、
電話、FAX、WEB版すこやかライフにて受け付けています。

WEB版すこやかライフでは、専門
医などによるコラムやQ&Aを発信
しているほか、関連動画やすこや
かライフのバックナンバーが閲覧
できます。TEL：044-520-9568　FAX：044-520-2134

すこやかライフ（年1回発行）をお届けします

TEL：044-520-9568　FAX：044-520-2134　Mail：hoken@erca.go.jp予防事業部 事業課

https://www.
erca.go.jp/
yobou/

環境再生保全機構は、健康回復に役立つ情報を提供する冊子、DVD、ツールなどを作製しています。詳しいお問い合わせは上記まで。

https://www.erca.go.jp/
yobou/zensoku/sukoyaka/
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特集 ぜん息・ＣＯＰＤと花粉症 花粉症の予防や治療の知識を得て、生活の質を高めましょう 医療最前線 重症ぜん息でも症状なしをめざせる時代に

■
特
集
　ぜ
ん
息・Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
と
花
粉
症

花
粉
症
の
予
防
や
治
療
の
知
識
を
得
て
、生
活
の
質
を
高
め
ま
し
ょ
う

■
医
療
最
前
線
　重
症
ぜ
ん
息
で
も
症
状
な
し
を
め
ざ
せ
る
時
代
に

マスクを清潔に携帯できる

「抗菌マスクケース」を
50名様にプレゼント！P R E S E N T

WEB版すこやかライフも公開中！

抗菌素材を使用した「抗菌マスクケース」を50名様にプレゼント
いたします。不織布製使い捨てマスクなら最大5枚まで収納可能
です。ページ最後の添付はがきまたはWEB版すこやかライフから、
プレゼント応募欄の印、氏名、住所をご記入の上、ご応募ください。

ERCA予防事業
オリジナルキャラクター

Information
すこやか

0120-598014
こきゅうはい～よ

月～土曜日（年末年始、祝日を除く）
10：00～ 17：00 

電話番号

受付曜日・時間

　小児ぜん息・成人ぜん息・COPD に関する心配ごとや悩みごとについて、電話やメールで専門医や
看護師に無料で相談いただけます。
　専門医による電話相談日はホームぺ―ジ等でお知らせしております。
　あらかじめ電話で予約をお取りいただくと、専門医相談日の予約時間に相談室からお電話いたします。

電話相談室の詳細や
メール相談はこちらから

相談の流れ

看護師が相談対応
専門医相談の案内・

予約受付

相談室から予約時間に電話を差し上げ、相談がスタートします。

相談受付
専門医への相談を希望する場合は、
ご予約を承ります。

専
門
医

相
談
員

看
護
師

相
談
者

ぜん息・COPD 電話相談室

ERCA 予防事業 X（旧Twitter）
ソック

ぜん太

＠ERCA_yobou

パンフレットやイベント情報等、日々
のお役立ち情報を発信しています。
ぜひフォローしてください！  
　

普及啓発パンフレット



ぜん息児水泳記録会

ホームページ

「大気環境・ぜん息などの情報館」



研修事業

講演会





ご挨拶

独立行政法人環境再生保全機構　　

理　事　長　　飯塚　智　　

公害健康被害補償予防制度は、 令和６年９月１日をもって施行50周年となり、 「半世紀」 とい

う節目を迎えました。

私どもは昭和49年６月に特殊法人公害健康被害補償協会として発足し、 同年９月から本制度

のもとで、 公害による健康被害者の迅速かつ公平な保護を図ることを目的として、 被認定者に

対する補償給付の支給やその財源となる汚染負荷量賦課金の徴収などを実施しております。 ま

た、 昭和63年３月からは、 公害健康被害の未然防止の観点から公害健康被害予防事業を実

施しております。 さらに、 平成16年４月にはすべての業務を独立行政法人環境再生保全機構

（ＥＲＣＡ） において引き継ぎ、 今なお指定疾病で苦しまれている被認定者の方々に対する補

償の継続と、 予防事業の展開に努めてまいりました。

これまで50年間にわたり本制度の運営を着実に実施することができましたのは、 環境省、 日

本経済団体連合会、 日本商工会議所をはじめ、 各地の商工会議所、 地方公共団体その他関

係団体の皆様のご指導 ・ ご協力と、 汚染負荷量賦課金を申告 ・ 納付いただいている全国各

地の工場 ・ 事業場など納付義務者の皆様のご理解の賜であり、 ここにあらためて深く感謝申し

上げます。

本誌は、 本制度40周年誌発行後の10年 （2014年～2023年） の活動を振り返りつつ、 関係

データを集大成し、 今後を展望する構成としております。 本誌が、 本制度を支えていただいて

いる関係者の皆様に制度の重要性についてのご理解を深めていただく一助となるとともに、 世

界に類を見ない画期的かつ大きな役割を果たしてきた本制度の歴史 ・ 実績についての情報源

となれば幸いです。

我が国における大気環境は、 本制度発足当初に比べ著しく改善しておりますが、 被認定者

の方々に対する補償等は引き続き極めて重要であることから、 今後とも誠実に取組を進めてま

いります。

同時に、 環境問題の深刻化は世界規模で進んでおり、 その解決のためには環境 ・ 経済 ・

社会が一体となった取組が必要となっています。 ＥＲＣＡにおいては、 公害健康被害補償予防

制度を通じて培ってきた、 “このような被害を二度と起こしてはならない” という被害の未然防止

の思いを職員が胸に刻みながら、 新たな時代の要請に対応するため、 新しい環境領域の業務

にもしっかりと踏み出し、 私どもの価値を高め、 一歩一歩着実に前進してまいります。

今後ともご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げ、50周年のご挨拶とさせていただきます。



公害健康被害補償予防制度50周年によせて

環境省大臣官房　　　　　　　　　

環境保健部長　　前田　光哉　　

「公害健康被害の補償等に関する法律」 が昭和49年に施行されて以来50年が経過し

ました。 この間、 ぜん息等の治療方法の変化や治療成績の向上などがある一方、 患者

等の高齢化も進展し、 また、 新型コロナウイルスの発生や感染拡大など、 様々な環境の変

化やそれに伴う新たな課題がありました。 このような中、 補償業務のみならず昭和63年

から健康被害予防事業を、 平成20年から自立支援型公害健康被害予防事業を新たに

実施しながら、 法の施行から半世紀という節目を迎えることができました。 このことは、 関

係各位の御理解と御協力をはじめとして、 公害健康被害補償協会の時代を経て、 実務

を20年以上担ってきた環境再生保全機構の御努力による賜物であり、 環境再生保全機

構の御尽力に深く感謝申し上げます。

環境省としては、 今後もこれら公害健康被害補償予防制度が継続して安定的に実施さ

れるように、 また、 予防事業がぜん息患者等のニーズを踏まえたより効果の高い事業にな

るように、 その推進に一層努力してまいりますので、 引き続き皆様方の御理解と御協力を

賜りますようお願い申し上げます。



公健制度創設50周年に寄せて

西淀川公害患者と家族の会　　

事務局長　　上田　敏幸　　

今なお続く公害患者の闘病

1984年に公害健康被害補償法に基づき気管支ぜん息について公害患者の認定を受けた

M さんは、 妊娠中に激しいぜん息発作を起こし救急車で運ばれ、 ステロイドが使えず

10日間入院、 妊娠中毒を起こして３日間危篤状態の経験をされました。 子育てと並行して

ぜん息発作を繰り返し大量のステロイド剤で症状を抑える治療が続き、 とうとう糖尿病に

なりました。 ステロイドの大量投与で糖尿病になることも、 続発症として認められれば公害

医療で治療ができることも知りませんでした。

そんな彼女の闘病生活は今も続いています。 ステロイドの大量使用がもとで糖尿病に

なっても、 続発症と認められず、 インスリンを手放せない人もいます。 また、 骨がもろ

くなってすぐ骨折する、 皮膚が破れるなどの症状を抱えている人もいます。

公害患者との出会い

私と公害患者の皆さんとの出会いは、 国と財界による “補償制度つぶし” に抗して

関西電力など企業10社と国と道路公団を被告とする西淀川公害裁判が13年に及ぶ審理を

経て結審し、 判決を迎えようとしていた1990年の春でした。 患者会では裁判を勝利に導く

ため、 市民の共感と支持を広げる 「100万人署名」 が取り組まれており、 私はその推進

委員長を任じられました。 翌年３月29日、 企業の公害責任を認めて損害賠償を命じる

原告勝利の判決が下されました。 この日までに裁判所に届けられた署名は74万人、 和解前

の94年末には130万人を超えました。 公害補償制度は、 こうした被害者たちの命がけの

運動に支えられ守り抜かれてきました。

なくてはならない存在

気管支ぜん息などの病気で苦しむ公害患者の医療と生活の補償に必要な資金を原因者

（ばい煙事業者等） から集めることや、 健康被害を予防するための事業を展開する ERCA

（独立行政法人 ： 環境再生保全機構） は、 私たち公害患者の生活と健康回復を支える、

なくてはならない存在です。 また、 これらの事業を被害者と向き合ってすすめる自治体の



職員のご苦労は計り知れません。

ERCA が活動を進めるにあたっては、 激甚 ・ 苛烈な健康被害をもたらした公害被害者

と加害者の厳しいせめぎ合い ・ 葛藤の歴史に学ぶとともに、 「被害の事実」 にしっかりと

向き合って事業が展開されることが重要です。 私たち公害患者は当事者のひとりとして

ERCA の皆さんと率直で自由な意見交換を重ねるとともに、 被害者の健康回復と予防の

取り組みが一歩でも前進するよう働きかけたいと思っています。 これからもどうぞよろしく

お願いします。



四日市公害を未来へのみちしるべに

	 四日市市環境部

四日市公害と環境未来館　　

館　長　　川北　高実　　

四日市市は、 古くから 「四日の市」 に象徴される商業の町として、 また東海道五十三次の

宿場町として栄えました。 明治に入ると先覚者の偉業による港の修築が行われ、 伊勢湾で

最初の開港場として、 国内貿易はもとより、 海外への門戸が開かれました。

太平洋戦争直前には、 海軍の燃料工場である燃料廠が臨海部の塩浜地区に建設されま

すが、 終戦直前の空襲により市街地とともに壊滅的な被害を受けました。

戦後、 国は石油化学工業を発展の基幹産業のひとつととらえ、 燃料廠の跡地利用が大き

な関心事となりました。 四日市市については 「昭和石油㈱に払い下げ、 三菱グループ、 シェ

ルグループとの連携による石油化学コンビナートを建設する方針」 が1955 （昭和30） 年に決

定され、 1959 （昭和34） 年、 大きな期待を背負った第一コンビナートが本格的に稼働しまし

た。

しかし、 稼働直後から公害が発生します。 最初は水質汚濁でした。 四日市港周辺は非常

に良い漁場でしたが、 油分等を含んだ汚水により、 1960 （昭和35） 年３月には東京築地中

央卸売市場から 「伊勢湾の魚は油くさいので厳重に注意が必要」 との通告があり、 漁業関

係者は大打撃を受けます。

また、 同年４月には、 塩浜地区連合自治会が 「騒音とガスなどで夜もおちおち眠れない」

と市役所に陳情するほど状況は悪化し、 1961 （昭和36） 年ころからは、 ぜん息症状を訴える

人が増えはじめます。

行政や企業も、 調査団の派遣やばい煙規制法の適用、 監視測定の強化、 高煙突化な

どを進めますが、 抜本的な解決にはいたりませんでした。

悪化する状況の中で、 被害者の救済が大きな課題となりました。 いち早く対応したのは、

公害患者を多く抱え、 県や市に公害病治療費の無料化を訴えてきた塩浜地区連合自治会

でした。 1963 （昭和38） 年８月に、 自治会費からの支出による医療費補助をはじめたのです

が、 住民組織の財政であり、 約３か月で財源が底をつきます。

しかし、 地元からの要望や医師会、 市議会からの動きが活発化するなか、 1965 （昭和



40） 年、 四日市市はわが国で初めて大気汚染により健康被害を受けた患者の医療費 （自己

負担分） を市費で負担する制度を開始しました。 この制度の仕組みを設計したのは、 当時、

三重県立大学医学部教授の吉田克己氏でした。 彼の著書 『四日市公害 その教訓と21世紀

への課題 （柏書房 ・ 2002年）』 の中に、 このことが記されています。 まず、 問題点として 「な

ぜ喘息だけが救済されるのかという救済制度のない他の一般疾患との関係が難しく」、 「喘

息疾患は大気汚染とは関係なく、 昔から普遍的に存在する疾患であり、 どのような考え方で

大気汚染によると考えられる喘息患者を認定するのか」 などを指摘した上で、 「これらの問題、

とくに認定基準をどうするのかについていろいろ考え、 原爆医療法の考え方に行き当たった」

とし、 「指定地域、 指定期間、 指定疾患の三つを満たす人を救済対象としようとする考え方

である」 と述べています。

当時の四日市市長や吉田氏は、 この考えを厚生省に説明に行くのですが、 この時対応さ

れたのが我が国の公害・環境行政の第一人者である橋本道夫氏でした。 橋本氏も著書『 私

史環境行政 （朝日新聞社 ・ 1988年）』 の中で、 この時のことに触れ、 「これは 『公害病』 と

いう用語が公的に用いられた最初の事例である。 厚生省はこの時点で 『公害病』 という用語

を制度的に用いるというまでの政策決断にはいたっていなかった」 と述べられています。

ともかく、 この四日市市独自の制度が、 後に法制度として、 1969 （昭和44） 年の 「公害に

係る健康被害の救済に関する特別措置法」、 さらには1974 （昭和49） 年の 「公害健康被害

補償法」 へと、 全国的な被害者救済へ繋がっていくものでした。

これ以外にも自治体から始まる取り組みは、 公害防止条例の制定や公害防止協定の締結、

官民等による協議会方式など、 様 、々 行われてきました。 こういった歴史を後世に伝え、 未

来へのみちしるべとする必要があります。

2015 （平成27） 年、 四日市市では、 「四日市公害と環境未来館」 を開設しました。 当館

では、 写真、 ジオラマ、 絵本などのほか、 映像では、 四日市公害裁判を分かりやすくまと

めた裁判シアター、 また当時のことを知る関係者による証言映像もご覧いただけます。 特に、

証言映像は60人以上を記録 ・ 公開しており当館の貴重な財産であると自負しています。

令和６年８月末現在で、 公害認定患者は277名おられます。 当然のことながら、 補償給付

事務について、 環境再生保全機構のご指導を賜りながら、 引き続き、 丁寧かつ適切に対応

させていただきます。 一方で、 年月の経過とともに、 体験者も少なくなり、 今後の伝え方が大

きな課題となっています。 関係団体 ・ 関係者の皆様や環境省、 環境再生保全機構、 関係

自治体のご指導、 ご支援を賜りながら、 これからも四日市公害を伝えていきますので、 皆様

のご来館をお待ちしています。
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■年表
西暦 和暦 関連状況 補償業務の歩み 予防事業の歩み
1962 昭和37年 ｢ばい煙の排出の規制等に関する法律」の施行
1963 昭和38年

1964 昭和39年 新潟県阿賀野川流域に水銀中毒患者を発見 
厚生省に公害課が設立

1965 昭和40年 公害防止事業団の設立
1966 昭和41年

1967 昭和42年 「公害対策基本法」の施行 
新潟水俣病、四日市ぜん息提訴

1968 昭和43年 「大気汚染防止法」の施行 
イタイイタイ病提訴

1969 昭和44年
「公害に係る健康被害の救済に関する特別
措置法（いわゆる旧救済法）」の施行 
水俣病提訴

1970 昭和45年 通称“公害国会”開催 
東京で初の光化学スモッグ警報発令

1971 昭和46年
環境庁発足
｢水質汚濁防止法」の施行

1972 昭和47年

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部
を改正する法律」の施行（公害における無過
失責任制度の確立）
四日市公害訴訟の判決（原告被害者側勝訴）

1973 昭和48年

1974 昭和49年
「公害健康被害補償法」の施行 
「大気汚染防止法」の改正（硫黄酸化物の総
量規制）

公害健康被害補償協会の設立
汚染負荷量賦課金申告・納付説明会を開催

（以降毎年度開催）
1975 昭和50年

1976 昭和51年

第１回評議員会開催
（以降年に２回開催（～平成15年））

委託商工会議所担当者研修会を開催
（以降毎年度開催（～令和５年））

1977 昭和52年
1978 昭和53年

1979 昭和54年 第１回業務の運営に関する懇談会開催
（以降年に１回開催（～平成15年））

1980 昭和55年
1981 昭和56年
1982 昭和57年
1983 昭和58年
1984 昭和59年
1985 昭和60年

1986 昭和61年
中央公害対策審議会から環境庁長官への答申

「公害健康被害補償法第一種地域のあり方等
について」

1987 昭和62年

1988 昭和63年
「公害健康被害補償法」の改正（「公害健康被
害の補償等に関する法律」の施行） 
第一種指定地域の指定解除

公害健康被害補償予防協会に組織名変更
公害健康被害予防事業発足
低公害車フェア初開催（代々木公園）
大気汚染防止推進月間を初実施

1989 平成1年 ぜん息等講演会を初開催

1990 平成2年
エコライフフェアに初参加
研究懇話会を初開催

1991 平成3年
1992 平成4年 環境事業団に組織名変更

1993 平成5年 「環境基本法」の施行（「公害対策基本法」の
全面改正） 水泳記録会(フェスティバル）初開催

1994 平成6年 環境基本計画の策定 公害健康被害予防基金の造成完了
1995 平成7年 阪神・淡路大震災 大都市ぜん息等の調査報告書を公表
1996 平成8年

1997 平成9年 地球温暖化防止京都会議（COP３）記念低公
害車フェアの開催

1998 平成10年
1999 平成11年 「独立行政法人通則法」の施行 FD・CD申告を開始
2000 平成12年 第二次環境基本計画の策定



西暦 和暦 関連状況 補償業務の歩み 予防事業の歩み

2001 平成13年
特殊法人等整理合理化計画（閣議決定）

「自動車NOx法」の改正（自動車NOx・PM法）
環境庁から環境省へ再編

2002 平成14年 受給対象者がいなくなり、補償給付費の児童
補償手当の給付が終了

2003 平成15年 オンライン申告を開始 ぜん息電話相談室を開設

2004 平成16年

公害健康被害補償予防協会及び環境事業団の業務の承継による独立行政法人環境再生保全
機構の設立
第1回公害健康被害補償予防業務評議員会の開催（以降年に1回開催）
第1回公害健康被害補償予防業務運営に関する懇談会の開催（以降年に1回開催）

ぜん息等講習会を初開催
エコカーワールドを初開催（横浜赤レンガ倉庫）
エコドライブコンテストを初実施

2005 平成17年
公害保健福祉事業に「インフルエンザに係
る予防接種の費用の助成に関する事業」を
新設

東京モーターショーエコドライブシンポジ
ウムの実施
環境改善調査研究の公募開始

2006 平成18年 「石綿による健康被害の救済に関する法律」
の施行

オンラインによる名称変更届出書の受付を
開始 環境保健調査研究の公募開始

2007 平成19年 独立行政法人整理公理化（閣議決定） 
第三次環境基本計画の策定

東京大気汚染訴訟の和解（公害健康被害予
防基金から60億円を東京都が行う予防事業
に拠出）

2008 平成20年 補償給付費納付金及び公害保健福祉事業費
納付金についてオンライン申請を開始

公害健康被害予防事業に自立支援型公害健
康被害予防事業の新設

ぜん息電話相談室の相談対象疾病にCOPDを
追加し、「ぜん息・COPD電話相談室」に改称

2009 平成21年 健康相談・健康診査・機能訓練（ソフト3）事業
の事業実施効果測定の開始

2010 平成22年 独立行政法人事務事業の見直し基本方針
（閣議決定）

ぜん息等市民公開講座を初開催
呼吸リハビリテーションスタッフ養成研修を初開催
ぜん息患者教育スタッフ養成研修を初開催

2011 平成23年 東日本大震災
ぜん息・アレルギーフォーラムを初開催
地域大気環境の改善講演会を初開催
エコドライブ講習会を初開催

2012 平成24年 第四次環境基本計画の策定
2013 平成25年
2014 平成26年

2015 平成27年 「独立行政法人通則法の一部を改正する法
律」施行

全国で「オンラインセミナー」を開催
ソフト３事業助成メニューの見直し

申告手続解説動画（11本）を公開

2016 平成28年

ERCA予防事業人材バンクを開始
ぜん息・COPDプラットフォームを開設
パッケージ支援事業を開始

2017 平成29年 水銀に関する水俣条約が発効 Pay-easy（ペイジー）による電子納付を開始
2018 平成30年 第五次環境基本計画の策定
2019 令和1年

2020 令和2年 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の
世界的流行 ホームページに「賦課金特設サイト」を開設 動画を活用したオンライン研修を開始

2021 令和3年

業務でのICT導入を促進 各種事業でのICT導入を促進
申告・納付説明会を動画配信にて開催
オンライン申告促進動画を配信

2022 令和4年 Learning Management System（LMS）に
よる学習支援研修を開始

2023 令和5年
「賦課金特設サイト」にAIチャットボッドを新設 参集形式呼吸リハビリテーションスタッフ

向け研修を開催業務にRPAを本格導入

2024 令和6年 第六次環境基本計画の策定

公害保健福祉事業に「禁煙治療の費用の助
成に関する事業」を新設

医療従事者・NPO等ステークホルダーとの
協働事業を実施

FD・CD申告を廃止
独立行政法人環境再生保全機構の設立20周年

2025 令和7年



■ 「50 年のあゆみ」 関連情報のご 案内

「 50 年のあゆみ」 スペシャルサイト

デジタルアーカイブ

リニューアル

　公害健康被害補償予防 制度 を振り返りつつ関係データを集大成し 、 本制度の経緯や過去の

重要な出来事について理解を深めていただくとともに 、 世界に類を見ない画期的かつ大きな役

割を果たしてきた本制度を紹介しています。

　機構では、 これまで公害健康被害補償予防制度に係る知識の普及啓発等を目的として映像資

料や冊子を制作してきました。 これらの資料の一部を将来にわたって資産として保存 ・ 活用する

ためにデジタル化を行い、 デジタルアーカイブとしてスペシャルサイト内で公開しています。

高度経済成長とともに、 日本各地で引き起こされた公害

その公害と補償制度のあゆみを振り返ります。

 〇公害による健康被害の発生

 〇公害による健康被害の救済と補償

 〇補償制度から補償 ・ 予防制度へ



「 すこやかライフ」 

公害健康被害補償予防制度 実施状況（資料編）

公害健康被害補償予防制度発足 50 周年記念 座談会

環境再生保全機構理事長　飯塚智 、 すこやかライフ編集委員長　田中一正先生 、 すこやかライ

フ編集委員長　長瀬洋之先生 、 元水泳選手 ・ スポーツキャスター　寺川綾さんによる座談会

～ぜん息治療と予防事業のこれまでとこれから～

予防事業の歴史やぜん息治療の変遷、 今後の課題や

展望などについて語り合いました。

関係 データ 、 実施状況を取りまとめています。

〇 公害健康被害補償制度の実施状況

 １ 事業計画 ・ 実績の推移

 ２ 公害健康被害補償法の被認定者数

 ３ 汚染負荷量賦課金

 ４ 補償給付及び公害保健福祉事業関係

〇 公害健康被害予防事業の実施状況

 １ 拠出金関係

 ２ 予防基金の運用収入と予防事業実績額の推移

 ３ 調査研究

 ４ 知識の普及事業

 ５ 研修

 ６ 助成事業

 ７ 予防情報提供業務

医療最前線
COPDの基礎知識と最新治療

無理なく続ける  ぜん息・COPDのための運動メニュー
ぜん息めいろ

毎日の生活をすこやかに
呼吸リハビリテーションに取り組んでみませんか

WEB版 すこやかライフもご覧ください ! すこやかライフ

ぜん息治療と
予防事業のこれまでとこれから

特集

医療最前線

ぜん息・COPDと上手に付き合う

ERCAレポート

薬剤師の1日に密着
みんなの知らない薬剤師の仕事のウラガワに迫る！

すこやかLIVE

ぜん息 COPD
慢性閉塞性肺疾患

&
のための生活情報誌すこやか

         ライフ
すこやか
         ライフNo.59

 2 0 2 5 年

COPDの基礎知識と最新治療
｢木洩れ陽COMORE－By2032」と3剤配合薬の効果

フェンシング選手

さん東 晟良

SpecialInterview

マイライフ

明日を夢
見て

公害健康被害
補償予防制度

発足50周年
記念号

特集・記念座談会

ぜん息治療と予防事業のこれまでとこれから
公害健康被害補償予防制度発足50周年記念座談会
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第１章　公害発生の歴史と公害健康被害者の救済、補償・予防制度のあゆみ

第１節　公害による健康被害の発生

－ 1 －
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※最終エネルギー消費は石油換算である。

出典：一般財団法人日本エネルギーセンター発行「EDMC エネルギー・経済統計要覧2024」を元に当機構 (ERCA) でグラフ化したもの

■　最終エネルギー消費量と実質国内総生産ＧＤＰの推移■　最終エネルギー消費量と実質国内総生産ＧＤＰの推移

出典：エネルギー白書2024年版

■　日本のエネルギー国内供給構成及び自給率の推移■　日本のエネルギー国内供給構成及び自給率の推移
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第１章　公害発生の歴史と公害健康被害者の救済、補償・予防制度のあゆみ

第１節　公害による健康被害の発生

－ 2 －



 
 
 

 

２２ 戦戦後後復復興興ににおおけけるる重重化化学学工工業業化化とと汚汚染染物物質質のの排排出出量量のの増増加加

戦後の日本では、積極的な産業基盤整備のための公共投資が行われたほか、民間設備投資や輸

出の拡大に主導され、重化学工業化が進むこととなった。

重化学工業は一般に生産額当たりの潜在的な汚染物質の排出量が大きい産業である。このため、

重化学工業に特化した日本では、諸外国に比較して、ＧＮＰ一単位当たりの汚染排出量が多くな

った。また、汚染物質を防止する大気汚染防止装置の設置は、 年代半ばから急増した。

戦後復興における重化学工業化が進む過程で、汚染物質の排出量は増加し、激しい産業公害を

生じさせる一つの要因となったものと考えられる。

■ 環環境境装装置置生生産産（（ううちち大大気気汚汚染染防防止止装装置置））実実績績（（ 年年度度（（昭昭和和 年年度度））～～ 年年度度 平平成成 年年度度））

出典：環境省総合環境政策局環境計画課「環境統計集」
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重化学工業は一般に生産額当たりの潜在的な汚染物質の排出量が大きい産業である。このため、

重化学工業に特化した日本では、諸外国に比較して、ＧＮＰ一単位当たりの汚染排出量が多くな

った。また、汚染物質を防止する大気汚染防止装置の設置は、 年代半ばから急増した。

戦後復興における重化学工業化が進む過程で、汚染物質の排出量は増加し、激しい産業公害を

生じさせる一つの要因となったものと考えられる。

■ 環環境境装装置置生生産産（（ううちち大大気気汚汚染染防防止止装装置置））実実績績（（ 年年度度（（昭昭和和 年年度度））～～ 年年度度 平平成成 年年度度））

出典：環境省総合環境政策局環境計画課「環境統計集」
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３３ 大大規規模模ココンンビビナナーートトのの立立地地とと公公害害問問題題のの発発生生

高度経済成長期の初期においては、石油化学工業の育成が大きな課題となっていたことから、

四日市、徳山、岩国の旧陸海軍燃料廠跡地の払下げが行われ、 年 昭和 年 には通商産業

省により石油化学工業育成対策が公表されるなど臨海工業地帯に大規模なコンビナートを造りだ

す動きがあった。

また、 年 昭和 年 月に「全国総合開発計画」が発表され、翌 年 昭和 年 か

ら新産業都市建設促進法に基づき八戸地域など新産業都市 地域が、工業整備特別地域整備促進

法に基づき鹿島地区など工業整備特別地域６地域が指定された。これらの政策に沿って各地で大

規模なコンビナートが立地されることとなった。

日本で最初の臨海コンビナート型開発を行った四日市地域では、 年 昭和 年 頃か

らいわゆる四日市ぜん息問題等を引き起こし、コンビナートに隣接している塩浜地区の小中

学校では、異臭のため夏でも窓を開けられないような日が続くようになった。

■ 日日本本のの主主なな工工業業地地域域

太平洋ベルト

第１章　公害発生の歴史と公害健康被害者の救済、補償・予防制度のあゆみ

第１節　公害による健康被害の発生

－ 4 －



 
 
 

 

４４ 水水質質のの汚汚濁濁等等にによよるる公公害害問問題題のの発発生生

１１））水水俣俣病病

わが国の公害の原点と言われる水俣病は、熊本県水俣市の不知火海に面した漁村で発生した。

チッソ株式会社の前身である日本窒素肥料株式会社が 年 明治 年 に水俣工場を建設し、

年 昭和 年 にアセトアルデヒドの製造を始めた。昭和 年代後半には水俣湾の魚が海面

に浮き出し、ネコの狂死が見られ始めたといわれている。このような中で、 年（昭和 年）

５月に脳症状を主とする原因不明の患者の入院が報告された。この時点が水俣病の公式発見と言

われている。その後の調査で、メチル水銀化合物が工場排水に含まれて排出されていたことが判

明した。

水俣病は、工場排水によって汚染された海域に生息する魚介類を食べることで、魚介類に蓄積

された有機水銀が体の中に取り込まれ、その結果起こる中枢神経系の疾患であり、当時の状況の

恐るべき悲惨さゆえに世界に知られることになった。

水俣市袋湾（水俣湾の一部）。熊本県水俣市 （昭和 ）年 月撮影

写真提供：毎日新聞社

２２））新新潟潟水水俣俣病病

年（昭和 年）５月に新潟大学医学部から新潟県衛生部に、原因不明の中枢神経系疾患

が新潟県阿賀野川下流の沿岸地区で散発しているとの連絡があり、翌６月には同大学が阿賀野川

流域に有機水銀中毒患者が発生したと発表した。

年 昭和 年 ９月に科学技術庁は、昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水が中毒の基礎とな

ったという政府の技術的見解を発表した。
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３３））イイタタイイイイタタイイ病病

富山県神通川流域にある婦負郡婦中町、富山市の一部及びその周辺地域に、原因不明の激痛を伴

う奇病が見られることが、 年（昭和 年）の第 回臨床外科医学会で報告された。

年（昭和 年）に厚生省は、イタイイタイ病はカドミウムの慢性中毒により、まず腎臓障

害を生じ、次いで骨軟化症を来し、これに妊娠、授乳、内分泌の変調、老化及び栄養としてのカ

ルシウム等の不足などが誘引となって生じたもので、三井金属鉱業株式会社神岡鉱業所の排水以

外に原因は見当たらないという見解を発表した。

４４））慢慢性性砒砒素素中中毒毒症症

宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症は、 年（昭和 年）７月に宮崎県の調査に基

づき、慢性砒素中毒患者と思われる者が認められた旨の報告がなされた。宮崎県土呂久鉱山周辺

の砒素による住民の健康被害の問題が発端となり、全国に散在する休廃止鉱山の鉱害が大きな問

題となった。

島根県は、鳥取大学医学部の協力を得て島根県笹ヶ谷地区で健康調査を行い、この調査の結果、

年（昭和 年）８月に同地区において、慢性砒素中毒患者と思われる者が認められた旨の

報告がなされた。
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第第２２項項 公公害害のの激激化化とと公公害害国国会会ににおおけけるる公公害害対対策策のの強強化化

１１ 大大気気汚汚染染のの激激化化

川崎、尼崎、北九州など戦前からの工業地帯に加え、大規模な発電所、石油精製工場等が新た

に立地したことにより、大気汚染は一層悪化することとなった。

硫黄酸化物やばいじん等による大気汚染によって視程は落ち込み、自動車は日中でもライトを

つけなければ運転できない状態であり、硫黄酸化物による鼻を刺すような臭いが立ちこめていた

ところもあった。

こうした激甚な大気汚染の中で生活する住民の多くが各種の呼吸器障害を訴え、 年（昭和

年）９月に四日市市磯津地区の住民が、四日市コンビナートを形成している６社を被告として、

これらの６社の排煙により重大な被害を被ったことに対する損害賠償を請求したのが四日市公害

訴訟である。

当時の四日市の大気汚染状況

出典：四日市市バーチャル公害資料館

第１回口頭弁論

写真提供：毎日新聞社
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２２ 「「公公害害国国会会」」ににおおけけるる公公害害対対策策のの強強化化

年（昭和 年）３月、政府に「公害対策連絡会議」が設置され、地方公共団体や産業界

をはじめ各方面からも、それぞれの立場で提言され、公害対策基本法の制定に向けた検討が進め

られ、 年（昭和 年）２月に同会議は試案要綱を策定し、同年５月公害対策基本法案が第

回国会に提出され、同年７月に可決成立した。

同法の規定、趣旨を受けて続々と法制等の整備が図られ、 年（昭和 年）６月に大気汚

染防止法の制定、公共用水域の水質の保全に関する法律の改正、騒音規制法の制定、翌年には公

害紛争処理法が制定された。

しかし、その後も公害問題は、各種対策の効果を上回って激化した。このため、 年（昭和

年）に内閣に「公害対策本部」や「公害対策閣僚会議」が設置され、公害対策基本法の再検討

の是非などの検討が行われた。

同年 月に開かれた第 回臨時国会、いわゆる「公害国会｣において の公害関連法案の集

中審議が行われ、公害対策の抜本的強化を行うための大規模な法律改正、新法制定が行われた。

このときに改正された公害対策基本法と大気汚染防止法がその後の日本の大気汚染対策の基本と

なった。

１）公害対策基本法では、国民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がき

わめて重要であることを明確にし、公害（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地

盤沈下、悪臭）の定義、国・地方公共団体・事業者の責務、白書の作成、公害防止計画、紛

争処理、被害者救済、費用負担、公害対策審議会などについて定められた。

２）大気汚染防止法では、生活環境の保全は経済発展と両立する範囲で行うという経済との調

和条項の削除、指定地域制の廃止、排出基準違反に対する直罰制の導入、条例による上乗せ

基準設定の可能性の明示など、より厳しい内容に改正された。

公害国会の開催 写真提供：毎日新聞社
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第２節 公害健康被害状況と被害者の救済、補償

第第１１項項 多多発発すするる公公害害紛紛争争とと四四大大公公害害訴訴訟訟

１１ 多多発発すするる公公害害紛紛争争

公害対策基本法第 条の規定を受けて、国民がもっと手軽に利用でき、公害紛争の迅速

かつ適正な解決を図るため、 年（昭和 年）６月に「公害紛争処理法」が制定された。

本法に基づき、国に公害等調整委員会、都道府県に公害審査会を設け、公害紛争の和解の

仲介 現：あっせん 、調停、仲裁及び公害紛争を法律的に判断する裁定制度が導入された。

■ 公公害害紛紛争争手手続続のの種種類類

種 類 概 要 
あっせん あっせん委員が紛争の当事者に入り、交渉が円滑に行われるよう仲介することによ

り、当事者間における紛争の自主的解決を援助、促進する手続。 
 

調 停 調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき紛争の解決を

図る手続。あっせんと類似しているが、調停委員会が積極的に当事者間に介入し、

手続をリードする点が異なる。 
 

仲 裁 紛争の当事者双方が裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、紛争の解決を仲裁

機関である仲裁委員会にゆだね、その判断に従うことを約束（仲裁契約）すること

により紛争解決を図る手続。 
 

裁 定 当事者間の紛争について裁定委員会が法律判断を行うことにより、紛争解決を図る

手続。裁定には、原因裁定と責任裁定の２種類がある。 
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■ 公公害害苦苦情情件件数数のの経経年年推推移移（（全全国国））

※環境基本法では公害を、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の

沈下及び悪臭の７つに分類している。

出典：公害等調整委員会「平成 年度公害苦情調査」

 
 
 

 

第２節 公害健康被害状況と被害者の救済、補償

第第１１項項 多多発発すするる公公害害紛紛争争とと四四大大公公害害訴訴訟訟

１１ 多多発発すするる公公害害紛紛争争

公害対策基本法第 条の規定を受けて、国民がもっと手軽に利用でき、公害紛争の迅速

かつ適正な解決を図るため、 年（昭和 年）６月に「公害紛争処理法」が制定された。

本法に基づき、国に公害等調整委員会、都道府県に公害審査会を設け、公害紛争の和解の

仲介 現：あっせん 、調停、仲裁及び公害紛争を法律的に判断する裁定制度が導入された。

■ 公公害害紛紛争争手手続続のの種種類類

種 類 概 要 
あっせん あっせん委員が紛争の当事者に入り、交渉が円滑に行われるよう仲介することによ

り、当事者間における紛争の自主的解決を援助、促進する手続。 
 

調 停 調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき紛争の解決を

図る手続。あっせんと類似しているが、調停委員会が積極的に当事者間に介入し、

手続をリードする点が異なる。 
 

仲 裁 紛争の当事者双方が裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、紛争の解決を仲裁

機関である仲裁委員会にゆだね、その判断に従うことを約束（仲裁契約）すること

により紛争解決を図る手続。 
 

裁 定 当事者間の紛争について裁定委員会が法律判断を行うことにより、紛争解決を図る

手続。裁定には、原因裁定と責任裁定の２種類がある。 
 

※環境基本法では公害を、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下

　及び悪臭の7つに分類している。

出典：公害等調整委員会「令和4年度公害苦情調査」
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第１ 公害苦情の新規受付状況 
１ 全国の公害苦情受付件数 

 

 
 

 

 

  

 令和５年度の全国の公害苦情受付件数は 69,153件（対前年度比▲3.4％）であった。 

 「典型７公害」は 48,969件（対前年度比▲3.5％） 

 「典型７公害以外」は 20,184件（対前年度比▲3.3％） 

〈統計表第１表参照〉 

（１）公害苦情受付件数 

令和５年度に新規に受け付けた公害苦情の受付件数（以下「公害苦情受付件数」という。）は
69,153件で、前年度に⽐べ 2,437件の減少（対前年度⽐▲3.4％）となった。 
過去の推移をみると、平成 15年度に調査開始（昭和 41年度）以来初めて 10万件を上回り、そ
の後は減少傾向が続いていたが、令和元年度、２年度と増加し、３年度以降は３年連続で減少と
なった。【図１、表１】 

図１ 全国の公害苦情受付件数の推移 
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注１） 平成６年度から調査⽅法を変更したため、件数は不連続となっている（以下同じ。）。 
注２） 平成 22年度の調査結果には、東⽇本⼤震災の影響によって報告の得られなかった地域（⻘森県、岩⼿

県、宮城県及び福島県内の⼀部市町村）の苦情件数が含まれていない（以下同じ。）。 
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２２ 四四大大公公害害訴訴訟訟のの判判決決のの概概要要

公害による健康被害の発生は重大な社会問題に発展し、その解決は司法に委ねられた。

年（昭和 年）６月に新潟水俣病、同年９月に四日市ぜん息、 年（昭和 年）

３月にイタイイタイ病、 年（昭和 年）６月に水俣病、いわゆる「四大公害裁判」が

相次いで提訴された。

各訴訟において下された判決は、いずれも原告側の主張を原則的に認め、被告側企業に対

し、相当の損害賠償額の支払を命じた。

水俣病 新潟水俣病 イタイイタイ病 四日市ぜん息

発生地域 熊本県水俣市不知

火沿岸

新潟県阿賀野川流域 富山県神通川流

域

三重県四日市市

原因企業

と工場

新日本窒素肥料㈱

現チッソ㈱ 水俣

工場

昭和電工㈱鹿瀬工場 三井金属鉱業㈱

神岡鉱業所

石原産業㈱、三菱

油化㈱、三菱化成

工業㈱、三菱モン

サント化成㈱、中

部電力㈱、昭和四

日市石油㈱

原因物質 メチル水銀化合物 カドミウム 硫黄酸化物

症状 感覚障害、聴力障害、運動失調、視野狭

窄、平衡機能障害など

腎臓障害、骨軟化

症

気管支炎、気管支

ぜん息、咽喉頭炎

など呼吸器疾患、

肺気腫

裁判提訴 年 昭和

年 ６月

年 昭和 年

６月

年 昭和

年 ３月

年 昭和

年 ９月

争点 被告の責任

因果関係は被告

企業が認めた

因果関係と被告の故

意又は過失責任

因果関係の立証 共同不法行為の成

立、故意又は過失

責任、因果関係

判決 年 昭和

年 ３月患者側全

面勝訴

被告の注意義務

違反による過失

責任

年 昭和 年 ９

月患者側全面勝訴

原因物質と汚染経路

の状況証拠から因果

関係認定

人の生命身体の安全

確保に対する企業の

注意義務違反による

過失責任

年 昭和

年 ８月患者側全

面勝訴

疫学的立証法で

相当因果関係が

あることを認定

年 昭和

年 ７月患者側全

面勝訴

被告６社の共同不

法行為を認めた。

立地上の過失と注

意義務違反による

過失責任

環境白書及び熊本県、新潟県、四日市市、水俣市立水俣病資料館のＨＰを参考に作成
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第第２２項項 公公害害にによよるる健健康康被被害害者者のの救救済済かからら補補償償へへ

１１ 民民事事訴訴訟訟にによよるる被被害害者者救救済済

公害による被害はその原因が人為的なものであるため、一般の民事紛争と同様に被害者が

公害発生原因者に民法の不法行為に基づく損害賠償を求める方法により解決を図らざるを

得なくなった。

民事訴訟により損害賠償を請求する場合、被害者側が、損害の発生、加害行為と損害との

因果関係、加害者の故意・過失、被害者の権利又は利益の違法な侵害を立証しなければなら

ない。しかしながら、公害訴訟においては、環境汚染行為と健康被害の因果関係の科学的究

明に困難が伴うこと、必要なデータが被告である企業側にあり原告側にない場合が多いなど

のことから、これらを立証することは難しく、結論を得るまで長期化するなど被害者救済が

間に合わないとの指摘もあった。

１１））医医療療救救済済のの始始ままりり

公害による健康被害者の中には経済的理由等から十分な治療を受けていない者もいると

いう深刻な事態に対し、緊急的に個別の事例ごとの対応が採られた。

水俣病については 年（昭和 年）から「患者治療費」「患者治療研究費」として国・

熊本県及び水俣市が予算措置し、医療救済措置が講じられた。続いて、新潟水俣病と四日市

ぜん息については 年（昭和 年）から、イタイイタイ病については 年（昭和

年）から、救済内容、費用負担に若干の差異はあるものの医療救済措置が講じられた。

２２））旧旧救救済済法法とと無無過過失失責責任任法法のの制制定定

①旧救済法の制定による医療費等の支給

公害対策基本法第 条の規定を受けて、 年（昭和 年） 月に公害に係る健康被害

の救済に関する特別措置法が制定された。これは、いわゆる旧救済法と呼ばれるもので、

民事責任とは切り離した行政上の救済制度であり、社会保障の補完的な制度として、認定

患者に医療費（自己負担分の補助）、医療手当、介護手当が支給された。その財源は事業

者からの寄付による納付金（ ）と公費（ ）によるものであった。

②公害に係る無過失責任法による公害発生原因者の責務

事業者の公害に係る無過失責任の問題については、法体系における均衡上等の問題があり、

極めて慎重な検討を行う必要があったことから、 年 昭和 年 に制定された公害対策基

本法には無過失責任の規定は盛り込まれなかった。

その後政府部内で調整が進められ、公害についての事業者の無過失損害賠償責任について定

めた大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律が 年 昭和 年 に制定さ

れ、同年 月１日から施行された。この法律は、大気汚染や水質の汚濁による健康被害につい
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て民事上の原則である過失責任主義に修正を加え、その被害を発生させたことにつき加害者に

過失がない場合でも賠償責任を負うことを定めたものであり、公害健康被害者の保護の徹底を

図るという見地から画期的なものである。これにより、公害対策基本法制定以来の懸案であっ

た公害に係る無過失損害賠償責任に関する法制度化が実現した。

■ 年年 昭昭和和 年年 月月時時点点ににおおけけるる救救済済措措置置のの状状況況

疾 病 名 指 定 地 域 実 施 主 体 認定患者数 人

特
異
的
疾
患

水俣病 阿 賀 野 川 下 流 地 域
新 潟 県

新 潟 市

水俣病 水 俣 湾 沿 岸 地 域
熊 本 県

鹿 児 島 県

イタイイタイ病 神 通 川 下 流 地 域 富 山 県

慢性砒素中毒症 宮 崎 県 土 呂 久 地 区 宮 崎 県

計

非

特

異

的

疾

患

慢性気管支炎，

気管支ぜん息，

ぜん息性気管支

炎及び肺気しゅ

並びにこれらの

続発症

横 浜 市 鶴 見 臨 海 地 域 横 浜 市

川 崎 大 師 ・ 田 島 ・ 中 央 地 域 川 崎 市

富 士 市 中 央 地 域 富 士 市

名 古 屋 市 南 部 地 域 名 古 屋 市

東 海 市 北 部 ・ 中 部 地 域 愛 知 県

四 日 市 市 臨 海 地 域 四 日 市 市

大 阪 市 西 淀 川 区 地 域 大 阪 市

豊 中 市 南 部 地 域 豊 中 市

堺 市 西 部 地 域 堺 市

尼 崎 市 東 部 ・ 南 部 地 域 尼 崎 市

北 九 州 市 洞 海 湾 沿 岸 地 域 北 九 州 市

大 牟 田 市 中 部 地 域 大 牟 田 市

計

合 計

出典：昭和 年版 環境白書
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計
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出典：昭和 年版 環境白書

 
 
 

 

２２ 公公害害健健康康被被害害補補償償法法のの制制定定

旧救済法では、公害による健康被害者の逸失利益に対する補償はなく、損害の填補は、依

然民事訴訟によらねばならなかった。

このため、 年（昭和 年）７月１日に発足した環境庁は、中央公害対策審議会に対し

公害に係る健康被害損害賠償保障制度について諮問し、 年（昭和 年）４月５日に答申

が示された。

その制度のあり方としては、

① その性格を基本的には民事責任を踏まえた損害賠償保障制度として構成すべきであ

ること

② 制度は全国一本の制度とすべきであるが、給付は地域性を導入すべきであること

③ 賦課徴収は全国の事業者を対象とすべきであること

等を基本として、後に成立する公害健康被害補償法（以下「補償法」という。）に概ねそ

のまま反映された。

公害健康被害補償法案は、 年（昭和 年）６月 日に閣議決定の上、６月 日に国会

に提出され、衆議院において若干の修正が行われた上で、９月 日に衆議院本会議で可決、

同月 日に参議院本会議で可決成立し、 月５日に公布、 年 昭和 年 ９月１日に施行

された。

同法の規定に基づき、 年（昭和 年）６月 日に特殊法人「公害健康被害補償協会」

が設立され、一定規模以上のばい煙発生施設をもつ工場・事業場からの汚染負荷量賦課金の

徴収、補償給付や公害保健福祉事業を行う都道府県等への納付金の納付を行うこととなった。
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第第３３項項 補補償償制制度度かからら「「補補償償・・予予防防制制度度」」へへ

１１ 大大気気汚汚染染のの態態様様のの変変化化とと制制度度のの改改正正

公害健康被害補償制度の発足以降、大気汚染防止対策は目覚しく進展し、二酸化硫黄

による大気汚染は著しく改善され、ほとんどの地域で環境基準が達成された。これに対し二

酸化窒素（ ）や浮遊粒子状物質（ ）の汚染は、環境基準の達成状況が低いまま、ほぼ

横這いで推移するなど大気汚染の態様に変化が見られるようになった。

■ 二二酸酸化化硫硫黄黄（（ ））年年平平均均値値のの推推移移

出典：環境白書

環境庁は、このような大気汚染の状況の変化を踏まえて、中央公害対策審議会に対し公害

健康被害補償法第一種地域のあり方等について諮問し、 年（昭和 年） 月 日に答申

を受けた。

この答申では、中央公害対策審議会環境保健部会の下に設置された「大気汚染と健康被害

との関係の影響等に関する専門委員会」は、「現在の大気汚染が総体として慢性閉塞性肺疾

患の自然史に何らかの影響を及ぼしている可能性は否定できないが、昭和 年～ 年代の一

部地域における慢性閉塞性肺疾患が大気汚染レベルの高い地域の有症率の過剰をもって主

として大気汚染の影響と考え得る状況に対して、現在の大気汚染の慢性閉塞性肺疾患に対す
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る影響はこれと同様のものとは考えられない」とする報告を行い、最終的には部会報告をも

って中央公害対策審議会答申とされた。

 

 
 
 

この答申を受けて、環境庁は、 年（昭和 年）に公害健康被害補償法の一部を改正す

る法律案を国会に提出し、同案は９月 日に成立した。改正法は 年（昭和 年）３月１

日に施行され、同日付けで第一種地域の指定が解除された。また、これとともに基金に基づ

く健康被害予防事業が開始され、法律の名称も「公害健康被害の補償等に関する法律」に改

められ、公害健康被害補償協会の名称も「公害健康被害補償予防協会」に改められた。

（制度改正の主なポイント）

（ ）第一種指定地域の指定をすべて解除すること

（ ）既被認定者の補償給付は継続すること

（ ）総合的な環境保健施策を推進すること

）健康被害予防事業で２つの事業を推進する。・・・協会が実施

①環境保健事業：地域における人口集団を対象として健康の確保・回復を図る。 
②環境改善事業：大気環境そのものを改善し健康被害を引き起こす可能性のないもの

とする。 
）調査研究の推進及び環境保健サーベイランス・システムの構築・・環境庁が実施

かつての四日市等では、ぜん息等の

主たる原因が大気汚染と判断でき

た。 

大気汚染の影響の可能性は否定できな

いが、ぜん息等の主たる原因と言える

ほどのものではない。 

 《昭和 30 年～40 年代》 《 昭和 50 年代後半 》 

大気汚染

大気汚染
他原因

（ダニ、カビ等） （ダニ、カビ等）

他原因 他原因 他原因
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第第２２章章 公公害害健健康康被被害害補補償償予予防防制制度度のの実実施施とと業業務務ののああゆゆみみ

本本来来当当事事者者間間でで民民事事上上のの解解決決がが図図らられれるるべべきき公公害害健健康康被被害害ににつついい

てて補補償償をを行行いい、、被被害害者者のの迅迅速速・・公公正正なな保保護護をを図図るるととととももにに、、大大気気汚汚

染染のの影影響響にによよるる健健康康被被害害をを予予防防すするるたためめのの各各種種事事業業をを実実施施ししてていいるる。。

第１節 公害健康被害補償予防制度の概要

第第１１項項 公公害害健健康康被被害害補補償償業業務務

民事上の損害賠償制度を補い、被害者補償制度を抜本的に整えるための法律として公害健康被

害補償法 以下「補償法」という。 が  年 昭和  年  月に成立し、関係政令の整備を得て

翌年９月１日に施行された。この法律では、大気汚染の影響による被害者の認定については、大

気汚染が著しくその影響による疾病が多発している地域を指定し（地域指定）、一定期間以上居

住・通勤して大気汚染に曝露されている者が（曝露要件）、慢性気管支炎など（指定疾病）に罹っ

ているときは、その者の疾病と大気汚染との間に因果関係があるとする制度的な取決めを行った。

補償法に基づき都道府県政令市（区）の認定を受けた被認定者は、医療費等のほか、疾病に罹 
ったことによって失った利益を補填する補償費の給付を受けられる場合がある。また、指定疾病

により失われた健康を回復させ、保持し、増進するといった被認定者の福祉増進に必要な公害保

健福祉事業が行われている。

大気汚染による健康被害の補償制度の実施に必要な費用は、大気汚染物質の排出の寄与率によ

り、工場・事業場の固定発生源と移動発生源との間の費用負担割合を、大気汚染物質のうち全国

の硫黄酸化物と窒素酸化物とを考慮して８対２としている。全体の８割を負担する固定発生源分

の費用は、一定規模以上の全国の工場・事業場が負担し、個々の工場・事業場については、硫黄

酸化物を指標とし、その排出量に応じて負担することとしている。また、残りの２割は自動車重

量税の一部を引き当てることとされた。

独立行政法人環境再生保全機構 以下「機構」という。 の主要業務の一つである汚染負荷量賦

課金の徴収業務については、制度発足以来、関係者の理解と協力により円滑に推移し、非常に高

い徴収率を継続しているが、これを支えていたのは全国各地の商工会議所に徴収業務の一部を委

託するシステムが確立されていたことによるところが大きい。汚染負荷量賦課金の納付義務者は

全国に散在しており、税務署や社会保険事務所のような全国ネットの徴収機関をもたない機構が

単独で賦課金の徴収業務を遂行することが困難であろうとの見方から、委託することなったもの

である。
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住・通勤して大気汚染に曝露されている者が（曝露要件）、慢性気管支炎など（指定疾病）に罹っ

ているときは、その者の疾病と大気汚染との間に因果関係があるとする制度的な取決めを行った。

補償法に基づき都道府県政令市（区）の認定を受けた被認定者は、医療費等のほか、疾病に罹 
ったことによって失った利益を補填する補償費の給付を受けられる場合がある。また、指定疾病

により失われた健康を回復させ、保持し、増進するといった被認定者の福祉増進に必要な公害保

健福祉事業が行われている。

大気汚染による健康被害の補償制度の実施に必要な費用は、大気汚染物質の排出の寄与率によ

り、工場・事業場の固定発生源と移動発生源との間の費用負担割合を、大気汚染物質のうち全国

の硫黄酸化物と窒素酸化物とを考慮して８対２としている。全体の８割を負担する固定発生源分

の費用は、一定規模以上の全国の工場・事業場が負担し、個々の工場・事業場については、硫黄

酸化物を指標とし、その排出量に応じて負担することとしている。また、残りの２割は自動車重

量税の一部を引き当てることとされた。

独立行政法人環境再生保全機構 以下「機構」という。 の主要業務の一つである汚染負荷量賦

課金の徴収業務については、制度発足以来、関係者の理解と協力により円滑に推移し、非常に高

い徴収率を継続しているが、これを支えていたのは全国各地の商工会議所に徴収業務の一部を委

託するシステムが確立されていたことによるところが大きい。汚染負荷量賦課金の納付義務者は

全国に散在しており、税務署や社会保険事務所のような全国ネットの徴収機関をもたない機構が

単独で賦課金の徴収業務を遂行することが困難であろうとの見方から、委託することなったもの

である。

１）機構が行う業務は、次のとおりである。

① ばい煙発生施設等設置者からの汚染負荷量賦課金の徴収（補償法第 条）

② 特定施設等設置者からの特定賦課金の徴収（補償法第 条）

③ 補償給付の免責に係る支払（補償法第 条）

④ 都道府県等に対する納付金の納付（補償法第 条）

２）都道府県知事等が行う業務は、次のとおりである。

① 公害健康被害者の認定（補償法第４条）

② 補償給付の支給（補償法第 条、第 条、第 条、第 条、第 条、第 条、

第 条、第 条）

③ 公害保健福祉事業の実施（補償法第 条）

■ 公公害害健健康康被被害害補補償償制制度度のの仕仕組組みみ

【補　償　給　付　関　係】

※ア　公害健康被害補償納付金交付金（補償法第49条附則第１条）

イ 独立行政法人環境再生保全機構公害健康被害補償予防業務勘定運営費交付金

 ウ 公害保健福祉事業費補助金（補償法第51条）

ばい煙発生施設等設置者

自動車重量税収の一部

補償法第 条附則第１条

特定賦課金

補償法第 条

都道府県政令市 区

補償法第 条
補償給付補償法第３条

①療養の給付及び療養費

②障害補償費

③遺族補償費

④遺族補償一時金

⑤児童補償手当

⑥療養手当

⑦葬祭料

公害保健福祉事業

補償法第 条）

被 認 定 者

固定発生源

移動発生源

自動車負担分

原因物質排出者

特定施設等設置者)

国 環境省

独 立 行 政 法 人

環 境 再 生 保 全 機 構

汚染負荷量賦課金

補償法第 条

イ ウ

給付事務費

補償法第 条

納付金補償法第 条

評 議 員 会

公害健康被害補償予防

業務の運営に関する

重要事項を調査審議

【補償給付の支給等】

運営規程

公害健康被害認定審査会

※ア
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第第２２項項 公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業

１）機構が行う業務は、次のとおりである。

① 大気汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修の実施（補

償法第 条第１号）

② 大気汚染の影響による健康被害の予防に関する計画作成、健康相談、健康診査、機能訓練、

施設整備等を行う地方公共団体等に対する助成（補償法第 条第２号）

２）公害健康被害予防事業を実施するための財源等は、次のとおりである。

① 直轄事業及び助成事業を行うに必要な財源をその運用によって得るための基金「公害健康

被害予防基金」を設け、国からの出資及び大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設

置する事業者、大気の汚染に関連のある事業活動を行う者からの拠出金の運用益を財源（改

正前の補償法第 条の２及び補償法第 条の２）として事業を実施する。

なお、基金の造成は 年度 平成６年度 に造成完了した。

■ 公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業のの仕仕組組みみ

拠出金

改正前の補償法

第 条の

拠出金

改正前の補償法

第 条の

出資

改正前の補償法第 条の

第 項

機構が自ら行う事業

補償法第 条第１号

①調査研究

②知識の普及

③研修

地方公共団体が行う事業に

対する助成補償法第 条第２号

①計画の作成

②健康相談

③健康診査

④機能訓練

⑤施設等整備

⑥施設等整備助成

事業の対象地域

旧第一種指定地域

及びこれらに準ず

る地域

国

大気の汚染原因とな

る物質を排出する施

設を設置する事業者

大気汚染に関連のあ

る事業活動を行う者

拠出事業者

関連事業者

地 域 住 民

独 立 行 政法 人

環 境 再 生保 全 機 構

※基金は平成６年度に造成

完了

公 害 健 康

被 害 予 防 基 金
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第第２２項項 公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業

１）機構が行う業務は、次のとおりである。

① 大気汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修の実施（補

償法第 条第１号）

② 大気汚染の影響による健康被害の予防に関する計画作成、健康相談、健康診査、機能訓練、

施設整備等を行う地方公共団体等に対する助成（補償法第 条第２号）

２）公害健康被害予防事業を実施するための財源等は、次のとおりである。

① 直轄事業及び助成事業を行うに必要な財源をその運用によって得るための基金「公害健康

被害予防基金」を設け、国からの出資及び大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設

置する事業者、大気の汚染に関連のある事業活動を行う者からの拠出金の運用益を財源（改

正前の補償法第 条の２及び補償法第 条の２）として事業を実施する。

なお、基金の造成は 年度 平成６年度 に造成完了した。

■ 公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業のの仕仕組組みみ

拠出金

改正前の補償法

第 条の

拠出金

改正前の補償法

第 条の

出資

改正前の補償法第 条の

第 項

機構が自ら行う事業

補償法第 条第１号

①調査研究

②知識の普及

③研修

地方公共団体が行う事業に

対する助成補償法第 条第２号

①計画の作成

②健康相談

③健康診査

④機能訓練

⑤施設等整備

⑥施設等整備助成

事業の対象地域

旧第一種指定地域

及びこれらに準ず

る地域

国

大気の汚染原因とな

る物質を排出する施

設を設置する事業者

大気汚染に関連のあ

る事業活動を行う者

拠出事業者

関連事業者

地 域 住 民

独 立 行 政法 人

環 境 再 生保 全 機 構

※基金は平成６年度に造成

完了

公 害 健 康

被 害 予 防 基 金

第２節 公害健康被害補償業務

第第１１項項 公公害害健健康康被被害害補補償償制制度度のの基基本本的的なな考考ええ方方

公害健康被害補償制度は、本来、原因者と被害者の間の損害賠償により解決が図られるべき公

害による健康被害の紛争を、個別の因果関係の立証が困難であるとか、原因者が不特定多数であ

るなどの公害被害の特殊性に鑑み、基本的には民事責任を踏まえつつ、公害健康被害者を迅速か

つ公正に保護するところにある。

また、本制度は行政上の救済制度としての性格を持つことから、民事の領域における被害者救

済と異なり、大気汚染による健康被害に係るものとしては、次の４つの項目が特徴として挙げら

れる。

１ 大気汚染と疾病との因果関係を前提とし、個別の因果関係は問わない

こととし、指定地域に存する汚染の曝露を受け、一定の症状があれば、

公害病患者として「認定」することとしている。

個別の患者に係わ

る因果関係の割り

切り

２ 補償給付に要する費用を負担する者は固定発生源については、原因物

質を排出する大気汚染防止法上の一定の施設を設置していた者に限

定されること。

原因者の範囲に係

る割り切り

３ 補償給付の内容が定型化されていること。

４ 救済の対象は健康被害に限定されていること。
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第第２２項項 第第一一種種指指定定地地域域ににおおけけるる補補償償のの仕仕組組みみ

１１ 第第一一種種指指定定地地域域のの指指定定

大気汚染等の影響による健康被害が多発している地域と、その疾病を政令で指定し、所定の要

件を満たすと認定された患者が、補償給付や公害保健福祉事業を受けることができる。

「事業活動等に伴って相当範囲にわたる大気汚染が生じ、その影響により気管支ぜん息等の疾

病が多発している地域」が第一種指定地域として指定された。地域指定の要件は、中央公害対策

審議会の答申において、地域指定については、「著しい大気の汚染」があり、「その影響による疾

病が多発」していることが要件とされ、大気の汚染の程度が二酸化硫黄年平均値 以上で、

疾病の有症率の程度が自然有症率の概ね２～３倍以上のような場合が典型的な例であるとされて

いる。

下図にあるとおり、第一種指定地域として 地域が指定されていたが、大気汚染の状況やその

健康に対する影響等を踏まえ、法改正により 年 昭和 年 ３月１日をもって、 地域すべ

ての指定が解除された（以下「旧第一種指定地域」という。）。

■ 指指定定地地域域のの指指定定経経緯緯及及びび指指定定疾疾病病一一覧覧

指定年次

地 域 数 指定の解除
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第第２２項項 第第一一種種指指定定地地域域ににおおけけるる補補償償のの仕仕組組みみ

１１ 第第一一種種指指定定地地域域のの指指定定

大気汚染等の影響による健康被害が多発している地域と、その疾病を政令で指定し、所定の要

件を満たすと認定された患者が、補償給付や公害保健福祉事業を受けることができる。

「事業活動等に伴って相当範囲にわたる大気汚染が生じ、その影響により気管支ぜん息等の疾

病が多発している地域」が第一種指定地域として指定された。地域指定の要件は、中央公害対策

審議会の答申において、地域指定については、「著しい大気の汚染」があり、「その影響による疾

病が多発」していることが要件とされ、大気の汚染の程度が二酸化硫黄年平均値 以上で、

疾病の有症率の程度が自然有症率の概ね２～３倍以上のような場合が典型的な例であるとされて

いる。

下図にあるとおり、第一種指定地域として 地域が指定されていたが、大気汚染の状況やその

健康に対する影響等を踏まえ、法改正により 年 昭和 年 ３月１日をもって、 地域すべ

ての指定が解除された（以下「旧第一種指定地域」という。）。

■ 指指定定地地域域のの指指定定経経緯緯及及びび指指定定疾疾病病一一覧覧

指定年次

地 域 数 指定の解除

２２　公害健康被害者の認定公害健康被害者の認定

旧第一種指定地域に係る指定疾病の認定（認定の更新を含む。）は、気管支ぜん息等を罹患した

者からの申請に基づき、都道府県知事等が医学的資料に基づき公害健康被害認定審査会の意見を

聞いて行っている。健康被害者の認定については、気管支ぜん息等の疾病が非特異的疾患である

ことから、大気汚染が気管支ぜん息の疾病の原因であるかどうかを問わず、

１）大気汚染が著しく、気管支ぜん息等の疾病が多発している地域（指定地域）に、

２）一定期間以上居住又は通勤（曝露要件）し、

３）一定の疾病（指定疾病）に、

かかっていれば、大気汚染の影響により疾病にかかったものとみなして認定されることになる。

第一種地域の指定が解除されたことにより、1988 年 (昭和 63年 )３月１日以降は、新たな認定

は行われていない。

■指定疾病と認定の有効期間指定疾病と認定の有効期間

慢性気管支炎、気管支ぜん息及び肺気しゅ並びにこれらの続発症 ３年

ぜん息性気管支炎及びその続発症 ２年

■　曝露要件（旧公害健康被害の補償等に関する法律施行令第４条）曝露要件（旧公害健康被害の補償等に関する法律施行令第４条）

指定疾病の種類 連続期間 不連続外枠期間 不連続期間

居
　
住

慢性気管支炎及び

その続発症

２年以上（６歳に満た

ない者、１年以上）

４年（６歳に満た

ない者、２年６月）

３年以上（６歳に満た

ない者、１年６月以上）

気管支ぜん息及び

その続発症

１年以上（１歳に満た

ない者、６月以上）

２年６月 １年６月以上（１歳に

満たない者、９月以上）

ぜん息性気管支炎

及びその続発症

１年以上（１歳に満た

ない者、６月以上）

２年６月 １年６月以上（１歳に

満たない者、９月以上）

肺気しゅ及びその

続発症

３年以上 ５年６月 ４年６月以上

通
　
　
勤
　
　
等

慢性気管支炎及び

その続発症

３年以上（６歳に満た

ない者、１年６月以上）

５年６月（６歳に

満たない者、３年

３月）

４年６月（６歳に満た

ない者、２年３月以上）

気管支ぜん息及び

その続発症

１年６月以上（１歳に

満たない者、９月以上）

３年３月 ２年３月以上（１歳に

満たない者、11 月以上）

ぜん息性気管支炎

及びその続発症

１年６月以上（１歳に

満たない者、９月以上）

３年３月 ２年３月以上（１歳に

満たない者、11 月以上）

肺気しゅ及びその

続発症

４年６月以上 ７年９月 ６年９月以上
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■　旧第一種指定地域に係る被認定者数の推移■　旧第一種指定地域に係る被認定者数の推移
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３３ 補補償償給給付付のの支支給給

都道府県知事等の認定を受けた被認定者は、公害医療機関で必要な医療を受けられるほか、そ

の請求に基づき障害補償費等の補償給付を受けることができる場合がある。また、被認定者本人

が指定疾病に起因して死亡した場合には、その遺族に対しても、遺族補償費等が支給される。

第一種指定地域の指定が解除されたことにより、新たな健康被害者の認定は行われないことと

なったが、指定解除前に申請して認定を受けた者（既被認定者）については、認定更新、補償給

付の支給等従前どおりの補償が行われる。

金

額
（
百
万
円

）

年 度（昭和、平成）

■ 補償給付費納付金の推移 旧第一種指定地域

療養の給付・療養費 障害補償費 療養手当 その他

■　補償給付費納付金の推移　旧第一種指定地域■　補償給付費納付金の推移　旧第一種指定地域
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都道府県知事等が支給する補償給付は、次の７種である。

１１））療療養養のの給給付付及及びび療療養養費費

既被認定者の指定疾病について診察・治療等の必要な療養の給付を行うものである。既被認定

者は、公害医療機関（原則として、健康保険法による保険医療機関及び保険薬局、生活保護法に

よる指定医療機関等）の窓口で公害医療手帳を提示すれば医師の診療、治療を受けることができ

る。これを療養の給付（医療の現物給付）という。診療等を行った医療機関等は、診療に要した

費用を診療報酬として都道府県知事等に請求し、支払を受ける。ただし、療養の給付をすること

が困難な場合等には、既被認定者は、医療機関で診療等を受け、支払った費用を請求することに

より、療養費の支給を受けることできる。

既被認定者の指定疾病に係る医療の診療方針及び診療報酬は、環境大臣が中央環境審議会の意

見を聞いて定めている。

療養の給付及び療養費の仕組み
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都道府県知事等が支給する補償給付は、次の７種である。

１１））療療養養のの給給付付及及びび療療養養費費

既被認定者の指定疾病について診察・治療等の必要な療養の給付を行うものである。既被認定

者は、公害医療機関（原則として、健康保険法による保険医療機関及び保険薬局、生活保護法に

よる指定医療機関等）の窓口で公害医療手帳を提示すれば医師の診療、治療を受けることができ

る。これを療養の給付（医療の現物給付）という。診療等を行った医療機関等は、診療に要した

費用を診療報酬として都道府県知事等に請求し、支払を受ける。ただし、療養の給付をすること

が困難な場合等には、既被認定者は、医療機関で診療等を受け、支払った費用を請求することに

より、療養費の支給を受けることできる。

既被認定者の指定疾病に係る医療の診療方針及び診療報酬は、環境大臣が中央環境審議会の意

見を聞いて定めている。

療養の給付及び療養費の仕組み

 
 

 

２２））障障害害補補償償費費

障害補償費は、逸失利益相当分に慰謝料的要素を加えたものとして、 歳以上の既被認定者で

指定疾病により一定の障害の程度にある者にその障害の程度に応じて支給される。

障害補償費の額は、労働者の性別、年齢階層別の平均賃金の ％を基準として毎年度定めた障

害補償標準給付基礎月額に障害の程度に応じた率を乗じて得た額とされている。

障害の程度は、日常生活の困難度及び労働能力の喪失度に応じて特級から３級の４つの等級に

区分され、給付率は、特級及び１級は「 」、２級は「 」、３級は「 」とされ、そのうち最

も重度の「指定疾病により常時介護を要する程度の心身の状態にある」特級の者については、介

護を要する状態にあり介護加算がある。

区分 障害の程度 給付率

特級※ 労働することができず、日常生活に著しい制限を受ける程度の心身の状態

で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当し、かつ、当該

指定疾病につき常時介護を必要とするもの

１級 労働することができず、日常生活に著しい制限を受けるか、又は労働して

はならず、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の心身の

状態で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの

２級 労働に著しい制限を受け、日常生活に制限を受けるか、又は労働に著しい

制限を加え、日常生活に制限を加えることを必要とする程度の心身の状態

で、指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの

３級 労働に制限を受け、日常生活にやや制限を受けるか、又は労働に制限を加

え、日常生活にやや制限を加えることを必要とする程度の心身の状態で、

指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当するもの

※ 特級には介護加算がある。
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３３））遺遺族族補補償償費費

遺族補償費は、既被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、既被認定者の逸失利益相当

分及び慰謝料相当分と遺族固有の慰謝料相当分をてん補するものとして、死亡した既被認定者に

より生計を維持されていた一定の範囲の遺族に対して、下記の順位で一定期間支給される。

遺族補償費は、労働者の性別、年齢階層別の平均賃金の ％を基準として毎年度定めた遺族補

償標準給付基礎月額により、 年間を限度として支給されることとなっている。 歳未満の子・

孫・兄弟姉妹については、その者の 歳の誕生日の属する年度末まで支給される。

① 妻又は 歳以上の夫

② 歳以上又は 歳に達した日の属する年度末までの間の子

③ 歳以上の父母

④ 歳以上又は 歳に達した日の属する年度末までの間の孫

⑤ 歳以上の祖父母

⑥ 歳以上又は 歳に達した日の属する年度末までの間の兄弟姉妹

４４））遺遺族族補補償償一一時時金金

遺族補償費を受けることができる遺族がいない場合、あるいは遺族補償費の受給者が死亡等に

より失権したような場合には、一定の範囲の遺族に対して遺族補償一時金が支給される。

遺族補償一時金の額は、死亡した既被認定者の該当する遺族補償標準給付基礎月額に 月を乗

じて得た額とされ、既に支給された遺族補償費がある場合にはその額は控除される。

５５））児児童童補補償償手手当当

歳未満の児童については、逸失利益がない等の理由から障害補償費の支給の対象にはならな

いが、指定疾病に罹っていることにより家庭、近隣、学校において通常の生活ができないことに

よる苦痛があること、成長や学業が遅れる等により現在及び将来に支障をきたすことがあること、

また、発作等による肉体的、精神的苦痛があること、などの理由から、児童の日常生活の困難度

に応じて養育者に対して一定額の児童補償手当を支給される。

なお、児童補償手当は、対象が 年度 平成 年度 でいなくなったことから以降、支給実

績はない。
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３３））遺遺族族補補償償費費

遺族補償費は、既被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、既被認定者の逸失利益相当

分及び慰謝料相当分と遺族固有の慰謝料相当分をてん補するものとして、死亡した既被認定者に

より生計を維持されていた一定の範囲の遺族に対して、下記の順位で一定期間支給される。

遺族補償費は、労働者の性別、年齢階層別の平均賃金の ％を基準として毎年度定めた遺族補

償標準給付基礎月額により、 年間を限度として支給されることとなっている。 歳未満の子・

孫・兄弟姉妹については、その者の 歳の誕生日の属する年度末まで支給される。

① 妻又は 歳以上の夫

② 歳以上又は 歳に達した日の属する年度末までの間の子

③ 歳以上の父母

④ 歳以上又は 歳に達した日の属する年度末までの間の孫

⑤ 歳以上の祖父母

⑥ 歳以上又は 歳に達した日の属する年度末までの間の兄弟姉妹

４４））遺遺族族補補償償一一時時金金

遺族補償費を受けることができる遺族がいない場合、あるいは遺族補償費の受給者が死亡等に

より失権したような場合には、一定の範囲の遺族に対して遺族補償一時金が支給される。

遺族補償一時金の額は、死亡した既被認定者の該当する遺族補償標準給付基礎月額に 月を乗

じて得た額とされ、既に支給された遺族補償費がある場合にはその額は控除される。

５５））児児童童補補償償手手当当

歳未満の児童については、逸失利益がない等の理由から障害補償費の支給の対象にはならな

いが、指定疾病に罹っていることにより家庭、近隣、学校において通常の生活ができないことに

よる苦痛があること、成長や学業が遅れる等により現在及び将来に支障をきたすことがあること、

また、発作等による肉体的、精神的苦痛があること、などの理由から、児童の日常生活の困難度

に応じて養育者に対して一定額の児童補償手当を支給される。

なお、児童補償手当は、対象が 年度 平成 年度 でいなくなったことから以降、支給実

績はない。

 
 

 

６６））療療養養手手当当

入院に要する諸雑費、通院に要する交通費等に充てるため、既被認定者の入院又は通院の日数

に応じた定額が支給される。

７７））葬葬祭祭料料

既被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、その葬祭を行う者に支給される。
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４４　公害保健福祉事業公害保健福祉事業

指定疾病により損なわれた既被認定者の健康の回復、保持及び増進を図る等既被認定者の福

祉を増進し、指定疾病による被害を予防するために、リハビリテーションに関する事業、転地療

養に関する事業、家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業、家庭における療養の指導

に関する事業、インフルエンザ予防接種費用助成に関する事業、禁煙治療の費用の助成に関する

事業の公害保健福祉事業を、都道府県政令市（区）が実施主体で行っている。

１）リハビリテーションに関する事業１）リハビリテーションに関する事業

既被認定者に対し、リハビリテーションに係る運動療法を行い、基礎的体力の増進を図るとと

もに、公害健康被害に係る指定疾病に関する知識の普及や療養上の指導を行うことにより、健康

の回復に資することを目的として次の事業を行っている。

事業項目 事業概要

①	　知識普及・訓練指導

（ア）		知識普及指導事業

（イ）		訓練指導事業

（ウ）			知識普及指導事業・訓練指導

事業（合同開催）

②　１泊２日リハビリテーション

③　指定施設利用健康回復事業

④　水中健康回復事業

⑤　知識普及等機器整備事業

医師、保健師、理学療法士等のチームにより、

機能回復の実技指導を含めた指定疾病に関する

知識の普及又は運動療法等を行う。

１泊２日で、概ね 50 人を単位として、医師、

看護師による健康管理をもとに療養生活上の指

導、機能回復訓練の実施指導等を行う。

既被認定者が通いやすい施設を指定し、基礎的

体力の増進のためのリハビリテーションに係る

運動療法を行う。

近隣地区のプールを有する施設を利用し、身体

機能の維持、回復及び心理的ストレスの解消のた

め、水中においてストレッチ運動等を行う。

リハビリテーション事業の実施に必要な知識

普及・訓練指導の効果の測定及び健康管理等のた

めに使用する機器及び装置を整備すること目的

とする。
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２２））転転地地療療養養にに関関すするる事事業業  

 既被認定者を高原や海浜等、空気の清浄な自然環境において保養させるとともに、療養生活上

の指導を行い、健康の回復・保持及び増進を図ることを目的として次の事業を行っている。 

事業項目 事業概要 
 
① 転地療養事業計画策定打合会経費 
 
 
② 転地療養実施事業 
 
 
 
③ 指定施設利用事業 
 
 
④ 機器整備事業 
 

 
 事業を効果的に実施するための事業計画策定打

合会を実施することができるものとする。 
 
 概ね 50 人に６泊７日で医師及び看護師による

健康管理のもとに療養生活上の指導、リハビリテ

ーションの指導等を行う。 
 
 施設を指定し、その施設の全部又は一部を一定

期間専用し、既被認定者の転地療養受入を行う。 
 
 転地療養活動、転地療養活動の測定及び健康管

理等のために使用する機器及び装置を整備するこ

とを目的とする。 
 

 
３３））療療養養にに必必要要なな用用具具のの支支給給にに関関すするる事事業業  

在宅療養者であって、症状の程度から必要度の高い者に対して室内の空気を清浄にさせる空気

清浄機を支給し、治療効果の促進を図ることを目的として次の事業を行っている。 

事業項目 事業概要 
 
① 空気清浄機支給 
 
 
 
② 空気清浄機フィルター交換等 
 
 
 
③ 加湿器支給 
 

 
 障害補償給付の特級又は１級に該当する者を対

象に浮遊粉塵を除去し硫黄酸化物窒素酸化物の除

去に著しい効果のあるものとする。 
 
 空気清浄機を支給した後、一定期間を経過した

ものについて、当該空気清浄機の性能の維持のた

め、必要がある場合にフィルター交換等を行う。 
 
 既被認定者のうち、在宅療養者であって、重症

な者に対して加湿器を支給することにより、症状

の回復を図ることを目的とする。 
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４）家庭における療養の指導に関する事業４）家庭における療養の指導に関する事業

既被認定者の家庭を訪問し、日常生活の指導等を行うほか、家庭療養手引書等を支給し、症状

回復の促進を図ることを目的として次の事業を行っている。

事業項目 事業概要

①	家庭療養指導事業

②	機器整備（カード保管庫等）

保健師等により、日常生活指導及び保健指導等

に関する訪問指導を行う。

訪問指導の連続性を保つとともに、事後の指導

の参考とするために記録を保管するものとする。

５）インフルエンザに係る予防接種の費用の助成に関する事業５）インフルエンザに係る予防接種の費用の助成に関する事業

インフルエンザに係る予防接種において、被認定者の負担となる費用を助成し、もって健康の

保持を図ることを目的として次の事業を行っている。

なお、本事業は 2005年度 ( 平成 17年度 ) から事業対象となったものである。

事業項目 事業概要

インフルエンザ予防接種費用助成事業 インフルエンザに係る予防接種の対象者で、か

つ接種日現在において、当該予防接種を受ける際

に当該被認定者において費用を負担する必要が

ある者とする。

都道府県知事又法第四条第三項の政令で定め

る市の長は、インフルエンザに係る予防接種にお

いて被認定者の負担となる費用が本事業により

助成されること、その請求方法及び請求期限につ

いてあらかじめ周知するものとする。
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６）禁煙治療の費用の助成に関する事業６）禁煙治療の費用の助成に関する事業

医療機関で禁煙治療を受けた際の医療費等について被認定者の負担となる費用を助成し、もっ

て健康の保持を目的として次の事業を行っている。

なお、本事業は 2024 年度（令和６年度）から事業対象となったものである。

事業項目 事業概要

禁煙治療費用助成事業

医療機関で禁煙治療を受けたもので、禁煙治療

及びそれに必要な医薬品並びに医療機器にかかる

費用を自己負担した者とする。

都道府県知事又法第四条第三項の政令で定め

る市の長は、本助成の内容及びその請求方法、助

成額の上限及び請求期限についてあらかじめ周

知するものとする。
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第第３３項項 第第二二種種指指定定地地域域ににおおけけるる補補償償のの仕仕組組みみ

１１ 第第二二種種指指定定地地域域のの指指定定

第二種指定地域は、事業活動等に伴って相当範囲にわたる著しい大気汚染又は水質の汚濁が生

じ、その影響により当該大気の汚染又は水質の汚濁の原因物質（有機水銀、カドミウム等）との

関係が一般的に明らかであり、かつ、その原因物質によらなければかかることのない疾病、つま

り水俣病やイタイイタイ病などの疾病が多発している地域である。

下表のとおり、現在、第二種指定地域として５つの地域が指定されている。

疾病名 指定地域 実施主体 指定年月日

水俣病

阿賀野川下流地域 新潟県 年 昭和 年

月 日

〃 新潟市 〃

イタイイタイ病 神通川下流地域 富山県 〃

水俣病

水俣湾沿岸地域 熊本県 〃

〃 鹿児島県 〃

慢性砒素中毒症 島根県笹ヶ谷地区 島根県 年 昭和 年

７月４日

慢性砒素中毒症 宮崎県土呂久地区 宮崎県 年 昭和 年

２月１日

指定年月日が 年 昭和 年 ８月 日以前のものは旧救済法に基づく指定だが、補償法が

年 昭和 年 ９月１日付けでそれらを承継している。
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第第３３項項 第第二二種種指指定定地地域域ににおおけけるる補補償償のの仕仕組組みみ

１１ 第第二二種種指指定定地地域域のの指指定定

第二種指定地域は、事業活動等に伴って相当範囲にわたる著しい大気汚染又は水質の汚濁が生

じ、その影響により当該大気の汚染又は水質の汚濁の原因物質（有機水銀、カドミウム等）との

関係が一般的に明らかであり、かつ、その原因物質によらなければかかることのない疾病、つま

り水俣病やイタイイタイ病などの疾病が多発している地域である。

下表のとおり、現在、第二種指定地域として５つの地域が指定されている。

疾病名 指定地域 実施主体 指定年月日

水俣病

阿賀野川下流地域 新潟県 年 昭和 年

月 日

〃 新潟市 〃

イタイイタイ病 神通川下流地域 富山県 〃

水俣病

水俣湾沿岸地域 熊本県 〃

〃 鹿児島県 〃

慢性砒素中毒症 島根県笹ヶ谷地区 島根県 年 昭和 年

７月４日

慢性砒素中毒症 宮崎県土呂久地区 宮崎県 年 昭和 年

２月１日

指定年月日が 年 昭和 年 ８月 日以前のものは旧救済法に基づく指定だが、補償法が

年 昭和 年 ９月１日付けでそれらを承継している。

 
 

 

２２ 公公害害健健康康被被害害者者のの認認定定とと補補償償給給付付のの支支給給等等

１１））認認定定及及びび補補償償給給付付

第二種指定地域における公害病患者の認定は、個々の患者について、その疾病と汚染原因物質

との因果関係を確認した上で行われている。被認定者に対する補償給付の支給や公害保健福祉事

業は、旧第一種指定地域と同様に行われている。

■ 第第二二種種指指定定地地域域にに係係るる被被認認定定者者数数のの推推移移

年 度 末（昭和、平成）

人
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　２）公害保健福祉事業　２）公害保健福祉事業

旧第一種指定地域と同様に、指定疾病により損なわれた被認定者の健康の回復、保持及び

増進を図る等被認定者の福祉を増進し、指定疾病による被害を予防するために、リハビリテ

ーションに関する事業、家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業、家庭における

療養の指導に関する事業の公害保健福祉事業を、都道府県政令市が実施している。

事業項目 事業概要

①	リハビリテーション事業

②	療養用具支給事業

　　・特殊寝台の支給

　　・車いすの支給

③	家庭訪問療養指導事業

　　・家庭訪問療養指導事業

　　・機器整備（カード保管庫等）

第二種地域に係る被認定者であって、身体に障

害を生じた者に対し、その社会復帰を図るために

必要な医学的リハビリテーションを行ことを目的

とする。

第二種地域に係る被認定者のうち、日常生活の

用を足すことができない者に対して、特殊寝台を

支給し、その日常生活の利便を図り、福祉の増進

に寄与することを目的とする。

第二種地域における水俣病の被認定者のうち、

日常生活の用を足すことができない者に対して、

車いすを支給し、その日常生活の利便を図り、福

祉の増進に寄与することを目的とする。

保健師等により、日常生活指導及び保健指導に

関する訪問指導を行う。

訪問指導の連続性を保つとともに、事後の指導

の参考とするために記録を保管するものとする。
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第４項　費用負担の考え方・仕組み第４項　費用負担の考え方・仕組み

１１　公害健康被害者の補償費用公害健康被害者の補償費用

公害健康被害補償制度における被害者補償の基本的な考え方は、原因者と被害者との間で損害

賠償として処理されるべきものを制度的に解決しようとするところにある。したがって被害者救

済のために必要な費用は、全額を汚染原因者が負担している。

ただし、公害健康被害者の健康回復事業等を行う公害保健福祉事業は、福祉施策の性格もある

ことから、汚染原因者と公費（国及び県又は市）のそれぞれが１／２ずつ負担している。なお、

公害健康被害者救済のための費用は、汚染原因者の負担によるが、旧第一種地域関係と第二種地

域関係とは、その内容が異なる。

１）旧第一種指定地域関係

どこの煙突から出た煙がどれだけの被害をもたらしたかということは、はっきりさせることが

できない。したがって、発生した被害を救済するために、全国の汚染原因者が共同して補償給付

費等に必要な費用を負担している。具体的には、大気汚染の原因を工場・事業場のばい煙発生施

設等（固定発生源）から排出されるものと自動車（移動発生源）の排気ガスの二つであると割り

切り、この両者から出る硫黄酸化物（SOx）と窒素酸化物（NOx）の量に応じ、工場・事業場８割

（汚染負荷量賦課金として徴収）、自動車２割の割合で費用を負担している。

２）第二種指定地域関係

原因物質と疾病との因果関係が明らかであることから、原因物質を排出した施設を設置した者

（特定施設等設置者）が補償給付費等に必要な費用を負担している。費用負担は、疾病の原因と

なる物質を排出した事業者が全額負担することとなっている。これを「特定賦課金」という。

水俣病やイタイイタイ病は、大気汚染による疾病と異なり、個々の疾病と原因物質との因果関

係は相当明らかであり、その費用については、指定疾病に影響を与える水質汚濁等の原因をなし

た事業者に個々に賦課していくこととなっている。特定賦課金については、次の３つの要件を満

たす事業者が納付することとなる（この者を「特定施設等設置者」と呼んでいる。）。

１）当該疾病に影響を与える大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出したこと。

２）排出した物質が指定地域の大気の汚染又は水質の汚濁の原因となっていること。

３）	大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設や特定施設、水質汚濁防止法に規定する特定施

設を設置していること（過去に施設を設置していて、現在はその施設を設置していないも

のも含まれる。）。
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これらの要件を満たす特定施設等設置者が複数存在する場合は、補償給付に必要な額をそれぞ

れの汚染の原因の程度に応じて分割した額を納付することとなる。

特定賦課金については、申告納付の方式はとられておらず、機構において、個々の指定地域ご

との事情を調査した上、納付義務者を特定しその賦課金の額を決定して、納入告知書によって通

知を行うこととなっている。

■■ 費費用用負負担担のの仕仕組組みみ

旧第一種指定地域

汚染負荷量賦課金（事業者）

一部交付金

注：給付事務費とは県知事又は市長が行う事務の処理に要する費用をいい、徴収事務費とは機構が行う事務の処理
に要する費用をいう。

第二種指定地域

公害保健
福祉事業費

徴収事務費

給付事務費

補償給付費

特定賦課金（事業者）

一部交付金
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２２））現現在在分分賦賦課課金金額額

現在分賦課金額 ＝ 現在分賦課料率 × Ａ事業場の前年の 排出量

当該年度の汚染負荷量賦課金総額の４割

前年の全国の総調整 量

・現在分賦課料率は、地域ごとに政令で定められる。

・総調整 量：その他地域の 量に換算した量＝旧指定地域の前年の 排出量を９倍し、

これに、指定地域間料率格差を乗じたものを合計した量＋その他地域の前年の 量

３３））過過去去分分とと現現在在分分のの負負担担割割合合

年 昭和 年度 から 年度 平成３年度 までの間は、特例措置が設けられていた。

年度

昭和 年度

年度

平成元年度

年度

平成２年度

年度

平成３年度

年度

平成４年度 以降

過去分 ２割 ３割 ４割 ５割 ６割

現在分 ８割 ７割 ６割 ５割 ４割 

■ 汚汚染染負負荷荷量量賦賦課課金金のの推推移移

＝ × Ａ事業場の前年（１月～ 月）

の 排出量 

 
 

 

２２  工工場場・・事事業業場場をを有有すするる者者のの費費用用負負担担  

 

汚染原因者負担の原則に基づき、第一種指定地域の公害健康被害者に対する補償給付等に要す

る費用のうち８ 割分に充てるために、汚染負荷量賦課金として排出量に応じて負担を求めるもの

であり、毎年度の初日（４月１日）において一定規模以上（下表の③欄）のばい煙発生施設等を

有する工場・事業場は、前年の排出量に基づき、申告・納付するものであった。 

しかし、1988 年(昭和 63 年)３月１日に第一種指定地域の指定がすべて解除され、1988 年度(昭

和 63 年度)以降に徴収する賦課金は、指定解除前に申請して認定を受けた既被認定者に対する補

償給付等に要する費用に充てられることになった。 

 このため、納付義務者の考え方や賦課金算出方法も改正され、汚染負荷量賦課金を納付しなけ

ればならない事業者は、既被認定者が制度上指定解除前の大気汚染の影響により健康を損なった

ものと考えられることから、指定解除前に煙を排出していた全国の事業者が費用を共同して負担

するとの考え方に基づき、次の要件に該当する工場・事業場を設置していた者が対象となった。 

ばい煙発生施設等 

（大気汚染防止法に

定めるもの）を設置し

ていた工場・事業場 

① 昭和 62年４月１日にばい煙発生施設等を設置していたこと。 

② その施設が、硫黄酸化物を排出し得るものであったこと。 

③ その施設が設置されていた工場・事業場における※最大排出ガス

量の合計が、指定地域解除前の地域区分に応じて定められていた

次の量以上であったこと。 

  旧指定地域    5,000㎥ N／ｈ 以上 

   その他地域   10,000 ㎥ N／ｈ 以上  

※ 最大排出ガス量とは、ばい煙発生施設を定格の能力（長期間安定して運転することができる最大

限の能力）で運転したときの施設の排出ガス量（湿りガス）の合計をいう。 

 

■ 汚汚染染負負荷荷量量賦賦課課金金のの算算出出方方法法  

汚染負荷量賦課金は、国の税金（法人税・所得税等）と同様、自主的に申告して納付すること

になっている。現在、約8,100事業者が汚染負荷量賦課金の申告・納付を行っている。 

各年度に納付すべき賦課金は、次の計算式により算出される額である。 

汚染負荷量賦課金額 ＝ 過去分賦課金額 ＋ 現在分賦課金額 

    昭和57年から昭和61年 

までのSOx累積換算量 

現在分賦課金額 ＝ 前年のSOx排出量×現在分賦課料率 

 

１１））過過去去分分賦賦課課金金額額  

過去分賦課金額 ＝ 過去分賦課料率 × Ａ事業場の過去分SOx累積換算量 

   当該年度の汚染負荷量賦課金総額の６割     Ａ事業場の昭和57～61年の 

    昭和57～61年の全国のSOx総累積換算量       SOx累積換算量 

  

  

過去分賦課金額 ＝ ×過去分賦課料率 

＝ × 
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２２））現現在在分分賦賦課課金金額額

現在分賦課金額 ＝ 現在分賦課料率 × Ａ事業場の前年の 排出量

当該年度の汚染負荷量賦課金総額の４割

前年の全国の総調整 量

・現在分賦課料率は、地域ごとに政令で定められる。

・総調整 量：その他地域の 量に換算した量＝旧指定地域の前年の 排出量を９倍し、

これに、指定地域間料率格差を乗じたものを合計した量＋その他地域の前年の 量

３３））過過去去分分とと現現在在分分のの負負担担割割合合

年 昭和 年度 から 年度 平成３年度 までの間は、特例措置が設けられていた。

年度

昭和 年度

年度

平成元年度

年度

平成２年度

年度

平成３年度

年度

平成４年度 以降

過去分 ２割 ３割 ４割 ５割 ６割

現在分 ８割 ７割 ６割 ５割 ４割 

■ 汚汚染染負負荷荷量量賦賦課課金金のの推推移移

＝ × Ａ事業場の前年（１月～ 月）

の 排出量 

■　汚染負荷量賦課金の推移汚染負荷量賦課金の推移

 
 

 

２２  工工場場・・事事業業場場をを有有すするる者者のの費費用用負負担担  

 

汚染原因者負担の原則に基づき、第一種指定地域の公害健康被害者に対する補償給付等に要す

る費用のうち８ 割分に充てるために、汚染負荷量賦課金として排出量に応じて負担を求めるもの

であり、毎年度の初日（４月１日）において一定規模以上（下表の③欄）のばい煙発生施設等を

有する工場・事業場は、前年の排出量に基づき、申告・納付するものであった。 

しかし、1988 年(昭和 63 年)３月１日に第一種指定地域の指定がすべて解除され、1988 年度(昭

和 63 年度)以降に徴収する賦課金は、指定解除前に申請して認定を受けた既被認定者に対する補

償給付等に要する費用に充てられることになった。 

 このため、納付義務者の考え方や賦課金算出方法も改正され、汚染負荷量賦課金を納付しなけ

ればならない事業者は、既被認定者が制度上指定解除前の大気汚染の影響により健康を損なった

ものと考えられることから、指定解除前に煙を排出していた全国の事業者が費用を共同して負担

するとの考え方に基づき、次の要件に該当する工場・事業場を設置していた者が対象となった。 

ばい煙発生施設等 

（大気汚染防止法に

定めるもの）を設置し

ていた工場・事業場 

① 昭和 62年４月１日にばい煙発生施設等を設置していたこと。 

② その施設が、硫黄酸化物を排出し得るものであったこと。 

③ その施設が設置されていた工場・事業場における※最大排出ガス

量の合計が、指定地域解除前の地域区分に応じて定められていた

次の量以上であったこと。 

  旧指定地域    5,000㎥ N／ｈ 以上 

   その他地域   10,000 ㎥ N／ｈ 以上  

※ 最大排出ガス量とは、ばい煙発生施設を定格の能力（長期間安定して運転することができる最大

限の能力）で運転したときの施設の排出ガス量（湿りガス）の合計をいう。 

 

■ 汚汚染染負負荷荷量量賦賦課課金金のの算算出出方方法法  

汚染負荷量賦課金は、国の税金（法人税・所得税等）と同様、自主的に申告して納付すること

になっている。現在、約8,100事業者が汚染負荷量賦課金の申告・納付を行っている。 

各年度に納付すべき賦課金は、次の計算式により算出される額である。 

汚染負荷量賦課金額 ＝ 過去分賦課金額 ＋ 現在分賦課金額 

    昭和57年から昭和61年 

までのSOx累積換算量 

現在分賦課金額 ＝ 前年のSOx排出量×現在分賦課料率 

 

１１））過過去去分分賦賦課課金金額額  

過去分賦課金額 ＝ 過去分賦課料率 × Ａ事業場の過去分SOx累積換算量 

   当該年度の汚染負荷量賦課金総額の６割     Ａ事業場の昭和57～61年の 

    昭和57～61年の全国のSOx総累積換算量       SOx累積換算量 

  

  

過去分賦課金額 ＝ ×過去分賦課料率 

＝ × 
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３３  自自動動車車のの費費用用負負担担方方式式  

 

自動車については、１台ごとの大気汚染に対する寄与度は小さいが、我が国全体の自動車を総

体としてみれば、大気汚染に対する寄与は、相当なものとなる。そこで、個々の自動車ではなく

総体としての自動車も、大気汚染の共同原因者として、大気汚染の形でもたらす社会的費用を負

担すべきであると考えられた。 

 自動車の具体的な費用負担の方式については、制度発足時の中央公害対策審議会の答申（昭和

48 年４月５日）では、 

 １）自動車の使用燃料（軽油、ガソリンなど）に着目して賦課金をかける方式 

 ２）自動車重量税収から一部を引き当てる方式 

の二つの方式が考えられ、政府において両案の長所、短所を慎重に比較考慮の上、決定すべきで

あるとされていた。 

 これを受け、制度発足以降、自動車重量税収引当方式が採用されたが、中央公害対策審議会に

おいては、1977 年(昭和 52年)12月には、「当面昭和 53 年度以降においても自動車重量税収の一

部を引き当てる方式を踏襲することが適当である」（意見具申）とされ、その後も、引き続き同方

式によることが適当との判断が示されてきた。また、1986年(昭和 61 年)10 月には、第一種地域

の指定解除後においても「既被認定者の補償給付に係る費用については自動車重量税引当て方式

が適当と考えられる」（答申）とされた。 

 さらに、その後も移動発生源に係る費用徴収について政府及び審議会で検討が行われたが、本

方式が現実的かつ合理的とされ、法改正により引当措置の延長が行われてきた。これは、自動車

重量税という税が、自動車の走行がもたらす諸社会的費用に充てるため設けられたものであり、

これを引き当てることが依然として合理的で、現実的であると判断されていることによる。 

 

■自自動動車車重重量量税税のの公公害害健健康康被被害害補補償償制制度度へへのの引引当当措措置置状状況況 

年 度 法改正 引当措置 

昭和 49 年度 昭和 49 年６月 11 日法律第 85 号 自動車重量税引当を創設   ２年間 

昭和 51 年度 昭和 51 年３月 31 日号外法律第８号 引当延長         ２年間 

昭和 53 年度 昭和 53 年３月 31 日号外法律第 10号 引当延長         ２年間 

昭和 55年度 昭和 55年３月 31 日号外法律第 16 号 引当延長         ３年間 

昭和 58 年度 昭和 58 年３月 31 日号外法律第 16 号 引当延長         ２年間 

昭和 60 年度 昭和 60 年３月 30 日号外法律第 15 号 引当延長         ３年間 

昭和 63 年度 昭和 63 年３月 31 日号外法律第７号 引当延長         ５年間 

平成 5年度 平成５年３月 31 日号外法律第５号 引当延長         ５年間 

平成 10 年度 平成 10 年３月 31 日号外法律第 18号 引当延長         ５年間 

平成 15年度 平成 15年３月 31 日号外法律第 17号 引当延長         ５年間 

平成 20 年度 平成 20 年４月 16日法律第 13号 引当延長          10年間 

平成 30 年度 平成 30 年３月 31 日法律第 11号 引当延長         当分の間 
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第５項　汚染負荷量賦課金の徴収第５項　汚染負荷量賦課金の徴収

１１　汚染負荷量賦課金の徴収業務汚染負荷量賦課金の徴収業務　～徴収業務の一部委託～　～徴収業務の一部委託～

汚染負荷量賦課金の徴収業務については、制度発足以来、関係者の理解と協力により円滑に運

営され、非常に高い徴収率を継続している。これは全国各地の商工会議所に徴収業務の一部を委

託するシステムが確立されたことによるところが大きい。汚染負荷量賦課金の納付義務者は全国

に散在しており、税務署や社会保険事務所のような全国ネットの徴収機関をもたない環境再生保

全機構が単独で賦課金の徴収業務を遂行することが困難であろうとの見方から徴収業務の一部を

委託することになったものである。

商工会議所への委託状況は、制度発足当初の1974年度（昭和49年度）は122か所、取扱事業者

件数は 3,831 件で全事業所（5,563 件）の 68.9％であったが、その後各地の商工会議所の協力に

より順調に拡大され、ほぼ全事業所を占める全国 156 か所に至った。

2009 年度（平成 21年度）以降は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成

18 年法律第 51 号）」及び「公共サービス改革基本方針（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）」に

基づき、「公害健康被害補償業務の徴収関連業務」が民間競争入札（いわゆる市場化テスト）対象

事業として選定され、それ以降４期（５年契約）にわたり民間競争入札を実施して委託先を決定

している。

2024 年度（令和６年度）からは、委託先が株式会社東京商工リサーチ横浜支店へと変わり、

初年度には Microsoft	Teams による説明会実施、クラウドツール利用による問い合わせや申告状況

の連携等、ICT を活用した新しい取組により過年度以上の実績をあげている。

【委託先の状況】

対象の事業年度 委託先

1974 年度 (昭和 49 年度）～ 各地商工会議所（156 か所と委託契約）

民間競争入札を実施

2009 年度 (平成 21 年度）～ 日本商工会議所（156 か所の各地商工会議所と再委託契約）

2014 年度 (平成 26 年度）～ 日本商工会議所（156 か所の各地商工会議所と再委託契約）

2019 年度 (令和元年度）～ 日本商工会議所（156 か所の各地商工会議所と再委託契約）

2024 年度 (令和６年度）～ 株式会社東京商工リサーチ　横浜支店

 
 

 

３３  自自動動車車のの費費用用負負担担方方式式  

 

自動車については、１台ごとの大気汚染に対する寄与度は小さいが、我が国全体の自動車を総

体としてみれば、大気汚染に対する寄与は、相当なものとなる。そこで、個々の自動車ではなく

総体としての自動車も、大気汚染の共同原因者として、大気汚染の形でもたらす社会的費用を負

担すべきであると考えられた。 

 自動車の具体的な費用負担の方式については、制度発足時の中央公害対策審議会の答申（昭和

48 年４月５日）では、 

 １）自動車の使用燃料（軽油、ガソリンなど）に着目して賦課金をかける方式 

 ２）自動車重量税収から一部を引き当てる方式 

の二つの方式が考えられ、政府において両案の長所、短所を慎重に比較考慮の上、決定すべきで

あるとされていた。 

 これを受け、制度発足以降、自動車重量税収引当方式が採用されたが、中央公害対策審議会に

おいては、1977 年(昭和 52年)12月には、「当面昭和 53 年度以降においても自動車重量税収の一

部を引き当てる方式を踏襲することが適当である」（意見具申）とされ、その後も、引き続き同方

式によることが適当との判断が示されてきた。また、1986年(昭和 61 年)10 月には、第一種地域

の指定解除後においても「既被認定者の補償給付に係る費用については自動車重量税引当て方式

が適当と考えられる」（答申）とされた。 

 さらに、その後も移動発生源に係る費用徴収について政府及び審議会で検討が行われたが、本

方式が現実的かつ合理的とされ、法改正により引当措置の延長が行われてきた。これは、自動車

重量税という税が、自動車の走行がもたらす諸社会的費用に充てるため設けられたものであり、

これを引き当てることが依然として合理的で、現実的であると判断されていることによる。 

 

■自自動動車車重重量量税税のの公公害害健健康康被被害害補補償償制制度度へへのの引引当当措措置置状状況況 

年 度 法改正 引当措置 

昭和 49 年度 昭和 49 年６月 11 日法律第 85 号 自動車重量税引当を創設   ２年間 

昭和 51 年度 昭和 51 年３月 31 日号外法律第８号 引当延長         ２年間 

昭和 53 年度 昭和 53 年３月 31 日号外法律第 10号 引当延長         ２年間 

昭和 55年度 昭和 55年３月 31 日号外法律第 16 号 引当延長         ３年間 

昭和 58 年度 昭和 58 年３月 31 日号外法律第 16 号 引当延長         ２年間 

昭和 60 年度 昭和 60 年３月 30 日号外法律第 15 号 引当延長         ３年間 

昭和 63 年度 昭和 63 年３月 31 日号外法律第７号 引当延長         ５年間 

平成 5年度 平成５年３月 31 日号外法律第５号 引当延長         ５年間 

平成 10 年度 平成 10 年３月 31 日号外法律第 18号 引当延長         ５年間 

平成 15年度 平成 15年３月 31 日号外法律第 17号 引当延長         ５年間 

平成 20 年度 平成 20 年４月 16日法律第 13号 引当延長          10年間 

平成 30 年度 平成 30 年３月 31 日法律第 11号 引当延長         当分の間 
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２２ 給給付付免免責責調調整整支支出出金金

被認定患者が、ばい煙発生施設等設置者（以下「企業」という。）から同一事由について裁判・

協定等により損害のてん補がされた場合は、補償法第 条第１項の規定により知事等は当該患者

に補償給付を支給する義務を免れることになっている。この場合、損害をてん補した企業が汚染

負荷量賦課金を申告・納付していると、企業は損害をてん補した額と賦課金の二重払いとなるの

で、機構は企業から請求があれば、補償給付に相当する金額を支払うことができることとなって

いる。

１）旧救済法によって認定された公害患者のうち、 年 昭和 年 に四日市第一コンビナー

ト（関係企業６社）から補償協定によって補償金（以下「一時金」という。）を受けた者

名（以下「協定患者」という。）と、補償法により補償給付を受けている被認定患者との間の

補償金受領額の較差を是正する目的で、 年 昭和 年 ３月、四日市市と関係企業６社と

の間で締結された「覚書」に基づいて実施された。

２）協定患者等がすでに受領した一時金から、認定以来の各年度の補償法なみの給付額を控除し、

控除終了時から法による給付額と同額を関係企業で負担して当該患者に支払う。

３）現在、関係企業は合併により４社となっており、これらの関係企業は本件に係る支払金の請

求、受領の権限を四日市市長に委任している。

■ 四四日日市市地地域域にに係係るる企企業業にに対対すするる法法第第 条条第第２２項項のの流流れれ

汚染負荷量賦課金申告・納付

　覚書（昭53）

支払金請求⑤ 支払金請求④

支払金支払⑥ 支払金支払⑦

納　付　金 補償給付支払①

（注） 1　④⑤の支払金とは、法第１３条第２項に基づく支払金である（機構からの支払金は給付免責調整支出金となる。）。

2　機構からの納付金は、療養の給付・療養費及び療養手当であり、その他の補償給付は関係企業４社が支払う。

3　四日市市長は関係企業４社からの委任を受け、機構との請求・支払の代理人となっている。

独立行政法人
環境再生保全機構

四日市市
関係企業４社
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３３ 制制度度のの円円滑滑なな運運営営にに関関すするる関関係係団団体体・・専専門門家家かかららのの意意見見聴聴取取

１１））評評議議員員会会

公害健康被害補償予防業務の運営にあたっては、汚染負荷量賦課金の納付義務者である事業者

の意見が反映されるようにすることが、徴収の効率的、かつ円滑な実施のために不可欠であり、

改正前の補償法の規定に基づき、公害健康被害補償予防協会に評議員会が設置されていた。評議

員会は、協会会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項の調査審議を行う機関であ

り、評議員 人以内で組織し、その構成はばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者の

加入している団体又はその連合団体の役員及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有す

る者のうちから、それぞれ 人以内を環境庁長官及び通商産業大臣が任命していた。

平成 年の独立行政法人環境再生保全機構への移行後は、独立行政法人の業務運営に関する評

価は、主務官庁の独立行政法人評価委員会の評価を受けることになったことから、機構理事長の

内部諮問機関として設置（独立行政法人環境再生保全機構組織規程第 条）した。 年度 平

成 年度 に第１回の評議員会を開催し、以降、年に１回開催している。

現在の評議員会の概要は、次のとおりである。

① 理事長の諮問に応じ、独立行政法人環境再生保全機構法第 条第１号に規定する業務に関す

る重要事項及び法第 条第２号に規定する業務に関する重要事項を審議する。

② 評議員会は、前項の事項に関し必要があると認めるときは、理事長に意見を述べることがで

きる。

③ 評議員会は、評議員 人以内で組織する。

④ 評議員は、ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者の加入している団体又はその

連合団体の役員及び公害健康被害補償予防業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の

うちから、それぞれ 人以内の者を理事長が委嘱する。

⑤ 評議員の任期は２年とし、再任されることを妨げない。

⑥ 評議員会に議長を置き、議長は評議員が互選する。

２２））公公害害健健康康被被害害補補償償予予防防業業務務のの運運営営にに関関すするる懇懇談談会会

公害健康被害補償予防制度の運営の状況について理解を深めるため、費用負担者側と所管省庁

側の実務者レベルの懇談の場を持つという趣旨から、業務運営に関する懇談会を 年度 昭和

年度 に第１回目を開催し、以降、年１回開催している。懇談会は、評議員の所属する団体及

びその連合団体の代表で構成している。

 
 

 

２２ 給給付付免免責責調調整整支支出出金金

被認定患者が、ばい煙発生施設等設置者（以下「企業」という。）から同一事由について裁判・

協定等により損害のてん補がされた場合は、補償法第 条第１項の規定により知事等は当該患者

に補償給付を支給する義務を免れることになっている。この場合、損害をてん補した企業が汚染

負荷量賦課金を申告・納付していると、企業は損害をてん補した額と賦課金の二重払いとなるの

で、機構は企業から請求があれば、補償給付に相当する金額を支払うことができることとなって

いる。

１）旧救済法によって認定された公害患者のうち、 年 昭和 年 に四日市第一コンビナー

ト（関係企業６社）から補償協定によって補償金（以下「一時金」という。）を受けた者

名（以下「協定患者」という。）と、補償法により補償給付を受けている被認定患者との間の

補償金受領額の較差を是正する目的で、 年 昭和 年 ３月、四日市市と関係企業６社と

の間で締結された「覚書」に基づいて実施された。

２）協定患者等がすでに受領した一時金から、認定以来の各年度の補償法なみの給付額を控除し、

控除終了時から法による給付額と同額を関係企業で負担して当該患者に支払う。

３）現在、関係企業は合併により４社となっており、これらの関係企業は本件に係る支払金の請

求、受領の権限を四日市市長に委任している。

■ 四四日日市市地地域域にに係係るる企企業業にに対対すするる法法第第 条条第第２２項項のの流流れれ

汚染負荷量賦課金申告・納付

　覚書（昭53）

支払金請求⑤ 支払金請求④

支払金支払⑥ 支払金支払⑦

納　付　金 補償給付支払①

（注） 1　④⑤の支払金とは、法第１３条第２項に基づく支払金である（機構からの支払金は給付免責調整支出金となる。）。

2　機構からの納付金は、療養の給付・療養費及び療養手当であり、その他の補償給付は関係企業４社が支払う。

3　四日市市長は関係企業４社からの委任を受け、機構との請求・支払の代理人となっている。
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２２））東東日日本本大大震震災災（（平平成成 年年３３月月 日日））にによよるる納納付付義義務務者者へへのの対対応応等等

年（平成 年）３月 日に宮城県牡鹿半島沖を震源として発生した東日本大震災は未曾

有の大災害であった。被災した工場・事業場を有する納付義務者に対して、各納付義務者へ電話

による被災状況の把握、案内文書等による申告・納付期限の延長及び申告・納付説明会の開催に

ついて情報提供を行った。

① 平成 年度汚染負荷量賦課金申告・納付説明会、個別相談会での対応について

・ 年 平成 年 ６月３日時点で申告・納付期限が定まっていない、特に被害の大きか

った岩手県、宮城県、福島県の各納付義務者に対しては、電話による申告・納付の個別相談

（平成 年６月 日～７月 日）を実施し、適切な指導を行うとともに被災状況等の情

報収集に努めた。

・ 申告・納付期限延長期日の決定に伴い、管轄の各商工会議所において、 年 平成

年 ６月～７月に青森県・茨城県（７会議所７会場）、９月に岩手県・宮城県・福島県（４会

議所４会場）での申告・納付説明会、個別相談会を実施した。

年度 平成 年度 については、被災地域に工場・事業場を有する納付義務者 事

業所のうち、 年 平成 年 ３月 日までに 事業所より申告があったものの、

事業所が申告・納付期限が未到来となった。

納付義務者 申告件数 未到来事業者数
破産手続き開始、

住所不明等

② 東日本大震災による被災地域の納付義務者への情報提供状況について

東日本大震災により被災した納付義務者に対して、申告・納付期限の延長の情報等を、案

内文書（５回）を送付するとともに、機構のホームページにより納付義務者に随時情報提供

した。

情報掲載年月日 地 域 申告・納付期限

平成 年４月１日 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県 未定

平成 年６月３日 青森県及び茨城県全域 平成 年７月 日

平成 年８月 日 岩手県、宮城県及び福島県の一部地域 平成 年９月 日

平成 年 月 日 岩手県及び宮城県の一部地域 平成 年 月 日

平成 年２月３日 宮城県の一部地域 平成 年４月２日

平成 年２月 日 福島県の一部地域 平成 年３月 日

 
 

 

４４ 制制度度運運営営ににおおけけるる特特別別なな措措置置

１１））阪阪神神・・淡淡路路大大震震災災（（平平成成７７年年１１月月 日日））ににおおけけるる対対応応

① 納付義務者への対応

年 平成７年 １月 日未明に兵庫県南部で発生した阪神・淡路大震災によって被災

した企業については、汚染負荷量賦課金についても、国税徴収の例にならい被災の状況等に

応じて納付の猶予ができることとし、１年ごとに最大３年までの猶予を可能とした。また、

公害健康被害予防事業の基金への拠出金についても同様の猶予措置を講じた。

② 被認定者への対応

兵庫・大阪の旧第一種指定地域の市（神戸市、尼崎市、大阪市等）と公害健康被害補償予

防協会大阪支部に、被災した被認定者からの医療等に関する相談窓口を開設するとともに、

同大阪支部において被認定患者の安否の確認を行った。

また、予防事業においても、当該地域が予防事業対象地域であることから、防塵から地域

住民の健康影響が懸念されることから、マスク 万枚の配布を行った。

さらに、公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律 平成７年３月 日法

律第 号 が公布され、認定の更新に係る特例措置が創設 第８条の２関係 された。この措

置により、認定の更新の申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により

当該認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その

理由のやんだ日から２月以内に限り、当該認定の更新を申請することができることになった。

阪神淡路大震災

写真提供：毎日新聞社

阪神大震災20年　ろうそくでともされた「1・17」の文字の周りを黙とうする多くの人たち

神戸市中央区の東遊園地で2015年１月17日
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２２））東東日日本本大大震震災災（（平平成成 年年３３月月 日日））にによよるる納納付付義義務務者者へへのの対対応応等等

年（平成 年）３月 日に宮城県牡鹿半島沖を震源として発生した東日本大震災は未曾

有の大災害であった。被災した工場・事業場を有する納付義務者に対して、各納付義務者へ電話

による被災状況の把握、案内文書等による申告・納付期限の延長及び申告・納付説明会の開催に

ついて情報提供を行った。

① 平成 年度汚染負荷量賦課金申告・納付説明会、個別相談会での対応について

・ 年 平成 年 ６月３日時点で申告・納付期限が定まっていない、特に被害の大きか

った岩手県、宮城県、福島県の各納付義務者に対しては、電話による申告・納付の個別相談

（平成 年６月 日～７月 日）を実施し、適切な指導を行うとともに被災状況等の情

報収集に努めた。

・ 申告・納付期限延長期日の決定に伴い、管轄の各商工会議所において、 年 平成

年 ６月～７月に青森県・茨城県（７会議所７会場）、９月に岩手県・宮城県・福島県（４会

議所４会場）での申告・納付説明会、個別相談会を実施した。

年度 平成 年度 については、被災地域に工場・事業場を有する納付義務者 事

業所のうち、 年 平成 年 ３月 日までに 事業所より申告があったものの、

事業所が申告・納付期限が未到来となった。

納付義務者 申告件数 未到来事業者数
破産手続き開始、

住所不明等

② 東日本大震災による被災地域の納付義務者への情報提供状況について

東日本大震災により被災した納付義務者に対して、申告・納付期限の延長の情報等を、案

内文書（５回）を送付するとともに、機構のホームページにより納付義務者に随時情報提供

した。

情報掲載年月日 地 域 申告・納付期限

平成 年４月１日 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県 未定

平成 年６月３日 青森県及び茨城県全域 平成 年７月 日

平成 年８月 日 岩手県、宮城県及び福島県の一部地域 平成 年９月 日

平成 年 月 日 岩手県及び宮城県の一部地域 平成 年 月 日

平成 年２月３日 宮城県の一部地域 平成 年４月２日

平成 年２月 日 福島県の一部地域 平成 年３月 日
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第６項　納付義務者の利便性向上とDX化の促進第６項　納付義務者の利便性向上とDX化の促進

１１　納付義務者の利便性向上　　納付義務者の利便性向上　　～第３期中期目標期間（平成 26 年度～ 30 年度）～～第３期中期目標期間（平成 26 年度～ 30 年度）～

１）オンライン申告、ペイジー（電子納付）の促進１）オンライン申告、ペイジー（電子納付）の促進

汚染負荷量賦課金の申告・納付は、法人税の場合と同様に、事業者が自主的に納付額を申

告し、これを納付する仕組みとなっている。機構では、納付義務者の事務負担軽減の観点か

ら利便性向上に向けて様々な取組を行ってきた。

申請等に関する簡素化・電子化の推進を内容とする「申請負担軽減対策」（1997 年（平成

９年）２月 10 日閣議決定）を踏まえ、機構においては、1999 年度（平成 11 年度）から FD

申告の導入を開始した。2003 年度（平成 15 年度）からは、「e－Japan 重点計画（平成 13 年

３月 IT 戦略本部）」等の電子政府実現の一環として、インターネット通信回線を利用したオ

ンライン申告の導入をいち早く開始した。また、2017 年度（平成 29 年度）からは、インタ

ーネットを利用したペイジー※（電子納付）収納サービスを開始し、汚染負荷量賦課金の申

告・納付ともに電子化の推進に取り組み、利用促進のための強化を図ってきた。

※ Pay-easy（ペイジー）とは

収納機関（民間・地方公共団体・官公庁）と金融機関を共同のネットワークで結ぶ「マルチペイメ

ントネットワーク（MPN）」は、顧客・金融機関・収納機関の間で発生する、さまざまな決済に関わ

るデータを伝送するためのインフラであり、それを活用してさまざまなサービスを実現することが

可能となっており、この「MPN」を活用して実現されているサービスを“Pay-easy（ペイジー）”と

呼んでいる。

■申告方式別申告件数 （平成11年度～令和5年度）■申告方式別申告件数 （平成11年度～令和5年度）
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２）利便性向上の取組２）利便性向上の取組

汚染負荷量賦課金の申告・納付に係る事務の効率化等の推進を図るため、納付義務者の事務

負担軽減、誤りのない申告書類の作成に有効なオンライン申告の促進のための各種取組を実施

した。

項目
平成

26

年度

平成

27

年度

平成

28

年度

平成

29

年度

平成

30

年度

	オンライン申告促進の取組

全国で「オンライン申告セミナー」を開催全国で「オンライン申告セミナー」を開催

各地の商工会議所と協力して、用紙申告等の事業者を中心にオンライン

申告の利便性の理解を促すとともに、オンライン申告の手順等について実

際にパソコンを操作してオンライン申告を体験するセミナーを全国で開催

した。

オンライン促進チラシの配布オンライン促進チラシの配布

説明会での説明や資料にオンライン申告のメリットや利便性をわかりや

すく解説するとともに、チラシを作成して周知を図った。

アンケート調査の実施アンケート調査の実施

申告方式を変更した事業者に対して、アンケート調査を実施し変更理由

やセキュリティの状況を確認し現状分析を行った。

実地調査でのオンライン申告の推奨実地調査でのオンライン申告の推奨

全国約 100 ヶ所の事業所での実地調査で、オンライン申告を行っていな

い事業者に対しオンライン申告のメリット等を説明し、オンライン申告を

推奨するとともに、担当者の意見や要望等を聴取した。

オンライン申告システムのセキュリティ対応強化オンライン申告システムのセキュリティ対応強化

納付義務者の利便性、セキュリティ強化及び事務処理の省力化による内

部処理の適正性・効率化を図るため、納付義務者のニーズや情報セキュリ

ティ技術の進展を踏まえシステム改修・強化を行った。

	納付義務者の利便性向上の取組

「手引き」、「マニュアル」を全面改訂「手引き」、「マニュアル」を全面改訂

初めて担当する事業所の担当者（３～４年で異動）にとって見やすく、

わかりやすい手引き等の提供を求める要望を受け、外部専門化による現行

の手引き等の分析・評価を踏まえ内容を一新した。

ホームページに「申告手続解説動画（11 本）」を新設ホームページに「申告手続解説動画（11 本）」を新設

申告・納付説明会に参加できない者や担当者の申告書類を作成する際の

補完ツールとして、補償制度及び申告書類の作成方法等をわかりやすく解

説した動画を 11 本作成し、ホームページで公開した。

「Pay-easy（ペイジー）」による電子納付の利用を開始「Pay-easy（ペイジー）」による電子納付の利用を開始

インターネットバンキングによる決済が主流になり、インターネットを

利用した納付についての要望を踏まえ、インターネットを利用したペイジ

ー（電子納付」）収納サービスを開始し、利用促進のためのチラシやリーフ

レットなどの各種周知を行った。

調査・準備
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２２　DX化の促進　　DX化の促進　　～第４期中期目標期間（令和元年度～５年度）～～第４期中期目標期間（令和元年度～５年度）～

１）新型コロナウイルス感染症への対応１）新型コロナウイルス感染症への対応

2000 年（令和２年）からの新型コロナウイルス感染拡大の影響により、納付義務者に対する

対面での申告・納付説明会を実施することができない事態となった。

このため、いち早く説明・相談会のオンライン開催、申告納付動画の配信、賦課金特設サイ

トの新設、AI チャットボット及び RPA（Robotic	Process	Automation）の導入等、ICT	（情報

通信技術）や新技術を活用した DX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組み、賦課

金特設サイトでの問合せ受付を開始し、迅速な回答を行う体制を整えた。これらの取組により、

「時間に関係なく動画視聴や問合せが可能となった」、「テレワークでも対応できる」との声が

多く寄せられることとなった。

また、全国約 100 か所での申告・納付説明・相談会を Web 会議及び動画配信による方式に変

更するなど、ICT を活用した徴収関連業務委託の効率化を進めた結果、第５期中期目標期間

（令和６年度～ 10 年度）の徴収関連業務に係る委託契約の民間競争入札（第４期目）の競争性

が高まり、大幅な経費の削減（前契約比３億４千万円（44％）減）を図ることとなった。
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２）加速するDX化の取組２）加速するDX化の取組

新型コロナウイルス感染拡大による影響が、令和５年５月の５類感染症への移行に至るま

で長期化する中、納付義務者の利便性の向上及び徴収業務の効率化を図るために更なる ICT

（情報通信技術）の導入及び活用をはじめとする多様な取組を進めた。

項目
令和

元

年度

令和

２

年度

令和

３

年度

令和

４

年度

令和

５

年度

	納付義務者の利便性向上の取組

ホームページに「賦課金特設サイト」を新設ホームページに「賦課金特設サイト」を新設

賦課金の申告・納付に関する総合情報サイトを新設した。

説明会の動画配信、解説動画、最新の手引き・マニュアル、Q&A、届出書

フォーム、問合せフォームなどを整備した。

賦課金特設サイトの「問合せ及び届出書フォーム」を新設賦課金特設サイトの「問合せ及び届出書フォーム」を新設

納付義務者からの対応を迅速に行うため、問合せ先や届出書の提出を直

接担当チームへ送付する仕組みを構築した。

申告・納付説明会を Web 会議にて開催申告・納付説明会を Web 会議にて開催

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、対面での説明・相談会を実

施することができないため Web 会議を活用して実施した。

申告・納付説明会を動画配信にて開催申告・納付説明会を動画配信にて開催

テレワークの増加や時間に関係なく複数回視聴できるメリットを踏ま

え動画配信による説明会を開始した。

オンライン申告促進動画を作成オンライン申告促進動画を作成

手軽にスマートフォンやタブレット等で QR コードを読んで視聴でき、

オンライン申告の手続きや利便性を紹介するコマーシャル的な「オンライ

ン申告促進動画」を YouTube にアップした。

「手引き」、「マニュアル」を印刷配布からダウンロードに変更「手引き」、「マニュアル」を印刷配布からダウンロードに変更

納付義務者へのアンケート結果を踏まえ、これまでの冊子送付から賦課

金特設サイトからのダウンロード形式に変更することで経費削減及び業

務効率化を図った。

賦課金特設サイトに「AI チャットボッド」を新設賦課金特設サイトに「AI チャットボッド」を新設

納付義務者からの問合せ対応に 24 時間対応でき、フリーダイヤルの補

完的な役割が担え納付義務者の利便性向上及び問合せ者のストレスの低

減が期待される AI チャットボットを機構ホームページへ搭載した。

RPA 導入により電子申告等届出書を自動受付RPA 導入により電子申告等届出書を自動受付

電子申告等届出書等に関する問合せについて、RPA（Robotic	 Process	

Automation）を用いて返信メールを自動作成し、定形業務の作業効率化を

図った。

オンライン申告システムに「Web 入力フォーム」を追加オンライン申告システムに「Web 入力フォーム」を追加

ばい煙発生施設を有しない（算定様式不要）事業者を対象	に、Web上で

申告書を直接入力することができる「申告書専用フォーム」	をオンライン

申告システム内に構築した。
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項目
令和

元

年度

令和

２

年度

令和

３

年度

令和

４

年度

令和

５

年度

	機構内の業務効率化の取組

フリーダイヤルの問合せを担当者への自動振り分けを開始フリーダイヤルの問合せを担当者への自動振り分けを開始

納付義務者からの問合せに迅速に対応するため、フリーダイヤルの回線

を２本から８本に増設するとともに、問合せ内容に応じた３分類の自動

振り分け機能を追加することで担当者へのスムーズな対応につなげた。

「問合せフォーム」からの問合せを担当者へ自動振り分け開始「問合せフォーム」からの問合せを担当者へ自動振り分け開始

主流となるメールでの問合せに対応するため、問合せ内容に応じ担当者

に自動振り分けする仕組みを構築しスムーズな対応につなげた。

書類の電子化書類の電子化

紙資料で保管していた事業者への臨場記録及び事業者の承継状況並びに

督励関係資料（約 43万ページ）を電子化し、今後の業務の更なる効率化を

図った。また、空いたキャビネット空間を活用して、働き方改革の一環とし

て、Web会議に活用できるワークポットや、新しい発想をもたらすことが期

待させる打合せスペースに変更し、業務の活性化につなげた。

RPA 導入により説明会アンケートを自動集計RPA 導入により説明会アンケートを自動集計

説明会アンケートについて、RPAを用いて返信メールを自動作成すること

で業務効率化を図った。

RPA 導入により認証情報を自動送信RPA 導入により認証情報を自動送信

オンラインに使用する認証情報について、RPA を用いて返信メールを自

動作成することで業務効率化を図った。
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第第１１項項  公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業発発足足のの経経緯緯  

  

 

公害健康被害予防事業（以下「予防事業」という。）は、1987年(昭和 62年)の公害健康被害補

償法（以下「補償法」という。）の一部改正によって、新たに行うことになった事業である。 

 

1974年(昭和 49年)に施行された補償法は、昭和 30～40年代の激甚な大気汚染や水質汚濁によ

って発生した多くの公害病患者に補償を行うことを目的としていた。しかし、昭和 50年代に入る

と工場・事業場（「固定発生源」）からの硫黄酸化物（SOx）の排出は大いに改善され、昭和 50年

代の後半からは全国のほとんどの地域で環境基準が達成されるまでになった。一方、窒素酸化物

（NOx）対策とばいじん対策も進められてきたが、自動車（「移動発生源」）の交通量の大幅な伸

びが対策効果を打ち消すほどに著しく、窒素酸化物や浮遊粒子状物質（SPM）による大気汚染は、

大都市地域を中心になお多くの測定局において環境基準を超えている状況であった。 

 

大気汚染の態様がこのように変化したことから、大気汚染の影響による健康被害対策のあり方

も見直されることになった。1987年(昭和 62年)の補償法の改正では、昭和 50年代後半以降のわ

が国の大気汚染は昭和 30～40 年代に比べ総体として改善されてきたため、民事責任を踏まえて

補償を行う合理性が失われてきたことから、第一種指定地域の指定をすべて解除し、患者を新た

に認定しないこととされた。しかし同時に、大気汚染が健康に何らかの影響を及ぼしている可能

性は否定できないという状況を踏まえ、地域の住民を視野に置いた総合的な環境保健施策及び大

気汚染防止対策を推進・強化する必要があるとの認識の下に、公害による健康被害の予防のため

の新たな仕組みが導入されたものである。これが公害健康被害予防事業である。 

 

 

第３節 公害健康被害予防事業 



 

  

 

  

第第１１項項  公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業発発足足のの経経緯緯  
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が国の大気汚染は昭和 30～40 年代に比べ総体として改善されてきたため、民事責任を踏まえて

補償を行う合理性が失われてきたことから、第一種指定地域の指定をすべて解除し、患者を新た

に認定しないこととされた。しかし同時に、大気汚染が健康に何らかの影響を及ぼしている可能

性は否定できないという状況を踏まえ、地域の住民を視野に置いた総合的な環境保健施策及び大

気汚染防止対策を推進・強化する必要があるとの認識の下に、公害による健康被害の予防のため

の新たな仕組みが導入されたものである。これが公害健康被害予防事業である。 
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第第３３項項  公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業のの枠枠組組みみ  

  

 
予防事業の仕組みについては、中央公害対策審議会での審議を通じて検討が行われ、その基本

的な姿は、1986年(昭和 61年)10 月 30 日付け答申（「公害健康被害補償法第一種地域のあり方等

について」）に示されている。 

 

 

 

 

 

改正後の補償法では、第 68 条に規定する業務を予防事業として機構が行うことが定められ、具

体的内容は機構の業務方法書で、地方公共団体に対する助成事業の手続等は機構の助成金交付要

綱等で定めている。 

  

１１  助助成成事事業業のの対対象象地地域域  

 

予防事業のうち助成事業の対象地域は、下図のとおり、旧第一種指定地域 41地域に、これらに

準ずる地域の６市区（練馬区、中野区、世田谷区、杉並区、芦屋市及び西宮市）を加えた計 47地

域である。（四日市市と楠町の合併により、 

現在は計 46地域。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪予防事業の制度化の背景（中央公害対策審議会答申から抜粋）≫ 
予防事業は、国・地方公共団体の行う一般的な慢性閉塞性肺疾患対策及び環境改善に

係る施策を補完し、より効果的にするものであり、また、一般的な疾病の予防・回復の

ための個人、家庭等における努力を促し、これとあいまって効果を挙げることを狙いと

している。また、事業の実施に当たっては、地域の大気汚染の状況、患者、住民の二一

ズ等を把握した上で行われることが望ましい。 

 

 

第第２２項項 公公害害健健康康被被害害予予防防基基金金のの造造成成等等

予予防防基基金金のの造造成成

 

予防事業に充てる経費は、約 510 億円の公害健康被害予防基金（以下「予防基金」という。）の

運用益で賄われている。この予防基金は、第一種指定地域の解除に伴い 1988 年度(昭和 63 年度)

以降減尐していく各年度の汚染負荷量賦課金総額の対 1987 年度（昭和 62 年度）分との差額を各

年度の拠出総額として、1994 年度(平成６年度)までの７年間の期間をかけて造成したものである。 

この予防基金に、※一定規模以上の工場・事業場（約 1,200 社）が全体の８割を拠出、大気汚

染に関連ある事業活動を行う者が１割を拠出するものとし、残りの１割を国が出資することとし

たものである。

※ 昭和 年４月１日又はそれ以降の年度の初日において、１時間あたりの最大排出ガス量が
旧指定地域で 以上、その他の地域で 以上のばい煙発生施設等が設置
される工場・事業場の設置者（「拠出事業者」）

２２ 東東京京大大気気汚汚染染訴訴訟訟のの和和解解にに基基づづくく東東京京都都公公害害健健康康被被害害予予防防基基金金へへのの拠拠出出

 

2007 年(平成 19 年)８月８日に成立した東京大気汚染訴訟に係る裁判上の和解（被告：国、東

京都、首都高速道路株式会社、関連企業）に基づき、機構は環境大臣から中期目標の変更による

指示（平成 20 年８月 15 日）を受けて、東京都が行う公害健康被害予防事業に必要な資金として、

「東京都公害健康被害予防基金」に予防基金から 60 億円を東京都に拠出した。 

このことにより、現在の予防基金の総額は約 450 億円になっている。 

 

≪公害健康被害予防基金≫ 
 

 

 

 

 

 

 

●国の財政上の措置

●大気の汚染の原因となる物質を

　排出する施設を設置する事業者

●大気の汚染に関連のある

　事業活動を行う者

基金基金

約 約 450450 億 億

円円
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第第３３項項  公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業のの枠枠組組みみ  
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について」）に示されている。 
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体的内容は機構の業務方法書で、地方公共団体に対する助成事業の手続等は機構の助成金交付要

綱等で定めている。 

  

１１  助助成成事事業業のの対対象象地地域域  

 

予防事業のうち助成事業の対象地域は、下図のとおり、旧第一種指定地域 41地域に、これらに

準ずる地域の６市区（練馬区、中野区、世田谷区、杉並区、芦屋市及び西宮市）を加えた計 47地

域である。（四日市市と楠町の合併により、 

現在は計 46地域。） 
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予防事業は、国・地方公共団体の行う一般的な慢性閉塞性肺疾患対策及び環境改善に

係る施策を補完し、より効果的にするものであり、また、一般的な疾病の予防・回復の

ための個人、家庭等における努力を促し、これとあいまって効果を挙げることを狙いと

している。また、事業の実施に当たっては、地域の大気汚染の状況、患者、住民の二一

ズ等を把握した上で行われることが望ましい。 
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予防事業に充てる経費は、約 510 億円の公害健康被害予防基金（以下「予防基金」という。）の
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染に関連ある事業活動を行う者が１割を拠出するものとし、残りの１割を国が出資することとし

たものである。

※ 昭和 年４月１日又はそれ以降の年度の初日において、１時間あたりの最大排出ガス量が
旧指定地域で 以上、その他の地域で 以上のばい煙発生施設等が設置
される工場・事業場の設置者（「拠出事業者」）
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2007 年(平成 19 年)８月８日に成立した東京大気汚染訴訟に係る裁判上の和解（被告：国、東

京都、首都高速道路株式会社、関連企業）に基づき、機構は環境大臣から中期目標の変更による

指示（平成 20 年８月 15 日）を受けて、東京都が行う公害健康被害予防事業に必要な資金として、

「東京都公害健康被害予防基金」に予防基金から 60 億円を東京都に拠出した。 
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３３  事事業業のの実実施施項項目目  

 

予防事業を事業の実施主体によって区分すると、機構が自ら実施する直轄事業と地方公共団体

が機構の助成を受けて実施する助成事業とがある。 

 

 

 

 

２２ 事事業業のの区区分分

２２

予防事業は、目的によって、地域住民の健康の確保・回復を図る環境保健分野と、地域の大気

環境自体を健康被害を惹起する可能性のないものに改善していく環境改善分野とに区分される。

１１））環環境境保保健健分分野野

旧第一種指定地域及びこれらに準ずる地域の人口集団を対象として、ぜん息等（補償法に基づ

く指定疾病である慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎及び肺気しゅをいい、以下「ぜ

ん息等」という。）に対する予防からリハビリテーションに至るまでの一連の措置の中から地域の

実情に応じた事業を実施する。併せて、これらの着実な実施に必要な調査・研究などを行う。具

体的には、健康被害を予防する事業、健康回復事業、アフターケア事業、調査研究及び地方公共

団体が行う予防事業に従事する者への研修などの事業を行うものである。

２２））環環境境改改善善分分野野

大気環境改善に関する行政機関による各種の対策を補完するものとして、交通公害の防止等の

計画策定、調査研究、広報・啓発、大気浄化植樹事業などの事業を行うものである。
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３３  事事業業のの実実施施項項目目  

 

予防事業を事業の実施主体によって区分すると、機構が自ら実施する直轄事業と地方公共団体

が機構の助成を受けて実施する助成事業とがある。 
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２２））環環境境保保健健分分野野調調査査研研究究にに係係るる主主なな成成果果  

  

環境保健分野の調査研究は、概ね２年～３年を一期として実施し、2023 年度(令和５年度)

まで計 13期 35年の研究計画が終了し、2024年度(令和６年度)からは第 14期の調査研究を開

始した。 

 予防事業の創設期には主にぜん息・COPDの病態や環境要因の解明など発症予防に関する研究、

健康回復事業を実施する上で必要な知見やノウハウの蓄積などについて数多くの調査研究を

実施してきたが、ぜん息・COPD治療の進展に伴い、近年は、患者の日常生活の管理や保健指導

に関する研究テーマに重点を置いて実施している。 

 また、これらの調査研究以外にも、大気汚染による健康リスク評価に関する研究、ぜん息の

疫学調査や長期予後調査などぜん息の動向把握に関する研究を行ってきた。 

  

① 大気汚染とぜん息・COPD（慢性閉塞性肺疾患のことをいう。以下同じ。）発症の関連性に

係る科学的知見の向上を目指すもの 

② ぜん息・COPDの発症予防から健康回復、アフターケアに至るまでの、相談、指導、機能訓

練、フォローアップを効果的に実施するための医療的な技術の向上を目指すもの 

③ ぜん息・COPDの動向について疫学的手法を用いて把握するもの 

④ ぜん息・COPD患者を指導する人材の育成、教育手法・ツール開発など自己管理を支援する

もの 

⑤ その他、これらに関連した基礎的な知見の収集、向上を目指すもの 

 

  このように、環境保健分野の調査研究は、1988 年（昭和 63 年）以来、数多くの調査研究を

実施してきており、これら調査研究の成果は毎年度、調査研究成果集として取りまとめるとと

もに、機構ホームページに掲載するなど広く公表している。また、調査研究の成果をもとに、

事業実施マニュアルや啓発資料の作成、事業の見直しの基礎データとするなど幅広く活用して

いる。 

 

 

 

 

１

 

第第４４項項  直直轄轄事事業業のの実実施施  

  調調査査研研究究  

１１））調調査査研研究究事事業業のの実実施施経経過過  

 

予防事業における調査研究の目的は次のとおりである。 

・  補償法の改正法案審議過程での要請及び改正法案に対する国会の附帯決議（新たに発症

するぜん息等への配慮、局地汚染に関する知見の蓄積、自動車交通対策の推進、低公害車

の普及等）に応じた調査研究を実施する。 

・  助成事業の実施推進のため、地方公共団体が実施する地域住民を対象とするぜん息等の

発症予防・健康回復に直接つながる「ソフト３事業」の効果的実施及び今後助成事業とし

て有望と目される事業の実施可能性等についての調査研究を実施する。 

 

調査研究は環境保健分野と環境改善分野に二分され、研究の実施にあたっては、各分野別に

設置した調査研究評価委員会において、課題及び実施者を決定し、実施してきた。 

調査研究の効果的、効率的な実施を図る観点から、環境改善分野は 2005年度(平成 17年度)

から、環境保健分野は 2006年度(平成 18年度)から課題について公募を行い、実施者を決定し、

実施している。 

 

時時代代背背景景
公公害害健健康康被被害害のの
患患者者ささんんのの構構成成

予予防防事事業業 成成果果

1986年～
発作止めの中心の治療

SOx改善するも、NOx、SPM
悪化

小児ぜん息も多い
時代

●局地汚染対策
●ソフト3事業（健康相談、健康診査、機能訓練）
●ぜん息、COPDの病態や環境要因の解明に係る
   調査研究

●沿道排ガス装置の開発
●ぜん息、COPDそのものの解明や健康回復に寄与
　（水泳訓練の有用性の研究もこの時代）

1990年～
吸入ステロイド薬が中心の
治療

自動車NOx、ＰＭ2.5の大気に
与える影響が課題

幅広い年齢層

●ソフト3事業
●コメディカルスタッフの育成、患者自己管理ツール
   の開発等の調査研究
●ぜん息、COPDに関する情報提供
●エコライフ、低公害車啓発イベントの開催

●e-ラーニングコンテンツ、JPAC開発
　（ガイドラインへの反映）
●岐阜県東濃地区における「ぜん息死ゼロ」に寄与
●ソフト3事業参加者5年間平均が15万人／年、
   9割の患者さんが行動変容につながったと回答
●すこやかライフ等で情報提供

2022年～
生物学的製剤　臨床的寛解
が目指せる時代へ

SＯx、NＯxは環境基準クリ
ア、光化学オキシダントが課
題

中壮年、高齢ぜん
息へシフト

●高齢ぜん息患者の実態、治療に関する調査研究
●ICTを活用したぜん息、COPDに関する情報提供
●NPO、医療従事者、行政との協働事業

●呼吸筋ストレッチ体操動等画の配信
　（Ｒ1年度～Ｒ５年度　45万回）
●患者会との協働イベント
　（FeNO測定等体験会）
●高齢者でも使用できるぜん息、COPDの自己管理アプリ
   の開発に着手
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２２））環環境境保保健健分分野野調調査査研研究究にに係係るる主主なな成成果果  

  

環境保健分野の調査研究は、概ね２年～３年を一期として実施し、2023 年度(令和５年度)

まで計 13期 35年の研究計画が終了し、2024年度(令和６年度)からは第 14期の調査研究を開

始した。 

 予防事業の創設期には主にぜん息・COPDの病態や環境要因の解明など発症予防に関する研究、

健康回復事業を実施する上で必要な知見やノウハウの蓄積などについて数多くの調査研究を

実施してきたが、ぜん息・COPD治療の進展に伴い、近年は、患者の日常生活の管理や保健指導

に関する研究テーマに重点を置いて実施している。 

 また、これらの調査研究以外にも、大気汚染による健康リスク評価に関する研究、ぜん息の

疫学調査や長期予後調査などぜん息の動向把握に関する研究を行ってきた。 

  

① 大気汚染とぜん息・COPD（慢性閉塞性肺疾患のことをいう。以下同じ。）発症の関連性に

係る科学的知見の向上を目指すもの 

② ぜん息・COPDの発症予防から健康回復、アフターケアに至るまでの、相談、指導、機能訓

練、フォローアップを効果的に実施するための医療的な技術の向上を目指すもの 

③ ぜん息・COPDの動向について疫学的手法を用いて把握するもの 

④ ぜん息・COPD患者を指導する人材の育成、教育手法・ツール開発など自己管理を支援する

もの 

⑤ その他、これらに関連した基礎的な知見の収集、向上を目指すもの 

 

  このように、環境保健分野の調査研究は、1988 年（昭和 63 年）以来、数多くの調査研究を

実施してきており、これら調査研究の成果は毎年度、調査研究成果集として取りまとめるとと

もに、機構ホームページに掲載するなど広く公表している。また、調査研究の成果をもとに、

事業実施マニュアルや啓発資料の作成、事業の見直しの基礎データとするなど幅広く活用して

いる。 
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２２））――１１  助助成成事事業業のの実実施施推推進進ののたためめのの知知見見のの確確立立  

    aa．．事事業業実実施施方方法法のの標標準準化化  

    ・健康診査事業の実施マニュアル 

・水泳教室運営マニュアル 

・ぜん息キャンプ運営マニュアル 

・ぜん息児の健康回復のためのスポーツ訓練メニュー 

・呼気 NO測定ハンドブック 

 

1995年度（平成７年度）発行 

 

2003年度（平成 15年度）発行 
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2009年度（平成 21年度）改定版発行 

 

 

2012年度（平成 24年度）発行 

 

２２））――１１  助助成成事事業業のの実実施施推推進進ののたためめのの知知見見のの確確立立  

    aa．．事事業業実実施施方方法法のの標標準準化化  

    ・健康診査事業の実施マニュアル 

・水泳教室運営マニュアル 

・ぜん息キャンプ運営マニュアル 

・ぜん息児の健康回復のためのスポーツ訓練メニュー 

・呼気 NO測定ハンドブック 

 

1995年度（平成７年度）発行 

 

2003年度（平成 15年度）発行 
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1997年度（平成９年度）発行 

 

 

1997年度（平成９年度）発行 

 

    bb．．患患者者向向けけ知知識識普普及及ツツーールル作作成成  

・ぜん息を予防するための日常生活のポイント 

・お母さんのためのぜん息Ｑ＆Ａ 

・呼吸筋のストレッチ体操 

・あなたと家族のためのぜん息ハンドブック 

・あなたと家族のための慢性気管支炎・肺気腫療養ハンドブック 

・思春期にぜん息の君へ 

・小児ぜん息重症度判定とぜん息コントロールテスト（JPAC） 

 

 

1992年度（平成４年度）発行 

2002年度（平成 14年度）及び 2008年度（平成 20年度）改定版発行 
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1997年度（平成９年度）発行 

 

 

1997年度（平成９年度）発行 

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 64 －



 

 

    cc．．専専門門職職向向けけ人人材材育育成成ののツツーールル作作成成  

    ・小児ぜん息・アレルギー疾患の予防と治療に役立つ栄養・食生活 

・気管支ぜん息に関わる家庭内吸入性アレルゲン 

・小児ぜん息 アレルギー疾患 食事療法ハンドブック 

・e-ラーニングシステム 

 

1996年度（平成８年度）改定版発行 

 

 

2013年度（平成 25年度）初代システム提供 

 

 

 

 

2012年度（平成 24年度）発行 
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    cc．．専専門門職職向向けけ人人材材育育成成ののツツーールル作作成成  

    ・小児ぜん息・アレルギー疾患の予防と治療に役立つ栄養・食生活 

・気管支ぜん息に関わる家庭内吸入性アレルゲン 

・小児ぜん息 アレルギー疾患 食事療法ハンドブック 

・e-ラーニングシステム 

 

1996年度（平成８年度）改定版発行 

 

 

2013年度（平成 25年度）初代システム提供 

 

 

 

 

2012年度（平成 24年度）発行 
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２２））――２２  大大気気汚汚染染にによよるるぜぜんん息息等等のの発発症症にに関関すするる科科学学的的知知見見をを集集積積  

  aa．．大大気気汚汚染染にによよるる健健康康被被害害のの評評価価シシスステテムムのの提提案案  

 1986 年（昭和 61 年）の中央公害対策審議会の答申、その後の補償法の改正の際の国会附

帯決議において環境保健サーベイランスシステムを構築することが求められていることを念

頭に置き、「地域における大気汚染による健康被害の予防システムのあり方に関する研究」等

を実施した。なお、環境庁においては本成果等も参考としつつ調査研究を重ね、平成８年度

から環境保健サーベイランスシステムを稼働させたところである。 

 

  bb．．大大気気汚汚染染物物質質等等のの実実態態把把握握、、疾疾病病のの動動向向把把握握、、発発症症因因子子、、変変動動因因子子のの解解明明  

1988 年（昭和 63 年）３月以降新規に発症した気管支ぜん息の病像・臨床像、原因等につ

いて解明するため、「大都市ぜん息等調査」を実施した。本調査は大都市に居住する気管支ぜ

ん息患者と非患者のデータ、対照地域に居住する気管支ぜん息と非患者のデータを収集し、

さらに NO2の個人暴露濃度を推定し、比較・分析を行ったものである。また、「NOxの健康影

響に関する調査」及び「生活環境中の汚染物質の曝露量の把握」等の調査研究も行った。 

 
1995年度（平成７年度）報告書公表 

（実施期間：1988年度（昭和 63年度）～1995年度（平成７年度）） 

 

    dd．．予予防防事事業業のの効効果果把把握握  

   ・気管支喘息の年齢階層毎の長期経過、予後調査を検討 

    ⇒ ソフト３事業の効果の検証 

・助成対象地域における有症率調査 

  

 

第８期調査研究成果（実施期間：2009年度（平成 21年度）～2011年度（平成 23年度）） 
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２２））――２２  大大気気汚汚染染にによよるるぜぜんん息息等等のの発発症症にに関関すするる科科学学的的知知見見をを集集積積  

  aa．．大大気気汚汚染染にによよるる健健康康被被害害のの評評価価シシスステテムムのの提提案案  

 1986 年（昭和 61 年）の中央公害対策審議会の答申、その後の補償法の改正の際の国会附

帯決議において環境保健サーベイランスシステムを構築することが求められていることを念

頭に置き、「地域における大気汚染による健康被害の予防システムのあり方に関する研究」等

を実施した。なお、環境庁においては本成果等も参考としつつ調査研究を重ね、平成８年度

から環境保健サーベイランスシステムを稼働させたところである。 

 

  bb．．大大気気汚汚染染物物質質等等のの実実態態把把握握、、疾疾病病のの動動向向把把握握、、発発症症因因子子、、変変動動因因子子のの解解明明  

1988 年（昭和 63 年）３月以降新規に発症した気管支ぜん息の病像・臨床像、原因等につ

いて解明するため、「大都市ぜん息等調査」を実施した。本調査は大都市に居住する気管支ぜ

ん息患者と非患者のデータ、対照地域に居住する気管支ぜん息と非患者のデータを収集し、

さらに NO2の個人暴露濃度を推定し、比較・分析を行ったものである。また、「NOxの健康影

響に関する調査」及び「生活環境中の汚染物質の曝露量の把握」等の調査研究も行った。 

 
1995年度（平成７年度）報告書公表 

（実施期間：1988年度（昭和 63年度）～1995年度（平成７年度）） 

 

    dd．．予予防防事事業業のの効効果果把把握握  

   ・気管支喘息の年齢階層毎の長期経過、予後調査を検討 

    ⇒ ソフト３事業の効果の検証 

・助成対象地域における有症率調査 

  

 

第８期調査研究成果（実施期間：2009年度（平成 21年度）～2011年度（平成 23年度）） 
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３３））環環境境保保健健分分野野でで実実施施ししたた主主なな調調査査研研究究  

 

●●第第 11期期（（11998888年年度度（（昭昭和和 6633年年度度））～～11999900年年度度（（平平成成 22年年度度））））  

 第 1期調査研究の主な課題分類は以下 4分類について実施した。調査研究のより効果的な実施

に向け、研究課題の検討、研究結果の評価及び継続の可否等について検討委員会、医学専門家に

よる小委員会（その後の環境保健専門委員会）を開催し、研究結果の発表及び研究者従事者相互

の意見交換等の場として「研究懇話会」を開催した。 

 ・気管支ぜん息等の発症予防に関する研究 

 ・患者の早期回復及び再発防止に関する研究 

・環境保健事業の効果的な運営方策に関する研究 

・動物実験による研究 

 

 

 

  

第５期調査研究成果（実施期間：2000年度（平成 12年度）～2002年度（平成 14年度）） 

  

２２））――３３  調調査査研研究究のの立立案案とと調調整整  

  調査研究では、慢性閉塞性肺疾患の治療、回復のための医療技術の向上、免疫的な機構の解

明あるいは日常生活おけるダニの駆除や建材から放出される化学物質の暴露の回避方法など

についての調査研究にも力を注いできた。このなかには大気汚染の関わりに必ずしも直接的に

はない調査研究テーマもいくつか存在した。これは予防事業発足の経緯にも鑑み、現在の生活

環境の中では大気汚染以外の要素が慢性閉塞性肺疾患の発症の原因として軽視できないこと、

そしてそれらの周辺要因を適切に排除し、個人的な生活環境を改善することによって相当程度

回復できるものであることの理解が患者等になされることによって、市民の自助努力を促すう

えで必要なものであった。 

 すなわち、こうした分野の調査研究を進めるに当たっては、常に上に述べた趣旨と意義を明

確に踏まえつつ適切に計画の立案・調整を行い、大気汚染による健康影響の予防に大きく寄与

しうる成果が得られるように努めてきたところである。 
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●●第第 11期期（（11998888年年度度（（昭昭和和 6633年年度度））～～11999900年年度度（（平平成成 22年年度度））））  

 第 1期調査研究の主な課題分類は以下 4分類について実施した。調査研究のより効果的な実施

に向け、研究課題の検討、研究結果の評価及び継続の可否等について検討委員会、医学専門家に

よる小委員会（その後の環境保健専門委員会）を開催し、研究結果の発表及び研究者従事者相互

の意見交換等の場として「研究懇話会」を開催した。 

 ・気管支ぜん息等の発症予防に関する研究 

 ・患者の早期回復及び再発防止に関する研究 

・環境保健事業の効果的な運営方策に関する研究 

・動物実験による研究 
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  調査研究では、慢性閉塞性肺疾患の治療、回復のための医療技術の向上、免疫的な機構の解

明あるいは日常生活おけるダニの駆除や建材から放出される化学物質の暴露の回避方法など

についての調査研究にも力を注いできた。このなかには大気汚染の関わりに必ずしも直接的に

はない調査研究テーマもいくつか存在した。これは予防事業発足の経緯にも鑑み、現在の生活

環境の中では大気汚染以外の要素が慢性閉塞性肺疾患の発症の原因として軽視できないこと、

そしてそれらの周辺要因を適切に排除し、個人的な生活環境を改善することによって相当程度

回復できるものであることの理解が患者等になされることによって、市民の自助努力を促すう

えで必要なものであった。 

 すなわち、こうした分野の調査研究を進めるに当たっては、常に上に述べた趣旨と意義を明

確に踏まえつつ適切に計画の立案・調整を行い、大気汚染による健康影響の予防に大きく寄与

しうる成果が得られるように努めてきたところである。 

 

  

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 70 －



 

 

○ 課題 

 ・小児・思春期の気管支ぜん息等に関する調査研究 

 ・成人慢性気管支炎、気管支ぜん息等に関する調査研究 

 ・大気汚染による健康影響のリスク評価に関する調査研究 

 ・慢性閉塞性肺疾患の動向等に関する調査研究 

  

 

●●第第 55期期（（22000000年年度度（（平平成成 1122年年度度））～～22000022年年度度（（平平成成 1144年年度度））））  

第 5期については第 3期以来の管理体制を踏襲しつつ、以下の研究体系により実施した。 

・大気汚染物質による健康影響のリスク評価に関する調査研究 

・気管支ぜん息等の動向と要因に関する調査研究 

・気管支ぜん息等の保健指導等に関する調査研究 

 

●●第第 66期期（（22000033年年度度（（平平成成 1155年年度度））～～22000055年年度度（（平平成成 1177年年度度））））  

 第 6期の研究体系については地方公共団体が行うソフト 3事業（健康相談事業、健康診査事業、

機能訓練事業）を円滑に推進する上で必要とされる「事業展開（保健指導）のための根拠となる

知見」、「事業実施基盤の強化及び事業効果の適切な把握に関する研究」に重点化した。また、ぜ

ん息等のアレルギー疾患の増加傾向が続き、発症の低年齢化、寛解率の低下が指摘されている状

況に鑑み、発症予防、増悪予防に力点を置いた調査研究を実施した。 

・健康診査事業等に係る気管支ぜん息等の発症リスク同定に関する研究 

・健康相談事業に係る地域連携等による保健指導に関する研究 

・ソフト 3事業等保健指導事業の効果の評価に関する研究 

 

 

 

 

 

●●第第 22期期（（11999911年年度度（（平平成成 33年年度度））～～11999933年年度度（（平平成成 55年年度度））））  

 第 2期からは第 1期において各研究課題の内容調整が事前に十分行えなかった反省を踏まえ、

研究課題をグループ化して研究計画の調整を図ることとなり、次の 6グループ（大課題）を作り、

調査研究を実施した。また、一部の大課題については、研究者相互で事前に研究内容の調整、意

見の交換を行う会議（大課題会議）を開催するようになった。 

 ・小児気管支ぜん息の発症予防に関する研究 

 ・成人慢性閉塞性肺疾患の発症予防に関する研究 

 ・心理因子の影響解明、回復、予防のための措置に関する研究 

 ・家庭環境における汚染因子に関する研究 

 ・患者の健康回復、健康診査等の推進に関する研究 

 ・大気汚染による健康被害の予防に関する研究 

 

●●第第 33期期（（11999944年年度度（（平平成成 66年年度度））～～11999966年年度度（（平平成成 88年年度度））））  

 第 3期は次の 3つの大課題について調査研究を実施した。また研究課題を大課題、中課題、小

課題の 3 段構成で体系化させ、中課題毎に班長を設け、当該班長に小課題の進行管理と経費の調

整を委ねること、一部小課題については研究者を公募すること、大課題については、大課題毎に

研究内容等の調整を行う大課題会議を開催することとなった。さらに研究懇話会は、従来は研究

関係者のみが参加していたが、産業界（平成 7年度～）、自治体（平成 8年度～）からもオブザー

バー出席を得るようになった。 

 ・小児気管支ぜん息に関する調査研究 

 ・成人慢性閉塞性肺疾患に関する調査研究 

 ・大気汚染による健康影響のリスク評価に関する調査研究 

 

●●第第 44期期（（11999977年年度度（（平平成成 99年年度度））～～11999999年年度度（（平平成成 1111年年度度））））  

 第 4期の研究計画については、第 3期の研究体系及び管理体制を踏襲しつつ、以下の重点項目

を設け、計画を作成し、次の大課題を設け実施した。 

○ 研究計画の重要事項 

① 第 3期で得られた患者の日常生活の管理、保健指導に関する知見を地域に根付かせること 

 ② 小児から成人への成長段階にあり、日常生活の適正な管理指導が難しくなる思春期の患者

にも着目すること 

 ③ 大気汚染物質のうち自動車等を発生源とする微粒子状物資の健康影響に関する科学的知

見の集積を図ること 

 ④ 近年指摘されている気管支ぜん息等のアレルギー疾患の増加傾向の要因を解明すること 

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業
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○ 課題 

 ・小児・思春期の気管支ぜん息等に関する調査研究 

 ・成人慢性気管支炎、気管支ぜん息等に関する調査研究 

 ・大気汚染による健康影響のリスク評価に関する調査研究 

 ・慢性閉塞性肺疾患の動向等に関する調査研究 

  

 

●●第第 55期期（（22000000年年度度（（平平成成 1122年年度度））～～22000022年年度度（（平平成成 1144年年度度））））  

第 5期については第 3期以来の管理体制を踏襲しつつ、以下の研究体系により実施した。 

・大気汚染物質による健康影響のリスク評価に関する調査研究 

・気管支ぜん息等の動向と要因に関する調査研究 

・気管支ぜん息等の保健指導等に関する調査研究 

 

●●第第 66期期（（22000033年年度度（（平平成成 1155年年度度））～～22000055年年度度（（平平成成 1177年年度度））））  

 第 6期の研究体系については地方公共団体が行うソフト 3事業（健康相談事業、健康診査事業、

機能訓練事業）を円滑に推進する上で必要とされる「事業展開（保健指導）のための根拠となる

知見」、「事業実施基盤の強化及び事業効果の適切な把握に関する研究」に重点化した。また、ぜ

ん息等のアレルギー疾患の増加傾向が続き、発症の低年齢化、寛解率の低下が指摘されている状

況に鑑み、発症予防、増悪予防に力点を置いた調査研究を実施した。 

・健康診査事業等に係る気管支ぜん息等の発症リスク同定に関する研究 

・健康相談事業に係る地域連携等による保健指導に関する研究 

・ソフト 3事業等保健指導事業の効果の評価に関する研究 

 

 

 

 

 

●●第第 22期期（（11999911年年度度（（平平成成 33年年度度））～～11999933年年度度（（平平成成 55年年度度））））  

 第 2期からは第 1期において各研究課題の内容調整が事前に十分行えなかった反省を踏まえ、

研究課題をグループ化して研究計画の調整を図ることとなり、次の 6グループ（大課題）を作り、

調査研究を実施した。また、一部の大課題については、研究者相互で事前に研究内容の調整、意

見の交換を行う会議（大課題会議）を開催するようになった。 

 ・小児気管支ぜん息の発症予防に関する研究 

 ・成人慢性閉塞性肺疾患の発症予防に関する研究 

 ・心理因子の影響解明、回復、予防のための措置に関する研究 

 ・家庭環境における汚染因子に関する研究 

 ・患者の健康回復、健康診査等の推進に関する研究 

 ・大気汚染による健康被害の予防に関する研究 

 

●●第第 33期期（（11999944年年度度（（平平成成 66年年度度））～～11999966年年度度（（平平成成 88年年度度））））  

 第 3期は次の 3つの大課題について調査研究を実施した。また研究課題を大課題、中課題、小

課題の 3 段構成で体系化させ、中課題毎に班長を設け、当該班長に小課題の進行管理と経費の調

整を委ねること、一部小課題については研究者を公募すること、大課題については、大課題毎に

研究内容等の調整を行う大課題会議を開催することとなった。さらに研究懇話会は、従来は研究

関係者のみが参加していたが、産業界（平成 7年度～）、自治体（平成 8年度～）からもオブザー

バー出席を得るようになった。 

 ・小児気管支ぜん息に関する調査研究 

 ・成人慢性閉塞性肺疾患に関する調査研究 

 ・大気汚染による健康影響のリスク評価に関する調査研究 

 

●●第第 44期期（（11999977年年度度（（平平成成 99年年度度））～～11999999年年度度（（平平成成 1111年年度度））））  

 第 4期の研究計画については、第 3期の研究体系及び管理体制を踏襲しつつ、以下の重点項目

を設け、計画を作成し、次の大課題を設け実施した。 

○ 研究計画の重要事項 

① 第 3期で得られた患者の日常生活の管理、保健指導に関する知見を地域に根付かせること 

 ② 小児から成人への成長段階にあり、日常生活の適正な管理指導が難しくなる思春期の患者

にも着目すること 

 ③ 大気汚染物質のうち自動車等を発生源とする微粒子状物資の健康影響に関する科学的知

見の集積を図ること 

 ④ 近年指摘されている気管支ぜん息等のアレルギー疾患の増加傾向の要因を解明すること 

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 72 －



 

 

●●第第 1100期期（（22001144年年度度（（平平成成 2266年年度度））～～22001166年年度度（（平平成成 2288年年度度））））  

 今後の公害健康被害予防事業の重点施策に即した課題として、「PM2.5のぜん息・ぜん鳴児への

影響と対応措置の評価」、「就学期の患者の効果的な教育及び指導モデルの構築」、「アレルギー専

門患者指導のための指導者育成システムの開発及び基盤整備」及び「タブレット PCを用いた教育

ツールの開発と COPDエデュケーター育成による効果的なセルフマネジメント教育の実践・普及」

に関する以下の大課題を設け実施した。 

・気管支ぜん息の発症、増悪予防に関する調査研究 

・気管支ぜん息・COPD患者の日常生活の管理、指導に関する調査研究 

・気管支ぜん息の動向等に関する調査研究 

   

 

 

●●第第 77期期（（22000066年年度度（（平平成成 1188年年度度））～～22000088年年度度（（平平成成 2200年年度度））））  

 第 6期の研究体系及び管理体制を踏襲しつつ、以下の大課題を設け実施した。第 7期から公募

による課題募集を開始した。 

 ・気管支ぜん息発症予防のための日常生活の管理・指導に関する研究 

 ・気管支ぜん息患者の長期管理支援、保健指導に関する調査研究 

 ・COPD患者の増悪回避、QOL向上のための管理・指導に関する調査研究 

 ・ソフト 3事業等保健指導事業の効果の評価に関する研究 

  

 

●●第第 88期期（（22000099年年度度（（平平成成 2211年年度度））～～22001111年年度度（（平平成成 2233年年度度））））  

 第 8期からは契約主体を研究者個人から機関契約へと移行した。 

・小児・思春期を対象とした環境保健事業の事業実施効果の適切な把握及び事業内容の改善方

法に関する調査研究 

・気管支ぜん息患者の年齢階層毎の長期経過・予後を踏まえた健康相談・健康診査・機能訓練

事業の事業内容の改善方法に関する研究 

・ぜん息発症予防・健康回復のための知識の体系化に関する調査研究 

 

●●第第 99期期（（22001122年年度度（（平平成成 2244年年度度））～～22001133年年度度（（平平成成 2255年年度度））））  

 第 9 期についてはこれまでの大気汚染による健康影響に関する総合的研究とともに対象地域に

おける有症率に関する調査を実施した。 

 ・気管支ぜん息の発症予防に関する調査研究 

 ・気管支ぜん息・COPD患者の健康回復に関する調査研究 

 ・気管支ぜん息の動向等に関する調査研究 

 ・助成対象地域における気管支ぜん息等の有症率とその動向の把握に関する調査研究 

  

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業
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●●第第 1100期期（（22001144年年度度（（平平成成 2266年年度度））～～22001166年年度度（（平平成成 2288年年度度））））  

 今後の公害健康被害予防事業の重点施策に即した課題として、「PM2.5のぜん息・ぜん鳴児への

影響と対応措置の評価」、「就学期の患者の効果的な教育及び指導モデルの構築」、「アレルギー専

門患者指導のための指導者育成システムの開発及び基盤整備」及び「タブレット PCを用いた教育

ツールの開発と COPDエデュケーター育成による効果的なセルフマネジメント教育の実践・普及」

に関する以下の大課題を設け実施した。 

・気管支ぜん息の発症、増悪予防に関する調査研究 

・気管支ぜん息・COPD患者の日常生活の管理、指導に関する調査研究 

・気管支ぜん息の動向等に関する調査研究 

   

 

 

●●第第 77期期（（22000066年年度度（（平平成成 1188年年度度））～～22000088年年度度（（平平成成 2200年年度度））））  

 第 6期の研究体系及び管理体制を踏襲しつつ、以下の大課題を設け実施した。第 7期から公募

による課題募集を開始した。 

 ・気管支ぜん息発症予防のための日常生活の管理・指導に関する研究 

 ・気管支ぜん息患者の長期管理支援、保健指導に関する調査研究 

 ・COPD患者の増悪回避、QOL向上のための管理・指導に関する調査研究 

 ・ソフト 3事業等保健指導事業の効果の評価に関する研究 

  

 

●●第第 88期期（（22000099年年度度（（平平成成 2211年年度度））～～22001111年年度度（（平平成成 2233年年度度））））  

 第 8期からは契約主体を研究者個人から機関契約へと移行した。 

・小児・思春期を対象とした環境保健事業の事業実施効果の適切な把握及び事業内容の改善方

法に関する調査研究 

・気管支ぜん息患者の年齢階層毎の長期経過・予後を踏まえた健康相談・健康診査・機能訓練

事業の事業内容の改善方法に関する研究 

・ぜん息発症予防・健康回復のための知識の体系化に関する調査研究 

 

●●第第 99期期（（22001122年年度度（（平平成成 2244年年度度））～～22001133年年度度（（平平成成 2255年年度度））））  

 第 9 期についてはこれまでの大気汚染による健康影響に関する総合的研究とともに対象地域に

おける有症率に関する調査を実施した。 

 ・気管支ぜん息の発症予防に関する調査研究 

 ・気管支ぜん息・COPD患者の健康回復に関する調査研究 

 ・気管支ぜん息の動向等に関する調査研究 

 ・助成対象地域における気管支ぜん息等の有症率とその動向の把握に関する調査研究 

  

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業
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●●第第 1144期期（（22002244年年度度（（令令和和 66年年度度））～～））  

患者団体等が呼吸リハビリテーションの普及と生物学的製剤に高い関心があること、また、ぜ

ん息患者等の治療と自己管理を促進するためには、呼吸リハをはじめとする医療ツールのデジタ

ル化に関する研究が重要であることを踏まえ、第 14期からは「ICT を活用した在宅呼吸リハビリ

テーションのプログラム（医療用アプリ）開発」及び「生物学的製剤を使用した患者の長期経過

等」に関する以下の大課題を設け調査研究を実施している。また、疫学的な調査の研究期間につ

いては、より長期的な視点に立った調査が必要との評価委員会の意見を踏まえ３年から５年に変

更した。 

・小児・成人ぜん息に関する調査研究 

・COPDに関する調査研究 

・気管支ぜん息等の動向等に関する調査研究 

 

 

●●第第 1111期期（（22001177年年度度（（平平成成 2299年年度度））～～22001188年年度度（（平平成成 3300年年度度））））  

高齢ぜん息患者の増加に着目した研究課題を設定し、「COPD 患者のアドヒアランス向上を目指

した医療・教育・行政機関連携による新たな双方向支援システムの構築」及び「バイオマーカー

を含めたぜん息増悪因子の同定と層別化指導指針の策定」に関する以下の大課題を設け実施した。 

・気管支ぜん息の発症、増悪予防に関する調査研究 

・ぜん息・COPD患者の患者教育及びアドヒランスの向上に関する調査研究 

・気管支ぜん息の動向等に関する調査研究 

 

●●第第 1122期期（（22001199年年度度（（平平成成 3311年年度度））～～22002211年年度度（（令令和和 33年年度度））））  

「高齢のぜん息及び慢性閉塞性肺疾患の罹患者の効果的な治療・指導方法の確立に向けて実態

調査」及び「喫煙及び受動喫煙の COPD等における健康被害の評価等」に関する以下の大課題を設

け実施した。新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて各調査研究班の班会議はオンラインで行

われ、成果発表会はハイブリット形式で実施した。 

・小児・成人ぜん息に関する調査研究 

・COPDに関する調査研究 

・気管支ぜん息・COPDの動向等に関する調査研究 

                      

 

●●第第 1133期期（（22002222年年度度（（令令和和 44年年度度））～～22002233年年度度（（令令和和 55年年度度））））  

高齢のぜん息及び COPDの患者の増加を踏まえ、成人ぜん息患者の治療実態を把握するための全

国規模での調査を行うとともに、効果的な治療・指導法を策定等に関する以下の大課題を設け実

施した。 

・小児・成人ぜん息に関する調査研究 

 ・COPDに関する調査研究 

 ・気管支ぜん息・COPDの動向等に関する調査 
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－ 75 －



 

 

 

●●第第 1144期期（（22002244年年度度（（令令和和 66年年度度））～～））  

患者団体等が呼吸リハビリテーションの普及と生物学的製剤に高い関心があること、また、ぜ

ん息患者等の治療と自己管理を促進するためには、呼吸リハをはじめとする医療ツールのデジタ

ル化に関する研究が重要であることを踏まえ、第 14期からは「ICT を活用した在宅呼吸リハビリ

テーションのプログラム（医療用アプリ）開発」及び「生物学的製剤を使用した患者の長期経過

等」に関する以下の大課題を設け調査研究を実施している。また、疫学的な調査の研究期間につ

いては、より長期的な視点に立った調査が必要との評価委員会の意見を踏まえ３年から５年に変

更した。 

・小児・成人ぜん息に関する調査研究 

・COPDに関する調査研究 

・気管支ぜん息等の動向等に関する調査研究 

 

 

●●第第 1111期期（（22001177年年度度（（平平成成 2299年年度度））～～22001188年年度度（（平平成成 3300年年度度））））  

高齢ぜん息患者の増加に着目した研究課題を設定し、「COPD 患者のアドヒアランス向上を目指

した医療・教育・行政機関連携による新たな双方向支援システムの構築」及び「バイオマーカー

を含めたぜん息増悪因子の同定と層別化指導指針の策定」に関する以下の大課題を設け実施した。 

・気管支ぜん息の発症、増悪予防に関する調査研究 

・ぜん息・COPD患者の患者教育及びアドヒランスの向上に関する調査研究 

・気管支ぜん息の動向等に関する調査研究 

 

●●第第 1122期期（（22001199年年度度（（平平成成 3311年年度度））～～22002211年年度度（（令令和和 33年年度度））））  

「高齢のぜん息及び慢性閉塞性肺疾患の罹患者の効果的な治療・指導方法の確立に向けて実態

調査」及び「喫煙及び受動喫煙の COPD等における健康被害の評価等」に関する以下の大課題を設

け実施した。新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて各調査研究班の班会議はオンラインで行

われ、成果発表会はハイブリット形式で実施した。 

・小児・成人ぜん息に関する調査研究 

・COPDに関する調査研究 

・気管支ぜん息・COPDの動向等に関する調査研究 

                      

 

●●第第 1133期期（（22002222年年度度（（令令和和 44年年度度））～～22002233年年度度（（令令和和 55年年度度））））  

高齢のぜん息及び COPDの患者の増加を踏まえ、成人ぜん息患者の治療実態を把握するための全

国規模での調査を行うとともに、効果的な治療・指導法を策定等に関する以下の大課題を設け実

施した。 

・小児・成人ぜん息に関する調査研究 

 ・COPDに関する調査研究 

 ・気管支ぜん息・COPDの動向等に関する調査 

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 76 －



 

４４））環環境境改改善善分分野野でで実実施施ししたた主主なな調調査査研研究究  

  

予防事業の創設期には局地汚染対策や自動車排出ガスの低減方法などに関する大気汚染対策

技術の開発についての研究が実施されてきたが、大気環境の改善が進むにつれ、より低公害な

自動車の普及方策や自動車の交通流対策などの施策の取組に関する研究が行われてきた。 
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４４））環環境境改改善善分分野野でで実実施施ししたた主主なな調調査査研研究究  

  

予防事業の創設期には局地汚染対策や自動車排出ガスの低減方法などに関する大気汚染対策

技術の開発についての研究が実施されてきたが、大気環境の改善が進むにつれ、より低公害な

自動車の普及方策や自動車の交通流対策などの施策の取組に関する研究が行われてきた。 

 

 

 

４４））――１１  環環境境改改善善分分野野にに関関すするる調調査査研研究究のの実実施施経経過過  

 

平成時代の中期には、エコドライブの普及方策やシミュレーションモデルの開発など地方公

共団体による取組の普及啓発や施策効果の評価手法等に関するテーマに移行している。 

 

・局地汚染地域における各種自動車排出ガス抑制対策の評価手法等に関する調査研究 

・局地汚染地域における窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の複合的削減のための対策技術に関

する調査研究 

・エコドライブによる大気汚染物質の排出低減効果の定量的把握に関する調査研究 

 

これらの調査研究の計画、実施等にあたっては、検討委員会及び環境改善専門員会（1990

年度（平成 2 年度）～）の指導を得て進めてきた。また 1995 年度（平成 7 年度）実施分から

は、成果発表会を一般に公開して実施している。 

個々の調査研究課題については、地方公共団体、公益法人、民間企業（コンサルタント、建

設会社等）に委託し実施してきた。実施に当たっては、多くの調査研究では専門家からの指導・

助言、また関係者の協力を得るため、調査実施団体の中に研究会や連絡会を設置し、調査研究

の円滑な実施に努めてきた。 

 研究成果は毎年度、調査研究成果集として取りまとめるとともに、機構ホームページに掲載

するなど広く公表するとともに、調査研究成果として社会実装され地方公共団体の現場で活用

されたり、行政施策の企画・立案の基礎データとして幅広く活用されている。なお、これまで

実施した研究において、土壌を用いた大気浄化システムや高炭素繊維を用いた沿道排ガス削減

技術などの特許を取得している。 

 環境改善分野の調査研究は１課題２～３年の期間で実施し、これまで計 84 課題が終了し、

2023年度(令和 5年度)を最後に新規の調査研究は実施していない。 

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 78 －



 

  

４４））――２２  局局地地汚汚染染対対策策にに関関すするる調調査査研研究究  

「局地汚染対策に関する調査研究」としては、以下の課題を実施してきた。 

 ・環境改善に係る技術系統別の有効性の評価等に関する調査研究 

  ・道路沿道の大気浄化技術等を開発及び実証する調査研究 

  ・大気汚染低減に係る社会システムの改革等に関する調査研究 

 

４４））――３３  よよりり低低公公害害なな自自動動車車のの普普及及方方策策にに関関すするる調調査査研研究究  

（1988年度(昭和 63年度)～2002年度(平成 14年度） 

「より低公害な自動車の普及方策に関する調査研究」としては、以下の課題を実施してきた。 

  ・ディーゼルエンジン排ガス浄化等に関する技術開発研究 

  ・低公害車等に関連する要素技術の開発及び実証に関する調査研究 

  ・低公害車普及のための社会システムや関連する技術情報に関する調査研究 
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４４））――２２  局局地地汚汚染染対対策策にに関関すするる調調査査研研究究  

「局地汚染対策に関する調査研究」としては、以下の課題を実施してきた。 

 ・環境改善に係る技術系統別の有効性の評価等に関する調査研究 

  ・道路沿道の大気浄化技術等を開発及び実証する調査研究 

  ・大気汚染低減に係る社会システムの改革等に関する調査研究 

 

４４））――３３  よよりり低低公公害害なな自自動動車車のの普普及及方方策策にに関関すするる調調査査研研究究  

（1988年度(昭和 63年度)～2002年度(平成 14年度） 

「より低公害な自動車の普及方策に関する調査研究」としては、以下の課題を実施してきた。 

  ・ディーゼルエンジン排ガス浄化等に関する技術開発研究 

  ・低公害車等に関連する要素技術の開発及び実証に関する調査研究 

  ・低公害車普及のための社会システムや関連する技術情報に関する調査研究 

 

 

５５））環環境境改改善善分分野野調調査査研研究究にに係係るる主主なな成成果果  

  

  

  

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 80 －



 

  

 川崎市の大気環境改善土壌浄化施設については、現在でも稼働しており、川崎市ホームページ

で施設の汚染物質除去効果が公表されている。 
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 川崎市の大気環境改善土壌浄化施設については、現在でも稼働しており、川崎市ホームページ

で施設の汚染物質除去効果が公表されている。 
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■■11999988年年度度（（平平成成 1100年年度度））実実施施  

  

■■11999999年年度度（（平平成成 1111年年度度））実実施施  
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■■22000099年年度度（（平平成成 2211年年度度））実実施施  
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■■地地方方公公共共団団体体ににおおけけるるシシミミュュレレーーシショョンンモモデデルルをを活活用用ししたた光光化化学学オオキキシシダダンントト対対策策のの検検討討にに

関関すするる調調査査研研究究（（22002222年年度度（（令令和和４４年年度度））  ～～22002233年年度度（（令令和和５５年年度度））福福岡岡県県保保健健環環境境研研究究所所））  

 

福岡県内で光化学オキシダントやＰＭ2 . 5 が高濃度で観測された際に、その原因を究明するこ

とを目的に大気シミュレーションの研究を行い、ＡＩ（機械学習）技術を用いて誤差を自動判断

して補正することで、予測精度を向上する機能を開発した。 

本調査研究の成果として、福岡県においては「ＡＩ 技術を活用した大気汚染予測情報配信事業」

として、当該機能を予測システムに組み込み、大気汚染の見通し（当日～３日後）を 2025年（令

和７年）１月より県内４地域別に『大気汚染予報』としてＷＥＢ上で発信している。 

大気汚染予報を常時公開するのは、福岡県が自治体初となる。 
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２２  知知 識識 のの 普普 及及  

  

予防事業の効率的、効果的な推進を図るには、有用な情報を必要とする多くの人々に的確に提

供することが重要である。このため、調査研究事業で得られた知見等に基づき、地方公共団体等

と連携し、多くの人々のニーズ等を踏まえ知識普及事業を実施している。 

 

１１））知知識識普普及及事事業業のの区区分分  

  

知識普及事業は、目的によって、①一般の人々を対象とした事業、②ぜん息・COPDのリスクの

高い人口集団を対象とした事業、③大気汚染やその対策の歴史等に関する情報提供に分けられる。

また、情報提供方法としては、パンフレット、ビデオ等の啓発・教育ツールの作成に関するもの

とイベントの開催に関するものに分けることができる。 

 

■ パパンンフフレレッットト配配布布実実績績（（22000044年年度度（（平平成成 1166年年度度））～～22002233年年度度（（令令和和５５年年度度））））  

地方公共団体関係者 医療関係者 個人等 合計 

 

307万部 

 

373万部 

 

206万部 

 

886万部 

 

２２））環環境境保保健健分分野野でで実実施施ししたた主主なな知知識識普普及及事事業業 

 

①①   パパンンフフレレッットト、、ビビデデオオ、、DDVVDDのの作作成成・・配配布布、、動動画画配配信信  

ぜん息や COPD の予防、機能訓練、日常生活の管理等に関して、種々のパンフレットを作

成し、患者等に配布してきた。予防事業の創設期には、ぜん息の治療、環境整備、運動療法

などいわゆる「ぜん息治療の３原則」の医学的な基礎知識に関するパンフレットや映画など

のビデオが多かったが、近年のぜん息等の治療の進展に伴い自己管理の重要性が高まってい

ることを踏まえ、ぜん息等の患者の日常生活の管理手法など実践的な内容のパンフレット、

DVD及び動画配信が増えてきている。 
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現在、映画・ビデオについては、貸出していない。 
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②②  ホホーームムペペーージジ  

■ 開開設設初初期期（（11999988年年（（平平成成 1100年年））））  

 

 

■ 22000011年年（（平平成成 1133年年））リリニニュューーアアルル  
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■ 現現行行ホホーームムペペーージジ  

  

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 103 －



 

■ 現現行行ホホーームムペペーージジ  
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②② 定定期期刊刊行行物物  

  

 ぜん息や COPD に関する最新の情報を定期的に患者やその家族等に知らせるため、『すこや

かライフ』を 1990 年（平成２年）に創刊号として発行した。1992 年度(平成４年度)からは

毎年、定期的に発行している。 

内容については、特集、医療トピックス、医療現場等における先進的な取組を取り上げた

現場レポート、ぜん息を克服した著名人からのぜん息児へのエール等から構成されている。

発行部数については、創刊時では２万部/号の発行であったが、現在では約５万部/号に増加

しており、多くの患者や関係者への情報提供になっている。 

 

■■創創刊刊号号（（11999900年年（（平平成成２２年年））発発行行））  
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内容については、特集、医療トピックス、医療現場等における先進的な取組を取り上げた

現場レポート、ぜん息を克服した著名人からのぜん息児へのエール等から構成されている。

発行部数については、創刊時では２万部/号の発行であったが、現在では約５万部/号に増加

しており、多くの患者や関係者への情報提供になっている。 

 

■■創創刊刊号号（（11999900年年（（平平成成２２年年））発発行行））  
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④④  電電話話相相談談室室 
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■■電電話話相相談談数数のの各各年年度度推推移移（（単単位位：：件件数数））  

HH1188  HH1199  HH2200  HH2211  HH2222  HH2233  HH2244  HH2255  HH2266  

 

1,070 

 

1,223 

 

1,169 

 

903 

 

819 

 

883 

 

942 

 

1,155 

 

1,178 

  

HH2277  HH2288  HH2299  HH3300  RR11  RR22  RR33  RR44  RR55  

 

1,371 

 

1,250 

 

1,218 

 

1,022 

 

1,026 

 

986 

 

867 

 

691 

 

821 

 

 

④④  電電話話相相談談室室 
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⑤⑤  講講演演会会及及びび講講習習会会（（地地方方公公共共団団体体ととのの共共催催））  

  

 ぜん息や COPDに関する正しい知識の普及を図るため、ぜん息等の患者やその家族を中心に

広く地域の住民を対象にして、専門医による講演会と、地域の保健師、教職員、養護教諭及

び保育士等を対象とした講習会を実施してきた。また、地域の細やかなニーズに応えられる

よう、学校等の施設に講師を派遣して実施する出張型の講演会、講習会も実施してきた。 
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 ぜん息や COPDに関する正しい知識の普及を図るため、ぜん息等の患者やその家族を中心に

広く地域の住民を対象にして、専門医による講演会と、地域の保健師、教職員、養護教諭及

び保育士等を対象とした講習会を実施してきた。また、地域の細やかなニーズに応えられる

よう、学校等の施設に講師を派遣して実施する出張型の講演会、講習会も実施してきた。 
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⑥⑥  市市民民公公開開講講座座  

  

アレルギー専門医との交流・相談の機会を提供するため、2010年度(平成 22年度)からア

レルギーに関する医学会と連携し、アレルギー専門医による市民公開講座を開催してきた。

この講座では、ぜん息等の専門的な知識を有した「アレルギーエデュケーター（日本小児難

治喘息・アレルギー疾患学会の認定資格）」による吸入薬の吸入手技等の実技指導も実施した。 

 

 

⑦⑦  呼呼気気中中一一酸酸化化窒窒素素濃濃度度測測定定体体験験会会  
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⑥⑥  市市民民公公開開講講座座  

  

アレルギー専門医との交流・相談の機会を提供するため、2010年度(平成 22年度)からア

レルギーに関する医学会と連携し、アレルギー専門医による市民公開講座を開催してきた。

この講座では、ぜん息等の専門的な知識を有した「アレルギーエデュケーター（日本小児難

治喘息・アレルギー疾患学会の認定資格）」による吸入薬の吸入手技等の実技指導も実施した。 

 

 

⑦⑦  呼呼気気中中一一酸酸化化窒窒素素濃濃度度測測定定体体験験会会  
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⑧⑧  ぜぜんん息息児児水水泳泳記記録録会会（（22001188年年度度（（平平成成 3300年年度度））でで休休止止））  

  

ぜん息児を対象に地方公共団体が実施している水泳教室の成果の発表、ぜん息児同士の交

流を通じて、健康回復への意欲の高揚と水泳訓練の有効性について普及啓発を図るため、1993

年度(平成５年度)に「ぜん息児水泳フェスティバル」として開始、2005 年度(平成 17 年度)

からは「水泳記録会」に名称を変更して実施してきた。 

内容としては、タイムレース、招待選手によるワンポイントレッスンなどから構成されて

おり、また、プログラム開始前に医療従事者の指導の下、ぜん息に関する知識の習得や吸入

薬の吸入手技の指導等を行うミニ体験教室を開催したほか、全員参加型のピークフローメー

ターの使用に関する実技指導を実施する等、ぜん息児の患者教育の機会としても活用された。 
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年度(平成５年度)に「ぜん息児水泳フェスティバル」として開始、2005 年度(平成 17 年度)
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⑨⑨  制制度度離離脱脱者者にに対対すするるフフォォロローーアアッッププ事事業業  

  

ぜん息等の疾患から健康を回復した、補償法に基づく補償制度から離脱した患者（制度離

脱者）を対象として、疾患が再発しないように知識普及事業を実施している。この事業は、

補償法改正の際の国会の附帯決議を踏まえて実施しているものである。 

具体的には、制度離脱した際に、日常の健康管理のためのパンフレット（子供編、大人編）

を配布するとともに、健康保持のための留意事項を盛り込んだカレンダー（2014年（平成 26

年）まで）を、現在では健康管理手帳を制度離脱後３年間配布している。 
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⑩⑩  主主ななニニーーズズにに基基づづいいたた事事業業例例  

  

  

 

■■22001144年年（（平平成成 2266年年））健健康康管管理理カカレレンンダダーー（（制制作作最最終終版版、、以以降降はは健健康康管管理理手手帳帳をを配配布布））  
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⑪⑪  新新型型ココロロナナウウィィルルスス感感染染症症のの影影響響をを踏踏ままええたた取取りり組組みみ  
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３３））  環環境境改改善善分分野野でで実実施施ししたた主主なな知知識識普普及及事事業業  

 

①① パパンンフフレレッットト、、ビビデデオオ、、DDVVDDのの作作成成・・配配布布  

低公害車（エコカー）の普及を一般に訴えるため、技術開発の進展が著しい低公害車の現

状と大量普及に向けて取り組むべき課題等を分かりやすくとりまとめたパンフレットやビデ

オ、また、小学生を対象とした大気環境問題に関する教材（冊子・CD-ROM・DVD 等）を作成

してきた。さらに、日本の大気汚染経験に関する知見の集積が、今後の大気環境保全や開発

途上国等における大気汚染対策に役立てられることを念頭におき、日本の深刻な大気汚染問

題との格闘の経緯とその教訓をまとめた『日本の大気汚染経験』を 1996 年度(平成８年度)

に作成した。 

1999 年度(平成 11年度)には、1996年度(平成８年度)～1998 年度(平成 10 年度)に実施し

た「日本の大気汚染経験に関わる史料の収集整理に関する調査」の成果をもとに大気汚染に

関する日本の経験を総合的、系統的、多角的に編集した『日本の大気汚染の歴史』を作成し

た。加えて、低公害車だけではなくエコドライブの普及に向けたパンフレットや、大気汚染

の歴史、原因、法令など大気環境に関する全般的な情報を取りまとめた一般成人向けのパン

フレットの作成も行ってきた。 
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①① パパンンフフレレッットト、、ビビデデオオ、、DDVVDDのの作作成成・・配配布布  

低公害車（エコカー）の普及を一般に訴えるため、技術開発の進展が著しい低公害車の現

状と大量普及に向けて取り組むべき課題等を分かりやすくとりまとめたパンフレットやビデ

オ、また、小学生を対象とした大気環境問題に関する教材（冊子・CD-ROM・DVD 等）を作成

してきた。さらに、日本の大気汚染経験に関する知見の集積が、今後の大気環境保全や開発

途上国等における大気汚染対策に役立てられることを念頭におき、日本の深刻な大気汚染問

題との格闘の経緯とその教訓をまとめた『日本の大気汚染経験』を 1996 年度(平成８年度)

に作成した。 

1999 年度(平成 11年度)には、1996年度(平成８年度)～1998 年度(平成 10 年度)に実施し

た「日本の大気汚染経験に関わる史料の収集整理に関する調査」の成果をもとに大気汚染に

関する日本の経験を総合的、系統的、多角的に編集した『日本の大気汚染の歴史』を作成し

た。加えて、低公害車だけではなくエコドライブの普及に向けたパンフレットや、大気汚染

の歴史、原因、法令など大気環境に関する全般的な情報を取りまとめた一般成人向けのパン

フレットの作成も行ってきた。 

 

 

 

■11999966年年度度((平平成成８８年年度度))作作成成 

 

 

■11999977年年度度((平平成成９９年年度度))作作成成 
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■22000033年年度度((平平成成 1155年年度度))作作成成 
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■22000033年年度度((平平成成 1155年年度度))作作成成 

 

 

 

■■国国際際的的視視点点にに立立っったた大大気気汚汚染染対対策策へへのの取取組組  

 

大都市における大気汚染の主たる原因は自動車排出ガスである。一方、地球温暖化の主たる原

因物質である二酸化炭素は運輸部門からの寄与が約２割を占め、その割合は増加傾向にあった。 

 このため、大都市の大気汚染対策は地球温暖化対策と軌を一にする場合が多いと考えられる。

予防事業で過去に実施した都市大気汚染防止キャンペーンでは、事業者や一般の人に不要不急の

自動車利用の抑制、公共交通機関の積極的利用、アイドリング・ストップの実施等を訴えてきた

が、これらは地球温暖化対策としても有効であった。また、低公害車の普及についても同様であ

り、低公害車普及施策に関するシンポジウム等も実施した。 

 さらに、日本の大気汚染の経験から得られた教訓を海外に情報提供するため、レポート「日本

の大気汚染経験」の英文版を作成し、海外からの専門家等を招き国際シンポジウムを開催したほ

か、地球温暖化防止京都会議等の機会を通じて当該レポートの配布を行った。 
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■11999999年年度度((平平成成 1111年年度度))作作成成  
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②②  「「大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間」」のの取取組組  

 都市における大気汚染物質濃度が一年のうちで最も高くなる 12月を「大気汚染防止推進月

間」として、様々な手段を用いて大都市の事業者、住民等に省エネルギーの推進、公共交通

機関の利用、暖房温度を控えめにすることなどを訴えてきた。 

内容としては、街頭イベント（キャッチフレーズ表彰式、トークショー、コンサート等）

の開催、ポスターの掲示、キャッチフレーズ等の公募、窒素酸化物濃度予報のテレビ・ラジ

オ放送、アイドリング・ストップ運動の展開（のぼりの設置、ステッカーの配布）等の啓発

活動を環境省や地方公共団体等と連携して 1988年度(昭和 63年度)から 2009年度(平成 21年

度)まで実施した。キャッチフレーズは例年１万点程度の応募があったところである。ポスタ

ーについては、例年、十万部程度作成し、地方公共団体、関係機関等に配布した。 

 

■■11999900年年度度((平平成成２２年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  

 

 

 

■■11999911年年度度((平平成成３３年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  

 

 

■■11999922年年度度((平平成成４４年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  
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②②  「「大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間」」のの取取組組  

 都市における大気汚染物質濃度が一年のうちで最も高くなる 12月を「大気汚染防止推進月

間」として、様々な手段を用いて大都市の事業者、住民等に省エネルギーの推進、公共交通

機関の利用、暖房温度を控えめにすることなどを訴えてきた。 

内容としては、街頭イベント（キャッチフレーズ表彰式、トークショー、コンサート等）

の開催、ポスターの掲示、キャッチフレーズ等の公募、窒素酸化物濃度予報のテレビ・ラジ

オ放送、アイドリング・ストップ運動の展開（のぼりの設置、ステッカーの配布）等の啓発

活動を環境省や地方公共団体等と連携して 1988年度(昭和 63年度)から 2009年度(平成 21年

度)まで実施した。キャッチフレーズは例年１万点程度の応募があったところである。ポスタ

ーについては、例年、十万部程度作成し、地方公共団体、関係機関等に配布した。 

 

■■11999900年年度度((平平成成２２年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  

 

 

 

■■11999911年年度度((平平成成３３年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  

 

 

■■11999922年年度度((平平成成４４年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  
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■■11999933年年度度((平平成成５５年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  

 

 

■■11999966年年度度((平平成成８８年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  
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■■11999933年年度度((平平成成５５年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  

 

 

■■11999966年年度度((平平成成８８年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  

 

 

 

■■11999977年年度度((平平成成９９年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  
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■■22000066年年度度((平平成成 1188年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  
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■■22000066年年度度((平平成成 1188年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  

 

 

■■22000066年年度度((平平成成 1188年年度度))  大大気気汚汚染染防防止止推推進進月月間間キキャャンンペペーーンン  
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③③ エエココドドラライイブブココンンテテスストト  

2004 年度(平成 16 年度)から、低公害車だけではなく環境負荷の軽減に配慮した自動車の

使い方「エコドライブ」を普及することを目的として、環境省や地方公共団体と連携し、「エ

コドライブコンテスト」を 2010年度(平成 22年度)まで実施した。 

このコンテストは、事業者のエコドライブの取組を競うもので、自動車を運転するドライ

バーとその自動車を保有する企業の協働によってエコドライブを継続的に推進し、大気汚染

の防止につなげることを目指したものである。 
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③③ エエココドドラライイブブココンンテテスストト  

2004 年度(平成 16 年度)から、低公害車だけではなく環境負荷の軽減に配慮した自動車の

使い方「エコドライブ」を普及することを目的として、環境省や地方公共団体と連携し、「エ

コドライブコンテスト」を 2010年度(平成 22年度)まで実施した。 

このコンテストは、事業者のエコドライブの取組を競うもので、自動車を運転するドライ

バーとその自動車を保有する企業の協働によってエコドライブを継続的に推進し、大気汚染

の防止につなげることを目指したものである。 
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④④   低低公公害害車車フフェェアア（（エエココカカーーワワーールルドド））関関連連  

1988 年度(昭和 63年度)から 2010 年度(平成 22年度)まで、大都市地域を中心とする窒素

酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)等による大気汚染防止、地球温暖化防止対策に有効な低公害

車について国民の理解を深め、その普及促進を図ることを目的として、環境省や地方公共団

体と連携し、各種低公害車等を一堂に集めて展示・試乗等を行うとともに、エコドライブの

普及啓発を行う「低公害車フェア」を実施した。 2001年度（平成 13年度）からは「エコカ

ーワールド」として実施した。 

 

■■11999900年年度度（（平平成成２２年年度度））低低公公害害車車フフェェアア  

 

 

 

■■11999922年年度度（（平平成成４４年年度度））低低公公害害車車フフェェアア  
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④④   低低公公害害車車フフェェアア（（エエココカカーーワワーールルドド））関関連連  

1988 年度(昭和 63年度)から 2010 年度(平成 22年度)まで、大都市地域を中心とする窒素

酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)等による大気汚染防止、地球温暖化防止対策に有効な低公害

車について国民の理解を深め、その普及促進を図ることを目的として、環境省や地方公共団

体と連携し、各種低公害車等を一堂に集めて展示・試乗等を行うとともに、エコドライブの

普及啓発を行う「低公害車フェア」を実施した。 2001年度（平成 13年度）からは「エコカ

ーワールド」として実施した。 

 

■■11999900年年度度（（平平成成２２年年度度））低低公公害害車車フフェェアア  

 

 

 

■■11999922年年度度（（平平成成４４年年度度））低低公公害害車車フフェェアア  
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■■11999933年年度度（（平平成成５５年年度度））低低公公害害車車フフェェアア  
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■■11999944年年度度（（平平成成６６年年度度））低低公公害害車車フフェェアア  
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■■11999977年年度度（（平平成成９９年年度度））ＣＣＯＯＰＰ３３開開催催京京都都低低公公害害車車フフェェアア  
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■■11999988年年度度（（平平成成 1100年年度度））低低公公害害車車フフェェアア  
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■■11999999年年度度（（平平成成 1111年年度度））低低公公害害車車フフェェアア  
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■■11999999年年度度（（平平成成 1111年年度度））低低公公害害車車フフェェアア  

 

 

■■11999999年年度度（（平平成成 1111年年度度））国国際際シシンンポポジジウウムム  
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■■22000033・・22000044年年度度（（平平成成 1155・・1166年年度度））東東京京モモーータターーシショョーー  
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■■22000033・・22000044年年度度（（平平成成 1155・・1166年年度度））東東京京モモーータターーシショョーー  

 

 

 

■■22000055年年度度（（平平成成 1177年年度度））エエココカカーーワワーールルドド  
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■■22000077年年度度（（平平成成 1199年年度度））各各地地ののエエココカカーーフフェェアア  

 

 

■■22000088年年度度（（平平成成 2200年年度度））ＧＧ８８大大臣臣会会合合開開催催エエココカカーーワワーールルドド
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⑤⑤  エエココラライイフフ・・フフェェアア  

毎年６月の「環境月間」に、環境省、関係地方公共団体、関連法人、業界団体、企業及び

NGO/NPO 等が連携し、国民一人ひとりにエコロジカルなライフスタイルを広めていくことを

目的として、環境問題の現状と将来を誰にでもわかりやすい形で紹介することにより、環境

保全の大切さを理解してもらうとともに、環境保全活動への積極的な参加を促すことを趣旨

として「エコライフ・フェア」が開催されてきた。機構は、1990年度(平成２年度)から 2006

年度(平成 18年度)まで、これに参加し予防事業に係る出展を行った。 

 

 

■■22000077年年度度（（平平成成 1199年年度度））各各地地ののエエココカカーーフフェェアア  

 

 

■■22000088年年度度（（平平成成 2200年年度度））ＧＧ８８大大臣臣会会合合開開催催エエココカカーーワワーールルドド
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■■11999966年年度度（（平平成成８８年年度度））エエココラライイフフ・・フフェェアア  

 

 

■■22000055年年度度（（平平成成 1177年年度度））エエココラライイフフ・・フフェェアア  
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■■11999966年年度度（（平平成成８８年年度度））エエココラライイフフ・・フフェェアア  

 

 

■■22000055年年度度（（平平成成 1177年年度度））エエココラライイフフ・・フフェェアア  

 

 

 

⑥⑥  大大気気環環境境のの改改善善にに関関すするる講講演演会会・・講講習習会会  

2011 年度(平成 23年度)から 2013 年度(平成 25年度)まで、地域の大気環境の改善に係る

知識の普及及び大気環境にやさしい行動の促進を図ることを目的に、地域住民や事業者を対

象とする講義・事例紹介等を行う講演会や、実車教習を中心としたセミナー型のエコドライ

ブ講習会を開催した。 
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３３  研研修修事事業業  

  

１１））研研修修事事業業のの目目的的  

 

地方公共団体等で予防事業に携わる職員への研修事業は、直轄事業の重要な柱のひとつである。

第一級の専門家による講義や討論指導は、予防事業の質の向上と均一化を図る上で大きな役割を

持っており、また、この研修は予防事業の実施主体間の情報及び意見交換の重要な機会を与える

ものにもなっている。 

 研修事業は、ぜん息・COPDの病態等に関する基礎的な医学的知識や、水泳訓練教室、ぜん息

キャンプ事業などの実施に必要な技能の習得等を目的として実施してきた。研修事業の内容等に

ついては、研修に携わった医学専門家による意見を聴取し、効果的な研修事業の実施に向けての

検討を行うとともに、研修受講生から受講内容の評価等を踏まえ改善を行っている。 
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３３  研研修修事事業業  

  

１１））研研修修事事業業のの目目的的  

 

地方公共団体等で予防事業に携わる職員への研修事業は、直轄事業の重要な柱のひとつである。

第一級の専門家による講義や討論指導は、予防事業の質の向上と均一化を図る上で大きな役割を

持っており、また、この研修は予防事業の実施主体間の情報及び意見交換の重要な機会を与える

ものにもなっている。 

 研修事業は、ぜん息・COPDの病態等に関する基礎的な医学的知識や、水泳訓練教室、ぜん息

キャンプ事業などの実施に必要な技能の習得等を目的として実施してきた。研修事業の内容等に

ついては、研修に携わった医学専門家による意見を聴取し、効果的な研修事業の実施に向けての

検討を行うとともに、研修受講生から受講内容の評価等を踏まえ改善を行っている。 

 

 

２２））研研修修事事業業のの実実施施経経過過  

 

 予防事業の創設期には、健康診査事業、機能訓練事業に係る個々のメニューの具体的な実施方

法など、調査研究で得られた最新の科学的知見等をカリキュラムに取り入れ、予防事業の質的向

上を図る実践的な研修事業の内容であった。その後、研修コースの見直しを適宜実施し、近年は、

現在のぜん息や COPDを取り巻く環境や地方公共団体の体制の変化等に合わせ、初任者に対する研

修、保健指導に関する研修などを実施している。 

また、2010 年度(平成 22 年度)からは新たに、地域においてぜん息患者指導を担う専門スタッ

フを養成することを目的としてぜん息患者教育スタッフ養成研修を実施するとともに、地域にお

ける呼吸リハビリテーションを指導するスタッフを養成するため、日本呼吸ケア・リハビリテー

ション学会の協力を得て呼吸リハビリテーションスタッフ養成研修を実施している。 
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■■研研修修事事業業のの見見直直しし  
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■■新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症へへのの対対応応  

 

2020 年度（令和２年度）には、世界的な新型コロナウイルス感染症の流行を受け、これまで

対面形式で実施してきた研修事業の継続が危ぶまれる事態に陥ったが、動画を活用したオンライ

ン研修の形式にて、感染症の流行期においても研修実施を継続した。 

オンライン研修の実施により、これまで会場のキャパシティの関係上、定員を設けざるを得な

かった各研修について、定員枠の撤廃が可能となり、特に近年はこれまでに比してより多くの受

講ニーズに応えることが可能となった。 

 
 

■■オオンンラライインン研研修修・・ｅｅララーーニニンンググにによよるる学学習習支支援援  

 

2022年度（令和４年度）には、アレルギー指導研修を新たに実施するなど不断の見直しを行い、

研修コースの充実化を図っている。さらに、集合型研修に参加できない方のためや、集合研修の

予習・復習用として、調査研究で開発したｅラーニングによる学習支援も実施している。 

 

■■研研修修事事業業のの見見直直しし  
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３３））研研修修事事業業のの実実績績・・成成果果  

 

研修事業では昭和 63年以来延べ約 14,700人（2024年度（令和５年度）まで）の受講者に対し

研修を実施し、予防事業実施に必要とされる専門スタッフを養成するとともに、予防事業の質の

向上及び均一化に大きな役割を果たしてきた。地方公共団体が独自に保健施策推進等のために研

修を行う例は多くなく、過去に機構において実施した地方公共団体へのアンケート結果において

も業務知識の習得を本研修事業によるとする地方公共団体がほとんどであった。 

このように予防事業の推進のみならず、地方公共団体が進める地域保健活動等の発展的な展開

にも寄与している。参加者は、研修を契機に医学専門家や同じ予防事業の担当者とのつながりを

形成し、予防事業を推進するほか、研修事業は機構と地方公共団体職員との地域の情報、予防事

業実施のための意見交換等ができる重要な機会として活用されている。 
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第第５５項項  助助成成事事業業のの実実施施  

  

  

地方公共団体の予防事業に対して機構が行う助成事業は、旧第一種指定地域とこれらに準ずる

６地域を加えた 47地域（楠町は 2005 年（平成 17年）２月に四日市市と合併）を対象とし、事業

の性格に応じ市区町、都府県等が必要な事業を判断し、機構の助成を受けて行うものである。  

助成対象の事業は、地域人口集団に対するぜん息等に関する健康相談、健康診査、機能訓練及

びその実施に必要な施設又は機器の整備を行う環境保健事業、並びに大気環境改善のための計画

作成、大気浄化植樹等の環境改善事業となっている。 

 

１１））助助成成事事業業のの実実施施経経過過・・実実施施状状況況  

  

助成事業は、機構の業務方法書、予防事業助成金交付要綱等に基づき実施され、助成の対象と

なる地方公共団体が対象地域において必要な事業を判断し、機構の助成金の交付を申請し、機構

はこれを審査し予算の範囲内で必要度の高いものから助成金の交付を行っている。 

助成事業を効率的、効果的に実施していくため、機構が行った調査研究の成果、国の施策の状

況、経済状況の変化、さらには地方公共団体の意見・要望を踏まえて、数度にわたり予防事業助

成金交付要綱を改正し、事業の効率的推進を図りつつ実施している。また、事業の実施にあたっ

ては、毎年度機構が主催する実務者連絡会議や協議会等での意見･要望及び事業実施の過程で寄せ

られた評価等を踏まえて助成金の効果的かつ適正な執行に努めている。 

2008 年度（平成 20 年度）からは、第６項で後述する「自立支援型公害健康被害予防事業補助

金」を活用し、ぜん息や COPD の患者等が日常生活の中でぜん息の予防、健康回復等のための自己

管理を行うことを支援するための事業を新たに実施している。 

また、「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19年 12月閣議決定）を踏まえ、ソフト３事業（健

康相談事業、健康診査事業、機能訓練事業）の事業実施効果の測定及び把握の手法を整備し、客

観的データに基づいた事業の評価・分析を行い、その結果を踏まえ、事業効果の高い事例を取り

まとめた事例集を作成し地方公共団体へ配布するなど効果的な事業の実施に取り組んでいる。 

さらに、ぜん息治療などについての環境の変化に対応し、地域の特性等に応じた柔軟な事業展

開を可能にすることで事業の質の向上を図ることを目的として、平成 27年度にはソフト３事業メ

ニューの見直しを行い、事業の推進を図っている。 
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１１））  －－１１  見見直直しし前前後後のの事事業業メメニニュューーのの比比較較  
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２２））環環境境保保健健分分野野のの助助成成事事業業のの主主なな内内容容  

  

環境保健事業では、「ソフト３事業」（健康相談事業、健康診査事業、機能訓練事業）を中心に、

これらの事業を支えるための施設等の整備を促進するための事業が行われている。 

① 健康相談事業 

② 健康診査事業（血液検査は 2014 年度（平成 26年度）終了） 

③ 機能訓練事業（運動訓練教室、自己管理支援教室） 

④ 温水プール施設整備事業（1988 年度（昭和 63年度）～2004年度（平成 16年度）終了） 

⑤ 医療機器等整備事業（施設の整備は 1988年度（昭和 63年度）～2012年度（平成 24年度）

終了） 
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※予防事業初期の写真 
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※予防事業初期の写真 
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■健康相談事業 事例１ 
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■健康相談事業 事例１ 
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■■健健康康相相談談事事業業  事事例例２２  
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■■健健康康相相談談事事業業  事事例例２２  
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■■健健康康相相談談事事業業  事事例例３３  
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■■健健康康相相談談事事業業  事事例例３３  

 

 

 

 

 

 

 

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 168 －



 

■■専専門門家家ココララムム（（平平成成 2288年年度度版版「「ソソフフトト３３事事業業事事例例集集」」よよりり抜抜粋粋））  

 

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 169 －



 

 

 

 

 

 

 

■■専専門門家家ココララムム（（平平成成 2288年年度度版版「「ソソフフトト３３事事業業事事例例集集」」よよりり抜抜粋粋））  

 

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 170 －



 

■■健健康康相相談談事事業業のの助助成成実実績績  

 

①① 個個別別教教育育・・相相談談のの実実施施団団体体数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

28 28 28 28 29 29 28 33 28 31 32 33 29 30 31 29  

 

②② 個個別別教教育育・・相相談談のの参参加加延延べべ人人数数のの推推移移  

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

3,280 3,737 3,711 3,664 4,103 4,816 5,237 16,424 23,644 22,587 17,870 24,339 17,905 20,588 21,827 20,721  

 

③③ 個個別別教教育育・・相相談談のの開開催催延延べべ回回数数のの推推移移  

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

785 849 850 814 847 884 894 1,916 1,643 1,810 1,773 1,951 1,244 1,669 2,059 1,791  

 

④④  集集団団教教育育・・相相談談のの実実施施団団体体数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

36 35 36 36 37 39 39 39 39 38 39 37 20 22 28 33  

 

⑤⑤  集集団団教教育育・・相相談談のの参参加加延延べべ人人数数のの推推移移  

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

6,989 5,243 5,267 5,413 7,068 9,445 10,557 11,417 8,147 8,182 7,408 7,636 6,188 3,884 5,152 5,749  

 

⑥⑥  集集団団教教育育・・相相談談のの開開催催延延べべ回回数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

288 223 229 223 232 294 303 261 248 246 227 232 360 382 278 239  
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■■健健康康相相談談事事業業のの助助成成実実績績  

 

①① 個個別別教教育育・・相相談談のの実実施施団団体体数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

28 28 28 28 29 29 28 33 28 31 32 33 29 30 31 29  

 

②② 個個別別教教育育・・相相談談のの参参加加延延べべ人人数数のの推推移移  

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

3,280 3,737 3,711 3,664 4,103 4,816 5,237 16,424 23,644 22,587 17,870 24,339 17,905 20,588 21,827 20,721  

 

③③ 個個別別教教育育・・相相談談のの開開催催延延べべ回回数数のの推推移移  

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

785 849 850 814 847 884 894 1,916 1,643 1,810 1,773 1,951 1,244 1,669 2,059 1,791  

 

④④  集集団団教教育育・・相相談談のの実実施施団団体体数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

36 35 36 36 37 39 39 39 39 38 39 37 20 22 28 33  

 

⑤⑤  集集団団教教育育・・相相談談のの参参加加延延べべ人人数数のの推推移移  

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

6,989 5,243 5,267 5,413 7,068 9,445 10,557 11,417 8,147 8,182 7,408 7,636 6,188 3,884 5,152 5,749  

 

⑥⑥  集集団団教教育育・・相相談談のの開開催催延延べべ回回数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

288 223 229 223 232 294 303 261 248 246 227 232 360 382 278 239  
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※予防事業初期の写真 
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■■健健康康診診査査事事業業  事事例例１１  
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■■健健康康診診査査事事業業のの助助成成実実績績  

 

①① 健健康康診診査査事事業業のの実実施施団団体体数数のの推推移移  

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

27 27 26 26 26 26 26 25 24 24 25 25 25 25 25 25  
 

②② 健健康康診診査査指指導導回回数数のの推推移移  

 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

1,607 1,645 1,896 1,974 1,896 1,688 1,529 1,651 1,679 1,646 2,666 2,083 1,981 1,925  
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③③ 健健康康診診査査事事業業対対象象者者のの推推移移  

  

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

343,812 345,555 336,910 341,078 340,119 227,898 230,839 216,434 219,064 210,341 199,858 213,457 157,781 150,992

147,332 158,507 153,902 167,111 162,887 72,633 81,440 83,279 84,195 78,799 73,252 80,653 59,399 58,557

166,097 172,393 173,115 187,748 136,450 74,848 76,390 75,951 90,406 83,990 82,599 80,871 63,325 63,156

人数 44,426 45,958 41,815 41,206 37,486 27,705 26,543 25,038 23,791 22,582 20,787 22,855 23,549 24,141

割合 13% 13% 12% 12% 11% 12% 11% 12% 11% 11% 10% 11% 15% 16%

地域内幼児数

スクリーニング延べ対象者数

問診対象者延べ数

指導対象者数
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平成 27年度に事業メニューの見直しを行い、現在では、ぜん息等に係る患者の体力向上、日

常生活における自己管理を支援すること等を目的として、医師等の健康管理のもと、ぜん息患者

等を対象とした運動訓練教室（水泳訓練教室等）・自己管理支援教室（デイキャンプ、呼吸リハビ

リテーション教室等）という事業内容になっています。 
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※予防事業初期の写真 
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※予防事業初期の写真 

 

■■機機能能訓訓練練事事業業  事事例例１１  
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■■機機能能訓訓練練事事業業  事事例例２２  

 

■■機機能能訓訓練練事事業業  事事例例３３  
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■■機機能能訓訓練練事事業業  事事例例４４  

 

 

 

■■機機能能訓訓練練事事業業  事事例例２２  

 

■■機機能能訓訓練練事事業業  事事例例３３  
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■■専専門門家家ココララムム（（平平成成 2288年年度度版版「「ソソフフトト３３事事業業事事例例集集」」よよりり抜抜粋粋））  
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■■専専門門家家ココララムム（（平平成成 2288年年度度版版「「ソソフフトト３３事事業業事事例例集集」」よよりり抜抜粋粋））  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 186 －



 

■■機機能能訓訓練練事事業業  事事例例５５  
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■■機機能能訓訓練練事事業業  事事例例５５  
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■ ソソフフトト３３事事業業効効果果測測定定  

ソフト３事業について、事業の実施効果の適切な測定・把握のための調査を実施している。

平成 22 年度（2010 年度）本格調査では、事業参加前後の比較において、薬の使い方や環境

整備に気を配るなど治療への取り組みの変化、学校等の欠席や行事不参加の減少及び症状の軽

減等の事業実施効果が確認されている。 

 

■■機機能能訓訓練練事事業業のの助助成成実実績績  

 

①① 機機能能訓訓練練事事業業（（運運動動訓訓練練教教室室））のの実実施施団団体体数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

37 35 35 35 33 33 30 31 30 30 30 29 7 9 19 18  

 

②② 機機能能訓訓練練事事業業（（運運動動訓訓練練教教室室））のの参参加加延延べべ人人数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

31,053 27,140 29,347 30,574 31,419 26,163 24,500 22,628 22,636 20,889 20,142 18,755 4,260 4,708 11,301 11,682  

 

③③ 機機能能訓訓練練事事業業（（運運動動訓訓練練教教室室））のの開開催催延延べべ日日数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

1,148 1,039 1,124 1,081 1,109 1,035 983 990 977 947 955 868 340 322 753 803  
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■ ソソフフトト３３事事業業効効果果測測定定  

ソフト３事業について、事業の実施効果の適切な測定・把握のための調査を実施している。

平成 22 年度（2010 年度）本格調査では、事業参加前後の比較において、薬の使い方や環境

整備に気を配るなど治療への取り組みの変化、学校等の欠席や行事不参加の減少及び症状の軽

減等の事業実施効果が確認されている。 

 

■■機機能能訓訓練練事事業業のの助助成成実実績績  

 

①① 機機能能訓訓練練事事業業（（運運動動訓訓練練教教室室））のの実実施施団団体体数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

37 35 35 35 33 33 30 31 30 30 30 29 7 9 19 18  

 

②② 機機能能訓訓練練事事業業（（運運動動訓訓練練教教室室））のの参参加加延延べべ人人数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

31,053 27,140 29,347 30,574 31,419 26,163 24,500 22,628 22,636 20,889 20,142 18,755 4,260 4,708 11,301 11,682  

 

③③ 機機能能訓訓練練事事業業（（運運動動訓訓練練教教室室））のの開開催催延延べべ日日数数のの推推移移  

 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

1,148 1,039 1,124 1,081 1,109 1,035 983 990 977 947 955 868 340 322 753 803  

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業

－ 190 －
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■■温温水水ププーールル整整備備（（助助成成））事事業業のの助助成成実実績績  

  

 

助成年度 

 

 

実施自治体名 

 

プール名・住所（助成当時の表記） 

 

1988年度（昭和 63年度） 

 

葛飾区 

 

葛飾区総合スポーツセンター温水プール 

葛飾区高砂 1-2-1 

 

 

1988年度（昭和 63年度） 

 

富士市 

 

富士総合運動公園温水プール 

富士市大渕 254-1 

 

 

1989年度（平成元年度） 

 

練馬区 

 

練馬区立上石神井地域体育館 

練馬区上石神井 1-667 

 

 

1990年度（平成２年度） 

 

台東区 

 

台東区立屋内温水プール 

台東区東上野 6-16-8 

 

 

1992年度（平成４年度） 

 

尼崎市 

 

市民健康開発センター 

尼崎市南塚口町 4-759-1 

 

 

1996年度（平成８年度） 

 

横浜市 

 

横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ 

横浜市鶴見区末広町 1-15-2 

 

 

1997年度（平成９年度） 

 

練馬区 

 

練馬区立大泉学園町体育館温水プール 

練馬区大泉学園町 5-14-24 

 

 

 

 

※予防事業初期の写真 

 

対象地域によっては、公営の温水プール施設が全く無い、また、施設はあっても市民の使用を

優先する等の状況があり、水泳教室を開催するための施設の確保が十分にできない地域もあった。 

そのため、温水プール建設費用の一部を助成することによって水泳教室の優先的使用を確保し

てきた。 

本事業は、地域の実情等を勘案しつつ７個所助成を行ってきたが、いずれの施設も年間を通じ

て水泳教室を実施してきたところであり多くの成果をあげている。また、このような助成を受け

て建設された施設はオープンスペースも確保されていることから、児童が水泳教室に参加してい

る間、児童の保護者に対して講話等を行い、疾病の理解に成果を発揮してきた。 
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■■温温水水ププーールル整整備備（（助助成成））事事業業のの助助成成実実績績  

  

 

助成年度 

 

 

実施自治体名 

 

プール名・住所（助成当時の表記） 

 

1988年度（昭和 63年度） 

 

葛飾区 

 

葛飾区総合スポーツセンター温水プール 

葛飾区高砂 1-2-1 

 

 

1988年度（昭和 63年度） 

 

富士市 

 

富士総合運動公園温水プール 

富士市大渕 254-1 

 

 

1989年度（平成元年度） 

 

練馬区 

 

練馬区立上石神井地域体育館 

練馬区上石神井 1-667 

 

 

1990年度（平成２年度） 

 

台東区 

 

台東区立屋内温水プール 

台東区東上野 6-16-8 

 

 

1992年度（平成４年度） 

 

尼崎市 

 

市民健康開発センター 

尼崎市南塚口町 4-759-1 

 

 

1996年度（平成８年度） 

 

横浜市 

 

横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ 

横浜市鶴見区末広町 1-15-2 

 

 

1997年度（平成９年度） 

 

練馬区 

 

練馬区立大泉学園町体育館温水プール 

練馬区大泉学園町 5-14-24 

 

 

 

 

※予防事業初期の写真 

 

対象地域によっては、公営の温水プール施設が全く無い、また、施設はあっても市民の使用を

優先する等の状況があり、水泳教室を開催するための施設の確保が十分にできない地域もあった。 

そのため、温水プール建設費用の一部を助成することによって水泳教室の優先的使用を確保し

てきた。 

本事業は、地域の実情等を勘案しつつ７個所助成を行ってきたが、いずれの施設も年間を通じ

て水泳教室を実施してきたところであり多くの成果をあげている。また、このような助成を受け

て建設された施設はオープンスペースも確保されていることから、児童が水泳教室に参加してい

る間、児童の保護者に対して講話等を行い、疾病の理解に成果を発揮してきた。 
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※予防事業初期の写真 

 

本事業は、ソフト３事業を推進するためには医療機関等の協力が不可欠であり、事業への協

力を医療機関から得るためにも必要とされた事業でもある。 

医療機器を公立病院等に整備した結果、より一層地方公共団体は医療機関と緊密な連携をと

り医師等の管理のもと、より安全に事業を実施することができた。なお、本事業は、地方公共

団体だけではなく、地方公共団体を通じて対象地域にある一定の条件を満たす公的な医療機関

等にも助成を行ってきた。 
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対象機器については、次表に掲げるものとなっている。 

保健所 換気機能検査装置 

公立病院 換気機能検査装置 

呼気ガス分析装置 

基礎代謝分析装置 

換気力学的検査装置 

肺拡散機能測定装置 

血液ガス分析装置 

左右肺別検査装置 

運動負荷試験装置 

  

■■医医療療機機器器等等整整備備（（助助成成））事事業業のの助助成成実実績績  

事業実施地方公共団体数 延べ 200 団体 

医療機器等整備施設数 410施設 

 

 

 

※予防事業初期の写真 

 

本事業は、ソフト３事業を推進するためには医療機関等の協力が不可欠であり、事業への協

力を医療機関から得るためにも必要とされた事業でもある。 

医療機器を公立病院等に整備した結果、より一層地方公共団体は医療機関と緊密な連携をと

り医師等の管理のもと、より安全に事業を実施することができた。なお、本事業は、地方公共

団体だけではなく、地方公共団体を通じて対象地域にある一定の条件を満たす公的な医療機関

等にも助成を行ってきた。 
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３３））環環境境改改善善分分野野のの助助成成事事業業のの主主なな内内容容  

  

環境改善事業では、地方公共団体が地域の大気環境を改善する施策を計画的にかつ総合的に実

施するための計画作成事業と大気浄化植樹（助成）事業が行われている。また、過去には、低公

害車普及（助成）事業、最新規制適合車等代替促進（助成）事業、共同輸配送推進（助成）事業、

大気汚染対策緑地整備事業が行われていた。 

 

①① 計計画画作作成成事事業業  

対象地域における大気環境の改善を図るための事業の計画的かつ総合的な実施を図るため、

当該事業について計画を作成する事業である。 

 

②② 低低公公害害車車普普及及（（助助成成））事事業業（（11998888年年度度((昭昭和和 6633年年度度))～～22000055年年度度((平平成成 1177年年度度））終終了了))  

大都市地域では、窒素酸化物、浮遊粒子状物質等の発生源対策が求められてきたが、この

対策として、地方公共団体が、主として対象地域を走行する低公害車（電気自動車、エネル

ギー回収方式のハイブリッド自動車、又は電気のみを動力源とする原動機付自転車、メタノ

ール自動車、天然ガス自動車又は燃料供給施設）を導入する際の購入費等の一部に対して助

成を行ってきた。 

本事業は、環境改善事業の中でも重点課題として取り組んできた。この制度は昭和 63年度

に発足し、低公害車普及促進に係る公的支援策の先駆的制度であった。その後、大気汚染状

況の改善の必要性から半ばこの低公害車普及事業に触発されるように、当時の環境庁、運輸

省、通産省及びその関連団体によってもいくつかの補助制度、助成制度が導入され、また、

税制上の優遇措置、低利融資制度等が整備されるなど低公害車の大量導入への誘導に役割を

果たしてきた。さらに、地方公共団体においても、対象地域の民間事業者が低公害車を導入

する際、機構からの助成金に独自の財源を加えて助成するなど、機構とともに積極的に低公

害車の普及促進する体制が整っていた。 

■■助助成成実実績績  

事業実施自治体数 延べ 506団体 

電 気 自 動 車 371台 

メタノール自動車 1,246台 

天然ガス自動車 3,735台 

ハイブリッド自動車  63台 

メタノールスタンド 29基 
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③③ 最最新新規規制制適適合合車車等等代代替替促促進進（（助助成成））事事業業  

（（11998888年年度度((昭昭和和 6633年年度度))～～22001111年年度度((平平成成 2233年年度度））終終了了))  

地方公共団体が昭和 58 年度排出ガス規制以前の直噴式ディーゼル車に替えて最新規制に

適合するバス、トラック等を購入するとき、購入費用の１％を助成してきた。この事業は、

対象地域内を走行する車両をより環境への負荷の少ない車両に代替することによって窒素酸

化物等を低減しようとするもので、即効性のある自動車公害対策であった。また、地方公共

団体を通じ対象地域内の民間輸送業者等において買い替えする場合にも積極的に助成を行っ

てきた。 

■■助助成成実実績績  

事業実施自治体数 延べ 219団体 

副室式ディーゼル車等 11,605台 

 

３３））環環境境改改善善分分野野のの助助成成事事業業のの主主なな内内容容  

  

環境改善事業では、地方公共団体が地域の大気環境を改善する施策を計画的にかつ総合的に実

施するための計画作成事業と大気浄化植樹（助成）事業が行われている。また、過去には、低公

害車普及（助成）事業、最新規制適合車等代替促進（助成）事業、共同輸配送推進（助成）事業、

大気汚染対策緑地整備事業が行われていた。 

 

①① 計計画画作作成成事事業業  

対象地域における大気環境の改善を図るための事業の計画的かつ総合的な実施を図るため、

当該事業について計画を作成する事業である。 

 

②② 低低公公害害車車普普及及（（助助成成））事事業業（（11998888年年度度((昭昭和和 6633年年度度))～～22000055年年度度((平平成成 1177年年度度））終終了了))  

大都市地域では、窒素酸化物、浮遊粒子状物質等の発生源対策が求められてきたが、この

対策として、地方公共団体が、主として対象地域を走行する低公害車（電気自動車、エネル

ギー回収方式のハイブリッド自動車、又は電気のみを動力源とする原動機付自転車、メタノ

ール自動車、天然ガス自動車又は燃料供給施設）を導入する際の購入費等の一部に対して助

成を行ってきた。 

本事業は、環境改善事業の中でも重点課題として取り組んできた。この制度は昭和 63年度

に発足し、低公害車普及促進に係る公的支援策の先駆的制度であった。その後、大気汚染状

況の改善の必要性から半ばこの低公害車普及事業に触発されるように、当時の環境庁、運輸

省、通産省及びその関連団体によってもいくつかの補助制度、助成制度が導入され、また、

税制上の優遇措置、低利融資制度等が整備されるなど低公害車の大量導入への誘導に役割を

果たしてきた。さらに、地方公共団体においても、対象地域の民間事業者が低公害車を導入

する際、機構からの助成金に独自の財源を加えて助成するなど、機構とともに積極的に低公

害車の普及促進する体制が整っていた。 

■■助助成成実実績績  

事業実施自治体数 延べ 506団体 

電 気 自 動 車 371台 

メタノール自動車 1,246台 

天然ガス自動車 3,735台 

ハイブリッド自動車  63台 

メタノールスタンド 29基 
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④④ 大大気気浄浄化化植植樹樹（（助助成成））事事業業  

樹木による大気汚染物質の拡散・吸収および防風効果等による粒子状物質の発生抑制効果

については広く知られているところであり、この植栽の大気浄化能力に着目した事業が大気

浄化植樹事業である。機構は、大気浄化能力の高い樹木を選定し、対象地域の学校、公民館

等地域の住民の利用度が高い、又は当該施設周辺に居住者が多い地域に植樹し、住民にも利

益が得られるようこの事業を実施してきている。この事業では、地方公共団体を通じて対象

地域の民間事業者が住居施設等に隣接する自社工場に植樹する場合に対しても助成を実施し

てきている。 

なお、助成金交付要綱に係る「公害健康被害予防に係る助成事業の内容及び実施運営に関

する達」において、次のとおり助成要件等が定められている。 

大気浄化能力を有する植栽の整備を行うことにより、対象地域における大気環境の改善に

資することを目的とする。対象樹木の選定等に当たっては、大気浄化植樹マニュアル(機構が

平成 26 年度に発行)を参考とするものとする。住宅、病院、老人ホーム、保育園、公民館等

の敷地内で行う植樹を対象とするものとし、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)に基づく道路

及びその附属物、地方公共団体が建設・管理する公園・緑地(緩衝緑地を含む。)、航空機に

よる障害の防止のための緑地帯その他の緩衝地帯及び港湾施設内における植樹は対象としな

い。また、本事業を幹線道路の沿道において行おうとする場合には、道路計画との整合を図

るため、あらかじめ、道路管理者と調整を行うものとする。 

■■助助成成実実績績  

事業実施自治体数 延べ 270団体 

植栽の整備面積 約 22万 8千㎡ 

植栽箇所数 586か所 
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④④ 大大気気浄浄化化植植樹樹（（助助成成））事事業業  

樹木による大気汚染物質の拡散・吸収および防風効果等による粒子状物質の発生抑制効果

については広く知られているところであり、この植栽の大気浄化能力に着目した事業が大気

浄化植樹事業である。機構は、大気浄化能力の高い樹木を選定し、対象地域の学校、公民館

等地域の住民の利用度が高い、又は当該施設周辺に居住者が多い地域に植樹し、住民にも利

益が得られるようこの事業を実施してきている。この事業では、地方公共団体を通じて対象

地域の民間事業者が住居施設等に隣接する自社工場に植樹する場合に対しても助成を実施し

てきている。 

なお、助成金交付要綱に係る「公害健康被害予防に係る助成事業の内容及び実施運営に関

する達」において、次のとおり助成要件等が定められている。 

大気浄化能力を有する植栽の整備を行うことにより、対象地域における大気環境の改善に

資することを目的とする。対象樹木の選定等に当たっては、大気浄化植樹マニュアル(機構が

平成 26 年度に発行)を参考とするものとする。住宅、病院、老人ホーム、保育園、公民館等

の敷地内で行う植樹を対象とするものとし、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)に基づく道路

及びその附属物、地方公共団体が建設・管理する公園・緑地(緩衝緑地を含む。)、航空機に

よる障害の防止のための緑地帯その他の緩衝地帯及び港湾施設内における植樹は対象としな

い。また、本事業を幹線道路の沿道において行おうとする場合には、道路計画との整合を図

るため、あらかじめ、道路管理者と調整を行うものとする。 

■■助助成成実実績績  

事業実施自治体数 延べ 270団体 

植栽の整備面積 約 22万 8千㎡ 

植栽箇所数 586か所 
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⑤⑤ 共共同同輸輸配配送送推推進進（（助助成成））事事業業（（11998888年年度度((昭昭和和 6633年年度度))～～22000044年年度度((平平成成 1166年年度度））終終了了))  

共同輸配送の実施は、貨物車の走行量の減少を通じて交通渋滞、交通公害の改善に効果の

あるものである。しかし、大都市において新たに配送センターを設置する場合には多額の初

期投資が必要となるなどの問題があり、進展が見られない状況であった。このような状況を

踏まえ、共同輸配送センターの建設及び情報機器の整備に対して助成を行うことにより、共

同輸配送の推進を図るものであった。平成６年度に神戸市の運送事業組合に対して共同配送

センターの建設費の一部を助成し、物量の合理化を担ってきた。 

 

⑥⑥ 大大気気汚汚染染対対策策緑緑地地整整備備事事業業（（11998888年年度度((昭昭和和 6633年年度度))～～22000033年年度度((平平成成 1155年年度度))  終終了了））  

大気汚染が著しいか、又はその恐れがある地区を対象に、大気浄化に効果を有する緑地の

整備を行うことにより、対象地域における大気環境の改善に資するための事業であった。 

この事業については、事業実施主体である環境事業団に対して助成を行ってきた。 
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■■助助成成実実績績  

 

 

 

 

⑤⑤ 共共同同輸輸配配送送推推進進（（助助成成））事事業業（（11998888年年度度((昭昭和和 6633年年度度))～～22000044年年度度((平平成成 1166年年度度））終終了了))  

共同輸配送の実施は、貨物車の走行量の減少を通じて交通渋滞、交通公害の改善に効果の

あるものである。しかし、大都市において新たに配送センターを設置する場合には多額の初

期投資が必要となるなどの問題があり、進展が見られない状況であった。このような状況を

踏まえ、共同輸配送センターの建設及び情報機器の整備に対して助成を行うことにより、共

同輸配送の推進を図るものであった。平成６年度に神戸市の運送事業組合に対して共同配送

センターの建設費の一部を助成し、物量の合理化を担ってきた。 

 

⑥⑥ 大大気気汚汚染染対対策策緑緑地地整整備備事事業業（（11998888年年度度((昭昭和和 6633年年度度))～～22000033年年度度((平平成成 1155年年度度))  終終了了））  

大気汚染が著しいか、又はその恐れがある地区を対象に、大気浄化に効果を有する緑地の

整備を行うことにより、対象地域における大気環境の改善に資するための事業であった。 

この事業については、事業実施主体である環境事業団に対して助成を行ってきた。 
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第第６６項項  自自立立支支援援型型公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業のの実実施施  

  

  

2008 年度(平成 20 年度)からは、前掲第５項の助成事業と合わせて、環境省の補助金（約２億

円）を原資として予防事業の助成事業対象地域の地方公共団体に助成する「自立支援型公害健康

被害予防事業」を行っている。 

本事業は、ぜん息等の患者が日常生活の中でぜん息、COPDの予防、並びに、当該疾患に係る患

者の健康の回復、保持及び増進を行うことの支援を目的にしたもので、事業内容は次のとおりで

ある。 

（１） 機構が実施する知識普及事業 

（２） 地方公共団体が行う自立支援型公害健康被害予防事業に対する助成事業 

① 個別による健康教育・相談 

② 家庭訪問指導家庭訪問指導（健康指導、生活環境指導）事業 

③ 健康診査により把握されたリスク児に対する指導 

④ 自己管理支援教室（デイキャンプ、呼吸リハビリテーション教室等） 

⑤ ソフト３事業（健康相談事業、健康診査事業、機能訓練事業）の用に供するピークフ

ローメーター※1）の支給・貸与事業及びネブライザー※2）貸与事業 

（３） （１）及び（２）に附帯する事業 

 

  

← ※1）ピークフローメーター 

 ピークフロー値（十分息を吸い込んだ状態で、極力息を早く出したときの

息の速さ）を測る医療計測器。気管支ぜん息の状態の管理に使用される。 

※2）ネブライザー → 

 主に呼吸器系の疾患を持つ患者が薬剤の吸入をしたり、スチームの

吸入をしたりすることに使用される。 

約約 22億億円円  

  
環境再生
保全機構 

自立支援型公害健康被害予防事業 

国 

補補助助金金  

機構が実施、地方公共団体が行う事業に対する助成 

ぜん息患者等が日常生活の中で予防、健康回復等を行

うことを支援するための事業 
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■ 「「地地方方公公共共団団体体がが行行うう自自立立支支援援型型公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業」」にに対対すするる助助成成事事業業のの実実績績  

 

①①  自自己己管管理理支支援援教教室室のの実実施施団団体体数数のの推推移移  

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

36 31 30 26 27 26 22 21 21 20 19 16 3 5 9 12  

 

②②  自自己己管管理理支支援援教教室室のの参参加加延延べべ人人数数のの推推移移  

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

6,491 5,284 4,694 3,754 4,026 3,527 3,142 1,630 1,763 1,699 1,934 1,325 185 268 712 1,102  

 

③③  自自己己管管理理支支援援教教室室のの開開催催延延べべ日日数数のの推推移移  

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

197 165 175 143 156 148 135 107 112 109 108 93 11 23 67 62  

 

第第６６項項  自自立立支支援援型型公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業のの実実施施  

  

  

2008 年度(平成 20 年度)からは、前掲第５項の助成事業と合わせて、環境省の補助金（約２億

円）を原資として予防事業の助成事業対象地域の地方公共団体に助成する「自立支援型公害健康

被害予防事業」を行っている。 

本事業は、ぜん息等の患者が日常生活の中でぜん息、COPDの予防、並びに、当該疾患に係る患

者の健康の回復、保持及び増進を行うことの支援を目的にしたもので、事業内容は次のとおりで

ある。 

（１） 機構が実施する知識普及事業 

（２） 地方公共団体が行う自立支援型公害健康被害予防事業に対する助成事業 

① 個別による健康教育・相談 

② 家庭訪問指導家庭訪問指導（健康指導、生活環境指導）事業 

③ 健康診査により把握されたリスク児に対する指導 

④ 自己管理支援教室（デイキャンプ、呼吸リハビリテーション教室等） 

⑤ ソフト３事業（健康相談事業、健康診査事業、機能訓練事業）の用に供するピークフ

ローメーター※1）の支給・貸与事業及びネブライザー※2）貸与事業 

（３） （１）及び（２）に附帯する事業 

 

  

← ※1）ピークフローメーター 

 ピークフロー値（十分息を吸い込んだ状態で、極力息を早く出したときの

息の速さ）を測る医療計測器。気管支ぜん息の状態の管理に使用される。 

※2）ネブライザー → 

 主に呼吸器系の疾患を持つ患者が薬剤の吸入をしたり、スチームの

吸入をしたりすることに使用される。 

約約 22億億円円  

  
環境再生
保全機構 

自立支援型公害健康被害予防事業 

国 

補補助助金金  

機構が実施、地方公共団体が行う事業に対する助成 

ぜん息患者等が日常生活の中で予防、健康回復等を行

うことを支援するための事業 
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第第７７項項 独独立立行行政政法法人人改改革革へへのの対対応応

１１ 「「独独立立行行政政法法人人整整理理合合理理化化計計画画」」へへのの対対応応（（ 年年度度 平平成成 年年度度 ～～））

独立行政法人制度の導入以来６年が経過し、人件費の削減、財政支出の削減、自己収入の増加、

透明性の確保等の成果がある一方、一部でいわゆる官製談合の舞台になるなど、国民の信頼回復

が喫繁の課題となり、政府は、「独立行政法人整理合理化計画」（平成 年 月 日閣議決定）

を定め、同計画を着実に実行していくこととなった。

予予防防事事業業のの見見直直ししのの内内容容

①第二期中期目標期間（平成 ～ 年度）から定量的な指標による事業実施効果の測定及び把握

に努め、客観的データに基づいた事業の評価・分析を行い、その結果を踏まえた事業内容に改善

した。

② 年度 平成 年度 までに環境省が実施した「局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調

査」（「そらプロジェクト」）の結果を踏まえ、事業の本来の目的に照らした適切な事業実施方法

を検討し、 年度 平成 年度 以降速やかに見直しを行った。

 

２２ 「「独独立立行行政政法法人人のの事事務務・・事事業業見見直直ししのの基基本本方方針針」」へへのの対対応応

（（ 年年度度 平平成成 年年度度 ～～））

独立行政法人の抜本改革として、その業務の特殊性を踏まえながら、全ての独立行政法人の全

事務・事業及び全資産を精査し「独立行政法人の事務・事業見直しの基本方針」（平成 年 月

７日閣議決定）として講ずべき措置について取りまとめられ、各法人及び主務府省において本基

本方針に沿って自ら事務・事業の改革を推進することとなった。

予予防防事事業業のの見見直直ししのの内内容容

１１））事事業業のの抜抜本本的的見見直直しし

「そらプロジェクト」の実施結果等を踏まえ、予防事業全体について事業内容等の抜本的な

見直しを行うとともに、次の取組を実施した。

①直轄事業については、エコカーフェア、大気汚染防止推進月間関連事業等を廃止した。

②地方公共団体が行う事業に対する助成事業については、各メニューの必要性を精査し、予防

事業としての役割の低下や実績、効果等に減尐がみられる最新規制適合車等代替促進事業を

廃止するなど真に必要な事業に限定した。

③地方公共団体への助成については、事業の種類及び規模ごとに定額助成の基準額を設定した。

④患者団体、関連学会等にヒアリングを実施し、ぜん息患者等のニーズに的確に応える事業内

容に改善した。

２２））事事業業実実施施効効果果のの的的確確なな把把握握

事業対象者にアンケート調査を実施し、事業実施効果を的確に把握することとした。
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第第７７項項 独独立立行行政政法法人人改改革革へへのの対対応応

１１ 「「独独立立行行政政法法人人整整理理合合理理化化計計画画」」へへのの対対応応（（ 年年度度 平平成成 年年度度 ～～））

独立行政法人制度の導入以来６年が経過し、人件費の削減、財政支出の削減、自己収入の増加、

透明性の確保等の成果がある一方、一部でいわゆる官製談合の舞台になるなど、国民の信頼回復

が喫繁の課題となり、政府は、「独立行政法人整理合理化計画」（平成 年 月 日閣議決定）

を定め、同計画を着実に実行していくこととなった。

予予防防事事業業のの見見直直ししのの内内容容

①第二期中期目標期間（平成 ～ 年度）から定量的な指標による事業実施効果の測定及び把握

に努め、客観的データに基づいた事業の評価・分析を行い、その結果を踏まえた事業内容に改善

した。

② 年度 平成 年度 までに環境省が実施した「局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調

査」（「そらプロジェクト」）の結果を踏まえ、事業の本来の目的に照らした適切な事業実施方法

を検討し、 年度 平成 年度 以降速やかに見直しを行った。

 

２２ 「「独独立立行行政政法法人人のの事事務務・・事事業業見見直直ししのの基基本本方方針針」」へへのの対対応応

（（ 年年度度 平平成成 年年度度 ～～））

独立行政法人の抜本改革として、その業務の特殊性を踏まえながら、全ての独立行政法人の全

事務・事業及び全資産を精査し「独立行政法人の事務・事業見直しの基本方針」（平成 年 月

７日閣議決定）として講ずべき措置について取りまとめられ、各法人及び主務府省において本基

本方針に沿って自ら事務・事業の改革を推進することとなった。

予予防防事事業業のの見見直直ししのの内内容容

１１））事事業業のの抜抜本本的的見見直直しし

「そらプロジェクト」の実施結果等を踏まえ、予防事業全体について事業内容等の抜本的な

見直しを行うとともに、次の取組を実施した。

①直轄事業については、エコカーフェア、大気汚染防止推進月間関連事業等を廃止した。

②地方公共団体が行う事業に対する助成事業については、各メニューの必要性を精査し、予防

事業としての役割の低下や実績、効果等に減尐がみられる最新規制適合車等代替促進事業を

廃止するなど真に必要な事業に限定した。

③地方公共団体への助成については、事業の種類及び規模ごとに定額助成の基準額を設定した。

④患者団体、関連学会等にヒアリングを実施し、ぜん息患者等のニーズに的確に応える事業内

容に改善した。

２２））事事業業実実施施効効果果のの的的確確なな把把握握

事業対象者にアンケート調査を実施し、事業実施効果を的確に把握することとした。

第２章　公害健康被害補償予防制度の実施と業務のあゆみ

第３節　公害健康被害予防事業
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第第３３章章 独独立立行行政政法法人人移移行行後後のの公公害害健健康康被被害害補補償償予予防防制制度度ののああゆゆみみ

政政府府のの「「特特殊殊法法人人等等整整理理合合理理化化計計画画」」（（ 年年（（平平成成 年年）） 月月

日日閣閣議議決決定定））ににおおいいてて、、公公害害健健康康被被害害補補償償予予防防協協会会はは解解散散しし環環境境

事事業業団団のの地地球球環環境境基基金金事事業業等等をを統統合合ししたた上上でで、、独独立立法法人人化化すするるこことと

ととさされれ、、 年年（（平平成成 年年））４４月月にに「「独独立立行行政政法法人人環環境境再再生生保保全全機機

構構」」がが発発足足ししたた。。

第１節 独立行政法人環境再生保全機構の発足と業務の実績

第第１１項項 独独立立行行政政法法人人環環境境再再生生保保全全機機構構のの発発足足

４４

 公害健康被害補償業務を担う法人として旧公害健康被害補償法（1973 年（昭和 48 年）法律第

111 号。以下「補償法」という。）の規定に基づき 1974 年（昭和 49 年）６月に発足した「公害健

康被害補償協会」は、1987 年（昭和 62 年）の補償法改正により業務（公害健康被害予防事業）

の追加及び名称変更（1988 年（昭和 63 年）３月「公害健康被害補償予防協会」に改組）が行わ

れた。

その後の 2004 年（平成 16 年）４月、政府の「特殊法人等整理合理化計画」（2001 年（平成 13
年）12 月 19 日閣議決定）に基づき、公害健康被害補償予防協会と環境事業団の事業及び組織の

見直しが行われた上で統合され、「独立行政法人環境再生保全機構」が発足した。

特殊法人等整理合理化計画（2001 年（平成 13 年）12 月 19 日閣議決定）

特殊法人等改革については、昨年 12 月に策定された「行政改革大綱」及び先の通常国

会で成立した「特殊法人等改革基本法」に従い、一年間にわたり見直し作業が進られて

きたが、平成 13 年 12 月 18 日に特殊法人等改革推進本部（第５回）・行政改革推進本部

（第８回）（いずれも本部長は総理大臣）合同会議が開催され、その場で「特殊法人等整

理合理化計画」が策定された。 
翌 19 日に閣議決定された同計画は、163 の特殊法人及び認可法人を対象に、事業及び

組織形態の見直し内容を個別に定めるとともに、各特殊法人等に共通的に取り組むべき

改革事項について掲げている。 
今後は、本計画に従い、内容の具体化が図られることとなるが、原則平成 14 年度中に

法制上の措置その他必要な措置を講じ、平成 15 年度には具体化を図ることとしている。 



第第３３章章 独独立立行行政政法法人人移移行行後後のの公公害害健健康康被被害害補補償償予予防防制制度度ののああゆゆみみ

政政府府のの「「特特殊殊法法人人等等整整理理合合理理化化計計画画」」（（ 年年（（平平成成 年年）） 月月

日日閣閣議議決決定定））ににおおいいてて、、公公害害健健康康被被害害補補償償予予防防協協会会はは解解散散しし環環境境

事事業業団団のの地地球球環環境境基基金金事事業業等等をを統統合合ししたた上上でで、、独独立立法法人人化化すするるこことと

ととさされれ、、 年年（（平平成成 年年））４４月月にに「「独独立立行行政政法法人人環環境境再再生生保保全全機機

構構」」がが発発足足ししたた。。

第１節 独立行政法人環境再生保全機構の発足と業務の実績

第第１１項項 独独立立行行政政法法人人環環境境再再生生保保全全機機構構のの発発足足

４４

 公害健康被害補償業務を担う法人として旧公害健康被害補償法（1973 年（昭和 48 年）法律第

111 号。以下「補償法」という。）の規定に基づき 1974 年（昭和 49 年）６月に発足した「公害健

康被害補償協会」は、1987 年（昭和 62 年）の補償法改正により業務（公害健康被害予防事業）

の追加及び名称変更（1988 年（昭和 63 年）３月「公害健康被害補償予防協会」に改組）が行わ

れた。

その後の 2004 年（平成 16 年）４月、政府の「特殊法人等整理合理化計画」（2001 年（平成 13
年）12 月 19 日閣議決定）に基づき、公害健康被害補償予防協会と環境事業団の事業及び組織の

見直しが行われた上で統合され、「独立行政法人環境再生保全機構」が発足した。

特殊法人等整理合理化計画（2001 年（平成 13 年）12 月 19 日閣議決定）

特殊法人等改革については、昨年 12 月に策定された「行政改革大綱」及び先の通常国

会で成立した「特殊法人等改革基本法」に従い、一年間にわたり見直し作業が進られて

きたが、平成 13 年 12 月 18 日に特殊法人等改革推進本部（第５回）・行政改革推進本部

（第８回）（いずれも本部長は総理大臣）合同会議が開催され、その場で「特殊法人等整

理合理化計画」が策定された。 
翌 19 日に閣議決定された同計画は、163 の特殊法人及び認可法人を対象に、事業及び

組織形態の見直し内容を個別に定めるとともに、各特殊法人等に共通的に取り組むべき

改革事項について掲げている。 
今後は、本計画に従い、内容の具体化が図られることとなるが、原則平成 14 年度中に

法制上の措置その他必要な措置を講じ、平成 15 年度には具体化を図ることとしている。 

第３章　独立行政法人移行後の公害健康被害補償予防制度のあゆみ
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■環境再生保全機構のあゆみ 

 
独立行政法人環境再生保全機構の業務は、「公害により健康被害を受けられた方々への補償」、

「公害による健康被害の予防」、「中皮種などの石綿（アスベスト）による健康被害を受けられた

方々への医療費の給付」といった、「人の命と環境を守る基盤的な取組」から、「環境保全に取り

組む民間団体が国内外で行う環境保全活動への助成及び人材育成・情報提供」、「環境政策及び科

学技術・イノベーション政策に貢献する研究・技術開発の推進」など「社会課題の解決による持

続可能な成長を目指す業務」に至るまで多岐にわたっている。 

これらに加え、新たに熱中症対策の推進等や、持続可能な循環共生型の社会の実現を目指す役

割も担うこととなり、環境、経済、社会課題の総合的解決に向けた業務の幅がさらに広がってい

る。 

これらの業務を適切かつ着実に推進するとともに独立行政法人に求められる自主的・自律的な

組織及び業務運営を行い、環境分野の政策実施機関として国内外からの様々な要請に応え、将来

にわたって「ウェルビーイング／高い生活の質」の実現を目指す環境政策パートナーとして、そ

の一翼を担っている。 

 

 

【新規業務の追加等】 

□2006 年（平成 18 年） 

⊳ 「石綿健康被害救済業務」の開始 

⊳ 「緑地整備事業」の終了 

 

 □2016 年（平成 28 年） 

⊳ 「環境研究総合推進費業務」の開始 

 

 □2023 年（令和５年） 

⊳ 「環境研究総合推進費業務」に「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」が追加 

 

 □2024 年（令和６年） 

⊳ 「気候変動適応業務（熱中症対策業務）」の開始 

 

□2025 年（令和７年） 

⊳ 「ネイチャーポジティブ推進業務」の開始 
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■ 中期計画

第 30条 独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定

めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を作成し、

主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

（１）業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（２）国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置

（３）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

（４）短期借入金の限度額

（４の２）不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分

に関する計画

（５）前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その

計画

（６）剰余金の使途

（７）その他主務省令で定める業務運営に関する事項

■ 中期目標に係る事業報告書

第 33 条 独立行政法人は、中期目標の期間終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、

当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

■ 中期目標に係る業務の実績に関する評価

第 34条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績

について、評価委員会の評価を受けなければならない

第第２２項項 独独立立行行政政法法人人のの業業務務運運営営にに関関すするる基基本本的的なな仕仕組組みみ

４４

  独立行政法人は、独立行政法人通則法（1999 年（平成 11 年）法律第 103 号。以下「通則法」

という。）及び個別法の規定に基づいて業務を行うこととされている。通則法における、独立行政

法人の業務運営に関する基本的な仕組みが、当該独立行政法人の主務大臣が定める「中期目標」

及びそれに基づき当該独立行政法人が作成する「中期計画」、並びに業務の実績に関する評価等を

行う「独立行政法人評価委員会」である。

通則法の主な関連規定は、次のとおりである。

■ 独立行政法人評価委員会

第 12 条 独立行政法人の主務省（当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省をいう。以下同

じ。）に、その所管に係る独立行政法人に関する事務を処理させるため、独立行政法人評価委員会

（以下「評価委員会」という。）を置く。

２ 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 
（１）独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。

（２）その他この法律又は個別法によりその権限に属させられた事項を処理すること。

■ 中期目標

第 29 条 主務大臣は、三年以上五年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関

する目標（以下「中期目標」という。）を定め、これを当該独立行政法人に指示するとともに、公

表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

２ 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

（１）中期目標の期間（前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。）

（２）業務運営の効率化に関する事項

（３）国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（４）財務内容の改善に関する事項

（５）その他業務運営に関する重要事項
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■ 中期計画

第 30条 独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定

めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を作成し、

主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

（１）業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（２）国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置

（３）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

（４）短期借入金の限度額

（４の２）不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分

に関する計画

（５）前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その

計画

（６）剰余金の使途

（７）その他主務省令で定める業務運営に関する事項

■ 中期目標に係る事業報告書

第 33 条 独立行政法人は、中期目標の期間終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、

当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

■ 中期目標に係る業務の実績に関する評価

第 34条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績

について、評価委員会の評価を受けなければならない

第第２２項項 独独立立行行政政法法人人のの業業務務運運営営にに関関すするる基基本本的的なな仕仕組組みみ

４４

  独立行政法人は、独立行政法人通則法（1999 年（平成 11 年）法律第 103 号。以下「通則法」

という。）及び個別法の規定に基づいて業務を行うこととされている。通則法における、独立行政

法人の業務運営に関する基本的な仕組みが、当該独立行政法人の主務大臣が定める「中期目標」

及びそれに基づき当該独立行政法人が作成する「中期計画」、並びに業務の実績に関する評価等を

行う「独立行政法人評価委員会」である。

通則法の主な関連規定は、次のとおりである。

■ 独立行政法人評価委員会

第 12 条 独立行政法人の主務省（当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省をいう。以下同

じ。）に、その所管に係る独立行政法人に関する事務を処理させるため、独立行政法人評価委員会

（以下「評価委員会」という。）を置く。

２ 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 
（１）独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。

（２）その他この法律又は個別法によりその権限に属させられた事項を処理すること。

■ 中期目標

第 29 条 主務大臣は、三年以上五年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関

する目標（以下「中期目標」という。）を定め、これを当該独立行政法人に指示するとともに、公

表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

２ 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

（１）中期目標の期間（前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。）

（２）業務運営の効率化に関する事項

（３）国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（４）財務内容の改善に関する事項

（５）その他業務運営に関する重要事項
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公害健康被害予防事業

中期計画の骨子 業務の実績に関する評価委員会の評価

公害健康被害予防基金の運用と事

業の重点化

ニーズの把握と事業の改善

調査研究事業の実施及び評価

知識の普及及び情報提供の実施

研修の実施

助成事業の効果的・効率的な実施

評価：Ａ

公害健康被害予防基金の運用を安全かつ有利に行う

とともに、2008年度(平成20年度)からは、自立支援型

公害健康被害予防事業補助金を受け入れ、収入の安定

化を図った。

また、予防基金の運用収入の減少に対応し、助成事

業について、地域住民の健康確保につながる健康相

談・健康診査・機能訓練事業の分野への重点化を図っ

た。

さらに、事業参加者の満足度やニーズの把握に努め、

事業内容の改善を図るなど、中期目標を十分達成して

いる。 

調査研究課題については、研究課題の重点化を推進

し、研究費を20％以上削減した。

また、ホームページアクセス件数は、2003年度(平成

15年度)比で約47％増加し、研修事業の受講者アンケー

トの調査結果は、回答者のうち80％以上の者から５段

階評価で上から2段階までの評価を得た。

さらに、調査研究課題については、外部有識者によ

る評価がなされ、調査研究の成果を事業内容に反映さ

せるとともに、研究成果をホームページで公開したこ

となど、中期目標を十分達成している。

第第３３項項 環環境境再再生生保保全全機機構構のの「「中中期期計計画画」」及及びび「「業業務務のの実実績績にに関関すするる独独立立行行政政法法人人評評

価価委委員員会会のの評評価価」」のの概概要要

１１ 第第一一期期中中期期目目標標期期間間（（ 年年度度（（平平成成 年年度度））かからら 年年（（平平成成 年年度度））まま

でで））ににつついいてて

４４

公害健康被害補償業務

中期計画の骨子 業務の実績に関する評価委員会の評価

汚染負荷量賦課金の徴収

①汚染負荷量賦課金の適正・公平

な徴収

②納付義務者等に対する効果的な

指導

③納付義務者に対するサービスの

向上

評価：Ａ

納付義務者への説明会を効果的に開催するととも

に、問合せへの的確な対応に努め、中期目標期間を通

じ、徴収率・収納率とも 年度 平成 年度 実績の

水準を維持した。

また、説明会資料や専用ホームページの改善により、

納付義務者へのサービスの向上を図るとともに、名

称・住所変更届書について、 年度 平成 年度 か

ら電子申請による受付を開始し、納付義務者の利便性

の向上を図ったことなど、中期目標を十分達成してい

る。

都道府県等に対する納付金の納

付

①納付申請等に係る事務処理の効

率化

②納付金の申請等に係る手続の電

子化等の推進による事務負担の

軽減

評価：Ａ

オンライン申請の稼動や納付システムの改修などに

より、効率的な業務の推進に努め、事務処理日数の25％
削減を達成し、中期目標を十分達成している。

  なお、オンライン申請については、引き続き拡充を

図り、一層の効率化を進めることを期待する。
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公害健康被害予防事業

中期計画の骨子 業務の実績に関する評価委員会の評価

公害健康被害予防基金の運用と事

業の重点化

ニーズの把握と事業の改善

調査研究事業の実施及び評価

知識の普及及び情報提供の実施

研修の実施

助成事業の効果的・効率的な実施

評価：Ａ

公害健康被害予防基金の運用を安全かつ有利に行う

とともに、2008年度(平成20年度)からは、自立支援型

公害健康被害予防事業補助金を受け入れ、収入の安定

化を図った。

また、予防基金の運用収入の減少に対応し、助成事

業について、地域住民の健康確保につながる健康相

談・健康診査・機能訓練事業の分野への重点化を図っ

た。

さらに、事業参加者の満足度やニーズの把握に努め、

事業内容の改善を図るなど、中期目標を十分達成して

いる。 

調査研究課題については、研究課題の重点化を推進

し、研究費を20％以上削減した。

また、ホームページアクセス件数は、2003年度(平成

15年度)比で約47％増加し、研修事業の受講者アンケー

トの調査結果は、回答者のうち80％以上の者から５段

階評価で上から2段階までの評価を得た。

さらに、調査研究課題については、外部有識者によ

る評価がなされ、調査研究の成果を事業内容に反映さ

せるとともに、研究成果をホームページで公開したこ

となど、中期目標を十分達成している。

第第３３項項 環環境境再再生生保保全全機機構構のの「「中中期期計計画画」」及及びび「「業業務務のの実実績績にに関関すするる独独立立行行政政法法人人評評

価価委委員員会会のの評評価価」」のの概概要要

１１ 第第一一期期中中期期目目標標期期間間（（ 年年度度（（平平成成 年年度度））かからら 年年（（平平成成 年年度度））まま

でで））ににつついいてて

４４

公害健康被害補償業務

中期計画の骨子 業務の実績に関する評価委員会の評価

汚染負荷量賦課金の徴収

①汚染負荷量賦課金の適正・公平

な徴収

②納付義務者等に対する効果的な

指導

③納付義務者に対するサービスの

向上

評価：Ａ

納付義務者への説明会を効果的に開催するととも

に、問合せへの的確な対応に努め、中期目標期間を通

じ、徴収率・収納率とも 年度 平成 年度 実績の

水準を維持した。

また、説明会資料や専用ホームページの改善により、

納付義務者へのサービスの向上を図るとともに、名

称・住所変更届書について、 年度 平成 年度 か

ら電子申請による受付を開始し、納付義務者の利便性

の向上を図ったことなど、中期目標を十分達成してい

る。

都道府県等に対する納付金の納

付

①納付申請等に係る事務処理の効

率化

②納付金の申請等に係る手続の電

子化等の推進による事務負担の

軽減

評価：Ａ

オンライン申請の稼動や納付システムの改修などに

より、効率的な業務の推進に努め、事務処理日数の25％
削減を達成し、中期目標を十分達成している。

  なお、オンライン申請については、引き続き拡充を

図り、一層の効率化を進めることを期待する。
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２２ 第第二二期期中中期期目目標標期期間間（（ 年年度度（（平平成成 年年度度））かからら 年年度度（（平平成成 年年度度））

ままでで））ににつついいてて

公害健康被害補償業務

中期計画の骨子 業務の実績に関する評価委員会の評価

汚染負荷量賦課金の徴収

①汚染負荷量賦課金の適正・公平な

徴収

②汚染負荷量賦課金徴収業務の効率

的実施

③納付義務者等に対する効果的な指

導及び提供するサービスの向上

評価：Ａ

納付義務者からの相談や質問等への的確な対応や、

中期計画に基づいた計画的な実地調査により、収納率

については、震災の影響を受けることなく一貫して

2007年度(平成19年度)実績以上の水準（99.8％以上）を

維持するとともに、すべての年度で計画額を上回る収

納済額を達成しており、補償給付等の支給に必要な費

用を確保している。

また、民間競争入札の活用により、申告書の審査処

理事務の一部等について民間委託等を行うことによ

り、申告書等の点検事務等に係る人員を１名削減する

とともに、2008年度(平成20年度)比で７％以上の経費

削減を行っている。

さらに、賦課金の事務処理の効率化等を図るため、

関係団体への直接的な働きかけを行うなどしてオンラ

イン申告率が50％を超えたことなどは評価でき、中期

目標を十分達成している。 

都道府県等に対する納付金の納付

①納付申請等に係る事務処理の効率

化

②納付金のオンライン申請の推進

評価：Ａ

手引き等の見直しや都道府県等担当者への周知徹底

は適切になされているとともに、納付業務システムの

改良等により事務処理の効率化も図られている。

  また、都道府県等におけるオンライン申請について

も着実に推進され、当初の目標（70％）をはるかに超

え全ての都道府県等においてオンライン申請に移行す

ることができたところであり、中期目標を十分達成し

ている。
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公害健康被害予防事業

中期計画の骨子 業務の実績に関する評価委員会の評価

収入の安定的な確保と事業の重点

化

評価：Ａ

公害健康被害予防基金については、経理部会計課で

一元管理を行うなどの改善を図り適切な運用に努める

ことにより、安定的な収入を確保している。

  また、より事業効果の高いソフト３事業（健康相談・

健康診査・機能訓練事業）への重点化などにより効率

化を図っており、中期目標を十分に達成している。

ニーズの把握と事業内容の改善 評価：Ａ

アンケート調査等により患者等のニーズの把握に積

極的に取り組み、事業内容の改善に反映している。

  また、事業実施効果の定量的な指標による測定及び

把握に努めることを目的として、事業参加者へのアン

ケート調査による満足度の把握や、事業全体の評価・

分析も可能となる「集計・分析システム」の構築等を

行っており、評価できる。

さらに、環境省が行った「そらプロジェクト」の調

査結果を踏まえた事業の見直し等も行われており、中

期目標を十分達成しているが、今後は、各地域におい

て、現場の声が常に吸い上げられるような更なる工夫

が望まれる。

調査研究 評価：Ａ

環境保健分野に係る調査研究については、ソフト３

事業の根拠となる知見の確立等に資する研究に重点化

しているとともに、環境改善分野については、都市の

局地的な大気汚染に係る研究に重点化されている。

また、研究課題の採択に当たっては公募制を導入し

透明性の確保に努めるとともに、事業の達成度につい

て外部有識者による評価を行い、その結果を調査研究

内容にフィードバックさせるなど実践的な活用をして

おり、中期目標を十分達成している。

２２ 第第二二期期中中期期目目標標期期間間（（ 年年度度（（平平成成 年年度度））かからら 年年度度（（平平成成 年年度度））

ままでで））ににつついいてて

公害健康被害補償業務

中期計画の骨子 業務の実績に関する評価委員会の評価

汚染負荷量賦課金の徴収

①汚染負荷量賦課金の適正・公平な

徴収

②汚染負荷量賦課金徴収業務の効率

的実施

③納付義務者等に対する効果的な指

導及び提供するサービスの向上

評価：Ａ

納付義務者からの相談や質問等への的確な対応や、

中期計画に基づいた計画的な実地調査により、収納率

については、震災の影響を受けることなく一貫して

2007年度(平成19年度)実績以上の水準（99.8％以上）を

維持するとともに、すべての年度で計画額を上回る収

納済額を達成しており、補償給付等の支給に必要な費

用を確保している。

また、民間競争入札の活用により、申告書の審査処

理事務の一部等について民間委託等を行うことによ

り、申告書等の点検事務等に係る人員を１名削減する

とともに、2008年度(平成20年度)比で７％以上の経費

削減を行っている。

さらに、賦課金の事務処理の効率化等を図るため、

関係団体への直接的な働きかけを行うなどしてオンラ

イン申告率が50％を超えたことなどは評価でき、中期

目標を十分達成している。 

都道府県等に対する納付金の納付

①納付申請等に係る事務処理の効率

化

②納付金のオンライン申請の推進

評価：Ａ

手引き等の見直しや都道府県等担当者への周知徹底

は適切になされているとともに、納付業務システムの

改良等により事務処理の効率化も図られている。

  また、都道府県等におけるオンライン申請について

も着実に推進され、当初の目標（70％）をはるかに超

え全ての都道府県等においてオンライン申請に移行す

ることができたところであり、中期目標を十分達成し

ている。
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中期計画の骨子 業務の実績に関する評価委員会の評価

知識の普及及び情報提供の実施 評価：Ａ

有用なパンフレットの作成やホームページの活用な

ど、時宜にかなった知識の普及や情報提供を様々な方

法で進めている。

事業に対する評価についても、事業参加者等へのア

ンケート調査の回答者のうち ％以上の者から、５段

階評価で上から２段階までの評価を得ている。

また、ホームページの全面改訂を実施するなどして

アクセス件数の増加に努めており、中期目標を十分達

成している。

機構のＨＰによる情報提供は見やすく多岐にわた

り、我が国の大気汚染に関する多くの知見を得ること

ができる点で有用であり、地方公共団体や環境ＮＧＯ

等との連携の確保により一層努めるべきである。

研修の実施 評価：Ａ

コメディカルスタッフを対象とした指導者養成研修

など受講者アンケートによるニーズ等を踏まえた研修

や、 ラーニング学習システムの運用開始など、事業実

施に必要な知識を習得するための取組がなされてい

る。

事業に対する評価についても、受講者へのアンケー

ト調査の回答者のうち ％以上の者から、５段階評価

で上から２段階までの評価を得ており、中期目標を十

分達成している。

なお、研修の質的なものについては問題ないが、受

講者の増加には、ニーズに応じた研修内容の更なる改

善等一層の努力が求められる。
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第第４４項項  独独立立行行政政法法人人のの制制度度のの見見直直しし  

独立行政法人制度は、行政における企画立案部門と実施部門を分離し、企画立案部門の能力を

向上させる一方で、実施部門に法人格を与え、主務大臣による目標管理の下で一定の運営裁量を

与えることにより、政策実施機能を向上させることを目的として導入された。 

独立行政法人制度が導入されて以来、府省独立行政法人評価委員会、政策評価・独立行政法人

評価委員会による階層的な評価の結果等を踏まえた不断の見直しが行われ、着実に法人の業務の

改善がなされてきた。 

第 186 回国会において独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）の一部改正が行われ、

法人の政策実施機能の最大化を図る観点から、主務大臣の下での PDCAサイクルを十分に機能させ

るため、主務大臣が目標の策定に加え評価も行い、評価結果を法人の組織・事業の見直しや改廃、

国の政策への反映に活用するという、より効果的かつ効率的な目標管理の仕組みに改められると

ともに、総務大臣が目標の策定及び業務の実績評価に関する政府統一的な指針を定めることとさ

れた。 

主な関連規定は、次のとおりである。 

【環境再生保全機構法】 

■ 中期目標管理法人

第３条の２ 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。 

【独立行政法人通則法】 

■ 各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等

第 32条 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に揚げる事業年

度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなけれ

ばならない。 

１ 次号及び第３号に揚げる事業年以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績 

２ 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績

及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間にける業務の実績 

３ 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期

間にける業務の実績 
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の比率を平成30年度末までに70％

以上とし、業務の効率化を図る。 

（３）納付義務者等に対する効果的な

指導及び提供するサービスの向上 

① 納付義務者からの相談及び質問等

に的確に対応するとともに、納付

義務者の利便性の向上を図るため

、汚染負荷量賦課金に係るシステ

ム等の見直しを行う。 

② 汚染負荷量賦課金の徴収関連業務

が円滑に進むように、委託事業者

に対し委託業務の点検・指導、担

当者研修会を行うなど、的確に業

務指導を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を強化してマニュアル類を全面改定し、説明会後の納

付義務者へのアンケートでは、わかりやすい等の高い

評価を得ている。 

・申告・納付手続に係る解説動画の作成：マニュアル

の改訂に合わせて解説動画（11本）を作成し、HP上

で公開。動画の一部は申告・納付説明会でも活用

し、納付義務者から高い評価を得ている。 

・未申告・未納案件の解消：体制を強化し、未申告事

業者に粘り強く制度の趣旨を説明した結果、常習的

な未申告案件も含めて毎年度400～500件程度発生す

る未申告案件を督励により25年度の56件まで削減

し、30年度は督励の強化により27件まで削減した。

なお、過年度からの未納事業者の多くは経営破綻し

ている事業者である。 

・納付義務の承継対応：複雑化する事業者の組織再編

に対応するため、企業法務に詳しい専門家の協力を

得て納付義務の承継に関する考え方を整理し、事業

者からの相談に対応する体制を整備した。 

・納付義務者の利便性の向上：ひな形ファイルや自動

計算等を盛り込んだ様式を配布し申告書類作成負担

の軽減することによる電子申告への切り替えの促進

及び動画による申告書類作成支援、硫黄酸化物の排

出量が無く、汚染負荷量賦課金の納付額が０となる

事業者の申告手続きの簡素化、電子収納システムペ

イジーの導入による電子納付への対応等により納付

義務者の利便性を向上した。なお、毎年４月の申

告・納付説明会において参加者にアンケート調査を

行い、対応可能な改善は翌年以降に対応することと

している。 

以上のように今中期計画期間においては、制度の疲

弊に伴う様々な問題に徹底的に取り組むことにより、

納付義務者の制度への理解と協力を深めることがで

き、実質的な申告率及び収納率をほぼ100%とすること

ができた。当面は現在の取組を継続することで高い申

告率及び収納率を維持することができると思われる。 

本事業では目標値が極めて高いことから、数値だけを

見ていては、このような努力を適正に評価することが

 

第第５５項項  環環境境再再生生保保全全機機構構のの「「中中期期計計画画」」及及びび「「主主務務大大臣臣のの評評価価」」のの概概要要  

  

１１  第第三三期期中中期期目目標標期期間間（（22001144 年年度度（（平平成成 2266 年年度度））かからら 22001188 年年度度（（平平成成 3300 年年度度））

ままでで））ににつついいてて  

 

  [公害健康被害補償業務] 

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

 

Ⅰ-1-1 汚染負荷量賦課金の徴収 

（１）汚染負荷量賦課金の適正・公平

な徴収 

① 補償給付等の支給に必要な費用を

確保するため、委託事業者への効

果的指導及び納付義務者からの相

談、質問事項等に的確に対応する

ことにより、汚染負荷量賦課金の

申告額に係る収納率99％以上を維

持する。 

② 納付義務者からの適正・公正な賦

課金申告に資するため、申告額の

修正が発生する原因等について分

析し、適切な対策を講じるととも

に、平成24年度実績に比し50％増

の実地調査等を計画的に実施す

る。 

 

（２）汚染負荷量賦課金徴収業務の効

率的実施 

① 徴収関連業務について、競争の導

入による公共サービスの改革に関

する法律（平成18年法律第51号）

に基づく民間競争入札を活用した

契約により、平成24年度実績に比

し、平成30年度末までに５％以上

の委託費の縮減を図る。 

② 汚染負荷量賦課金の申告について

は、オンライン申告等の電子申告

 

評価：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

公害健康被害補償制度は、昭和49年から続く制度で

ある。その後の大気環境の改善を受けて昭和63年には

地域指定が全て解除され、新たな認定が行われなくな

っており、以後、大きな制度改正もなく安定的に制度

が運営されてきた。 

被認定者への補償給付支給費用等に必要となる財源

については、ＰＰＰの原則に基づき汚染原因者が負担

しているが、時間の経過とともに制度を取り巻く状況

は大きく変わってきており、例えば、事業者において

も従業員の世代交代が進み、かつての公害裁判での被

告企業の従業員でさえ、自企業の排出した大気汚染物 

質により健康被害が生じ、その補償のために費用負担

をしていることを知らないなど、汚染負荷量賦課金の

負担について理解を得るのが困難な状況になってきて

いる。 

また、近年の規制緩和により事業者の組織再編が容

易になった結果、汚染負荷量賦課金の納付義務の承継

を拒否するケースも出てきており、高い申告・収納率

を維持し、制度を安定的に運営するための努力が必要

な状況となっている。 

このような状況から機構では、納付義務者に制度の

趣旨を丁寧に説明すること、納付義務者の利便性を向

上させること、未申告・未納案件への督励等を強化す

ることによって高い申告・収納率を維持することと

し、第３期中期計画期間において以下の取組みを行っ

た。 

・申告・納付マニュアルの改訂：電子申告等への対応
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の比率を平成30年度末までに70％

以上とし、業務の効率化を図る。 

（３）納付義務者等に対する効果的な

指導及び提供するサービスの向上 

① 納付義務者からの相談及び質問等

に的確に対応するとともに、納付

義務者の利便性の向上を図るため

、汚染負荷量賦課金に係るシステ

ム等の見直しを行う。 

② 汚染負荷量賦課金の徴収関連業務

が円滑に進むように、委託事業者

に対し委託業務の点検・指導、担

当者研修会を行うなど、的確に業

務指導を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を強化してマニュアル類を全面改定し、説明会後の納

付義務者へのアンケートでは、わかりやすい等の高い

評価を得ている。 

・申告・納付手続に係る解説動画の作成：マニュアル

の改訂に合わせて解説動画（11本）を作成し、HP上

で公開。動画の一部は申告・納付説明会でも活用

し、納付義務者から高い評価を得ている。 

・未申告・未納案件の解消：体制を強化し、未申告事

業者に粘り強く制度の趣旨を説明した結果、常習的

な未申告案件も含めて毎年度400～500件程度発生す

る未申告案件を督励により25年度の56件まで削減

し、30年度は督励の強化により27件まで削減した。

なお、過年度からの未納事業者の多くは経営破綻し

ている事業者である。 

・納付義務の承継対応：複雑化する事業者の組織再編

に対応するため、企業法務に詳しい専門家の協力を

得て納付義務の承継に関する考え方を整理し、事業

者からの相談に対応する体制を整備した。 

・納付義務者の利便性の向上：ひな形ファイルや自動

計算等を盛り込んだ様式を配布し申告書類作成負担

の軽減することによる電子申告への切り替えの促進

及び動画による申告書類作成支援、硫黄酸化物の排

出量が無く、汚染負荷量賦課金の納付額が０となる

事業者の申告手続きの簡素化、電子収納システムペ

イジーの導入による電子納付への対応等により納付

義務者の利便性を向上した。なお、毎年４月の申

告・納付説明会において参加者にアンケート調査を

行い、対応可能な改善は翌年以降に対応することと

している。 

以上のように今中期計画期間においては、制度の疲

弊に伴う様々な問題に徹底的に取り組むことにより、

納付義務者の制度への理解と協力を深めることがで

き、実質的な申告率及び収納率をほぼ100%とすること

ができた。当面は現在の取組を継続することで高い申

告率及び収納率を維持することができると思われる。 

本事業では目標値が極めて高いことから、数値だけを

見ていては、このような努力を適正に評価することが
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できないため、法人の努力の結果として制度の根幹を

なす汚染賦課金の徴収が当面は安定的に行われる目処

がたったことを高く評価し、評価をＡとした。 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

＜その他事項＞ 

特になし 

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

Ⅰ-1-2 都道府県等に対する納付金の

納付 

（１）納付申請等に係る事務処理の適

正化 

補償給付及び公害保健福祉事業に関

する納付申請、納付請求、変更納付 

申請及び事業実績報告書に係る手続の

適正化を図るため、現地指導を実施す

る。現地指導では都道府県等の要望及

び課題等を把握するとともに国及び都

道府県等に提供する。 

（２）納付申請等に係る事務処理の効

率化 

都道府県等のニーズ等に対応したオ

ンライン申請システムの見直しを行う

とともに、担当者に対し研修を実施す

る。 

評価：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 補償給付費等の納付業務に係る事務処理の適正化及

び効率化を図るための対応を適切に行っていることか

ら、期間実績評価を「Ｂ」とした。 

＜今後の課題＞ 

補償給付費納付金の納付業務については、毎年度指

導が必要な都道府県等があることから、適正性を確保

するため、今後も指導調査を実施していく必要があ

る。 

また、被認定者の高齢化に伴い、公害保健福祉事業

の参加者の確保が難しくなっている状況の中、公害保

健福祉事業について、創意工夫のある事例等を収集し

事業計画の参考となるよう情報提供を行っていく必要

がある。 

毎年、複数の都道府県等で担当者が交代するため、

納付申請等の手続きを適切かつ効率的に行うための

「納付業務システム担当者研修」を継続して実施する

必要がある。研修の実施に当たり、実施場所、実施時

期や研修内容等、研修ニーズに基づき、きめ細かな対

応を行っていく必要がある。 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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 [公害健康被害予防事業] 

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

 

Ⅰ-2-1 事業の重点化・効率化及び 

収入の安定的な確保 

公害健康被害予防基金の運用につい

て、運用方針に基づき安全で有利な運

用に努めるとともに、自立支援型公害

健康被害予防事業補助金の活用によ

り、収入の安定的な確保を図る。 

 また、事業の実施に当たっては、地

域住民のぜん息等の発症予防及び健康

回復に直接つながる事業、局地的な大

気汚染が発生している地域の大気汚染

の改善を通じ地域住民の健康確保につ

ながる高い効果が見込める事業等に重

点化するなど、効率化を図る。 

 

評価：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

公害健康被害予防事業は、ぜん息及びCOPD の発症

予防及び増悪予防の観点から健康相談、健康診査、機

能訓練等の事業を実施するものであり、制度設計上は

基金の運用益を25 億円程度と見込んでいた。しか

し、時間の経過とともに市中金利は低下し、それに伴

い運用益も減少した。第3 期中期計画期間の初年度で

ある平成26 年度に約８ 億円であった運用益も平成30 

年度には約5.1億円まで低下し、今後、更に低下する

見込みとなっている。 

基金の運用益が主な財源である本事業においては、

近年の市中金利の低下が事業予算の縮減に直結してし

まうことはやむを得ず、また、運用先も限定されてい

るため長期債を中心とした運用をしている。このため

今中期においては、若干ながら金利が高い時期に購入

した長期債の運用収入が得られたこともあり、事業収

入の減収はあったものの、補助金等と併せて10～８億

円程度の事業予算を確保することができた。 

しかしながら事業予算が年々減少の一途をたどる状

況下においては、従来と同様に事業を実施することは

難しく、事業の重点化及び効率化を行い、できる限り

事業の質を落とさずに事業予算を削減する取組を進め

ざるを得ず、事業の打切り、メニューの見直し等を行

っている。 

このような厳しい状況下で事業の見直しを進めた結

果、大きな混乱もなく新メニューへの移行を進めるこ

とができており、今中期の目標を満たしていると認め

られる。 

 

＜今後の課題＞ 

制度設計から30 年以上が経過し、事業予算や事業

の需要等の事業環境が大きく変わっている。ニーズの

変化を的確に把握し、制度設計時に盛り込まれた事業

第３章　独立行政法人移行後の公害健康被害補償予防制度のあゆみ

第１節　独立行政法人環境再生保全機構の発足と業務の実績

－ 224 －



であっても、時間の経過により需要の低迷している事

業、費用対効果の低い事業については休止するなど、

柔軟に対応して優先順位の高い事業に、限られた資源

を振り分ける必要がある。 

＜その他事項＞ 

特になし。 

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

Ⅰ-2-2 ぜん息患者等のニーズの把

握と事業内容の改善 

効果的かつ効率的に業務を行うた

め、ぜん息等の患者、地域住民の満足

度やニーズを把握し、その結果を事業

内容に的確に反映させることにより事

業の改善を図る。 

また、ぜん息等の発症予防及び健康

回復に直接つながる地方公共団体が行

う健康相談事業、健康診査事業及び 

機能訓練事業（以下「ソフト３ 事

業」という。）について、事業実施効

果の測定及び把握に努め、事業の評

価、分析を継続して行い、その結果を

踏まえた事業内容を検討し、効果のあ

る事業内容に重点化を図る。 

評価：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

予算の縮減が続くなか、事業を効率的に実施するた

めに患者団体やＮＰＯ法人等、事業参加者から把握し

たニーズのうち実施可能なものを事業内容に取り入れ

ている。 

また、ぜん息患者等や地域住民のニーズを的確に把

握し、事業内容の改善に活用するためソフト３事業の

実施効果の測定・把握のための調査を継続している。

平成26 年度から運用を開始している集計・分析シ

ステムについて、継続的に測定し効果的・効率的な事

業内容の改善への取組がされていることから、目標を

達成していると認められる。 

＜今後の課題＞ 

引き続き、ぜん息患者等のニーズの変化も踏まえ、

状況変化に応じた事業展開に努めること。 

＜その他事項＞ 

特になし。  

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

Ⅰ-2-3 調査研究 

（１）環境保健分野に係る調査研究に

ついては、地域住民のぜん息等の発症

評価：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

第3 期中期計画期間では、前半を3年間の第10 期、
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予防・健康回復に直接つながるソフト

３事業の効果的な実施に向けた課題や

患者の日常生活の管理・指導等に関す

る課題に重点化を図り、また、大気環

境の改善分野に係る調査研究について

は、局地的な大気汚染地域の大気汚染

の改善に係る課題や今日的な大気汚染

の知見の蓄積に向けた課題に重点化を

図る。 

なお、研究課題の重点化を行うこと

により、調査研究費総額を平成24 年

度比で10％以上削減する。 

新規に採択する調査研究課題につい

ては、公募制を継続し透明性の確保を

図る。公募の実施に当たっては、競争

性を高める観点からホームページの活

用や関連学会等との連携により広範な

周知を図る。 

また、課題の採択については、外部

の有識者による評価を行い、公募の締

切日から60日以内に決定する。  

 

（２）各調査研究課題の外部有識者に

よる評価として、各年度に年度評価を

行うとともに、課題の終了後には事後

評価を実施する。また、その評価結果

については研究者へフィードバック

し、次年度の研究内容（研究資源の配

分、研究計画）に反映させるほか、各

分野における事業の展開にフィードバ

ックさせる。なお、評価結果が一定レ

ベルに達しないものについては、計画

の変更又は中止を行う。 

さらに、研究成果については、研究

発表会やホームページで公表するとと

もに、ぜん息患者等の日常生活の向上

や大気環境の改善に直接役立つ情報に

後半2 年間を第11 期として環境保健分野と環境改善

分野の2 分野で研究課題の公募を行った。環境保健分

野では、ぜん息及びCOPD の治療等に関するテーマが

設定され、第10期、第11 期とも9 課題が採択され

た。 

環境改善分野では、局地的な大気汚染及び近年注目

されているPM2.5 を念頭においたテーマが設定され、

第10 期は3 課題、第11 期は1 課題が採択された。 

中期目標では、調査研究費の10%以上の削減が目標

として設定されている。予防事業全体の予算の縮減と

相まって目標値を610%上回る削減を行っているが、調

査研究事業を適切に評価するためにはこの指標だけで

は必ずしも十分ではないため、調査研究評価委員会に

よる採択課題の評価等も考慮して総合的に事業を評価

した結果、環境改善分野には改善すべき課題があるも

のの、全体としては概ね良好な結果が得られたと認め

られる。 

また、事務処理期間の短縮についても両期とも目標

の60 日以内を達成している。 

以上により、第10 期、第11 期とも中期目標を達成

していると認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

予防事業における調査研究は、元々は大気汚染と健

康被害との関係を調査研究することを当時の中央公害

対策審議会から提言されたものである。 

環境保健分野については、医療機関を中心に課題へ

の応募が多いことから、結果的に質が高い研究課題が

採択されている。 

予防事業における調査研究は、予算規模は小さい

が、透明性、公平性、効率性を確保することが求めら

れるところである。 

予防事業は制度設計から30 年以上が経過し、事業

予算や事業の需要等の事業環境が大きく変わってい

る。ニーズの変化を的確に把握し、研究課題が設定さ

れるよう対応されたい。 

環境改善分野は、施設整備などの助成事業も含めて
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ついては、より分かりやすい資料を作

成するなどしてホームページやパンフ

レットなどにより、広く情報提供を行

う。 

需要が大きく変化している。調査研究においても時間

の経過に伴う事業環境の変化により応募課題数が減少

傾向にあるが、次期中期目標期間から実施する研究課

題では調査機関や自治体への呼びかけにより、前回の

公募よりも応募数を増やすことができている。引き続

き、調査研究の質の確保するため、ニーズの変化を的

確に把握し、研究課題を設定するとともに、応募課題

数が増加するよう努力されたい。 

 

 ＜その他事項＞ 

特になし。 

 

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

 

Ⅰ-2-4 ぜん息予防等の知識の普及

及び情報提供の実施調査研究 

（１）地域住民のぜん息等の発症予防

及び健康回復並びに地域の大気環境の

改善に係る知識の普及を行うため、パ

ンフレットの作成やぜん息等講演会の

開催などの事業を積極的に実施する。 

また、事業内容についての評価を把握

するため、当該事業が実施された年度

の参加者、利用者に対するアンケート

調査を実施する。アンケートの調査結

果を事業に反映させることにより、有

効回答者のうち80％以上の者から５段

階評価で上から２段階までの評価を得

る。なお、個人の自己管理や大気環境

の改善に向けた取組等を促す事業につ

いては、事業効果の継続的な把握に努

め、結果を事業に反映させるなど質の

向上を図る。 

 

（２）ホームページ等を活用し、各事

業の実施を通じて得られた最新の知見

や情報を幅広く積極的に提供する。そ

 

評価：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 ぜん息の治療については、医師による病状の管理か

ら患者自身による病状の自己管理を重視する方向に変

わってきていることを受けて、アドヒアランスを向上

させるための患者教育についての知見や情報の提供を

コメディカルスタッフ等に対して行っている。 

COPD については、病気そのものの認知度を上げる

ために関係者団体と協力して取り組んでいる。 

これらの情報提供をするためのパンフレット類を改

訂して統合するとともにWEB コンテンツのリニューア

ルを行っており、これにより、効果的な知識の普及及

び情報提供に向けた改善が図られていることから中期

目標で掲げる目標は達成していると評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

本事業で作成してきたコンテンツについては、他省

庁や民間からも高く評価されている。他機関から2 次

利用の依頼については、積極的に応じ、これまでに蓄

積した情報が活用されることに期待する。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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のため、最新情報の収集・整理を積極

的に進めるほか、ホームページ利用者

等のニーズの把握を行うとともに、効

果的な提供方法や内容の充実を図る。 

 

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

 

Ⅰ-2-5 公害健康被害予防事業を担

う人材の育成 

地方公共団体が実施するソフト３事

業及び大気環境の改善事業の従事者を

対象に、各事業への理解を深めるとと

もに事業実施に必要な知識及び技術を

理論的・実践的に習得することを目的

とした効果的な研修を実施する。 

また、地域において、ぜん息患者等

に対して指導を行う看護師等の患者教

育スタッフを養成するための研修を実

施する。 

実施に当たっては、研修ニーズを把

握し、その内容を研修のカリキュラム

作成（講座内容、講師）等に反映させ

ることにより、有効回答者のうち80％

以上の者から５段階評価で上から２段

階までの評価を得ることを達成するな

ど、質の向上を図る。 

 なお、当該年度の研修に参加したソ

フト３事業従事者を対象に追跡調査を

実施し、平均80％以上から「研修成果

を効果的に活用できている」などのプ

ラス評価を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

評価：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

公害健康被害予防事業は、大気汚染による健康被害の

予防の観点から、地域の人口集団を対象として、健康

相談、健康診査、機能訓練等の事業を実施するもので

あるが、事業が創設された昭和63年から30年が経過

し、事業を取り巻く環境が大きく変わってきている。

本事業の実施主体である地方公共団体については、人

員の削減により体制が縮小されており、担当者が様々

な業務と兼任するケースが増えている。 

このため人員不足から事業を縮小又は断念するケー

スもある。また、ぜん息については、小児を中心に患

者が発生しているが、最近の治療は患者自身による自

己管理を重視する方向に変わってきていることから、

小児健診等における指導等の需要は高まっている。 

このような背景のもとで、機構では、予防事業に必

要な人材を、地方公共団体職員、看護師等の医療関係

者といった立場に応じてそれぞれ求められる知識及び

指導方法等のスキルのレベルを区分し、育成すること

を目的に研修事業を再編した。その結果研修は、地方

公共団体の担当者から患者教育を実践する指導者の育

成、更にその指導者育成を行うエキスパートの養成ま

での様々なコースが設定され、幅広く人材を育成する

研修プログラムを専門医や学会等の協力を得て構築す

るとともに、e-ラーニングにも対応してきめ細かく実

施し、研修の受講者及びその上長から目標を上回る非

常に高い評価を得られている。 

以上により、本事業は目標の120%以上を達成し、予

防事業を含めてぜん息治療における患者教育の指導者

育成に貢献するなど、目標を上回る成果があったと認
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められる。 

 

＜今後の課題＞ 

 引き続き予防事業人材バンクに登録された人材の活

用に努め、ぜん息患者等の療養指導の質の向上が図ら

れることを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

  

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

 

Ⅰ-2-6 関係地方公共団体の事業に

対する助成 

環境保健分野に係る助成事業について

は、第二期中期目標期間中における事

業効果等を踏まえ、重点的推進事項を

定め、地域住民のぜん息等の発症予防

及び健康回復に直接つながる事業を優

先的に採択するなど重点化を図るとと

もに、関係地方公共団体や地域住民の

ニーズ等を踏まえたより効果的・効率

的実施に向けた取組を推進する。 

 

なお、ソフト３事業については、事業

実施効果の測定及び把握に努め、事業

の評価、分析を継続して行い、その結

果を踏まえた事業内容を検討し、効果

のある事業内容に重点化を図るものと

する。 

環境改善分野に係る助成事業につい

ては、真に必要な事業に限定して実施

する。 

 

評価：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

公害健康被害予防事業は、ぜん息及びCOPDの発症予

防及び増悪予防の観点から健康相談、健康診査、機能

訓練等の事業を実施するものであり、制度設計上は基

金の運用益を25億円程度と見込んでいた。しかし、時

間の経過とともに市中金利は低下し、それに伴い運用

益も減少した。第３期中期計画期間の初年度である平

成26 年度に約８億円であった運用益も平成29年度に

は約5.1億円まで低下し、今後、更に低下する見込み

となっている。 

このように急激に事業予算が縮小していく中で、事

業の実効性を担保しつつ経費を大幅に削減することが

求められたため、事業の重点化と効率化を念頭に助成

メニューの改定を行った。具体的には健康相談、健康

診査、機能訓練の３事業を事業の柱として位置づけ、

助成単価及び対象メニューの見直しを行うとともに、

改訂後のメニューについて地方公共団体への説明を丁

寧に行うことによって事業費の総額を抑えつつ事業効

果の最大化を図った。 

その結果、発症予防上の観点からはそれほど重要で

ない健康診査事業の３～４ヶ月健診を廃止したことに

よる参加者数の減少はあったものの、その後は順調に

参加者数も増加し、助成事業の中核としてぜん息の発

症予防及び増悪予防に貢献している。 
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以上により、中期目標を満たしていると認められ

る。 

 

＜今後の課題＞ 

 引き続き、ぜん息患者等のニーズも把握し、自治体

の意見も踏まえつつ状況変化に応じた事業展開に努め

ること。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 

  

第３章　独立行政法人移行後の公害健康被害補償予防制度のあゆみ

第１節　独立行政法人環境再生保全機構の発足と業務の実績

－ 230 －



 

２２  第第四四期期中中期期目目標標期期間間（（22001199 年年度度（（令令和和元元年年度度））かからら 22002233 年年度度（（令令和和５５年年度度））

ままでで））ににつついいてて  

 

  [公害健康被害補償業務] 

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

 

Ⅰ-1-1 徴収業務 

（１）徴収業務 

(A) 汚染負荷量賦課金の徴収率（申告

率）：毎年度99％以上（前中期目標 

期間実績：99％以上）を達成するた

め、以下の取組を行う。 

① 補償給付費等の支給に必要な費用

を確保するため、受託事業者の指

導力の向上（ 担当者研修会等）を

図るとともに、納付義務者からの

相談、質問等に的確に対応する。 

② 未申告納付義務者に対し受託事業

者及び機構において、毎年度、電

話、文書及び現地訪問等による申

告督励を実施する。 

(B) 汚染負荷量賦課金の申告額に対す

る収納率：毎年度99％以上（前中期 

目標期間実績：99％ 以上）を達成す

るため、以下の取組を行う。 

① 未納の納付義務者（滞納事業者）

に対して、機構において毎年度、

電話、文書及び現地訪問等による

納付督励を実施する。 

② 納付に応じなかった未納の納付義

務者に対しては、個々の事案に応

じ機構が法令に基づき取り得る措

置を講じる。 

(C) 汚染負荷量賦課金の徴収に係る適

正性・公平性の確保を図るため、以下

の取組を行う。 

① 未申告納付義務者に対し受託事業 

 

評価：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

公害健康被害補償制度において、被認定者への補償

給付費等の給付を確実に行う財源を確保するため、汚

染負荷量賦課金を適切に徴収する業務は、最も重要な

任務であることから、第４期中期目標において重要度

が高く、難易度も高い業務と位置づけている。 

第4 期中期目標期間においては、新型コロナウイル

ス感染症拡大による影響の長期化に加えて、急激な物

価上昇等が納付義務に対する負担感を高めるおそれが

ある厳しい状況の中で、納付義務者の利便性の向上及

び徴収業務の効率化を図るためにさらなるICT（情報

通信技術）の導入及び活用をはじめとした多様な取組

を積極的かつ着実に実施し、申告率及び収納率ともに

中期目標期間を通じて達成目標として定める99％を大

きく超える実績を挙げている。 

さらに、第５期中期目標期間の契約となる徴収関連

業務に係る第４期目の民間競争入札の競争性を高め、

新規委託先を決定し、大幅な経費の削減を図った。 

以上の点を踏まえ、所期の目標を上回る成果を得ら

れていると総合的に判断し、「Ａ」評価とした。 

 

＜今後の課題＞ 

 納付義務者の利便性の向上と業務効率化にむけて、

納付手続におけるICTのさらなる活用に努めていただ

きたい。 

 

＜その他事項＞ 

 特段なし 
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 者及び機構において、毎年度、電

話、文書及び現地訪問等による申

告督励を実施する。((A) ②と同） 

② 未納の納付義務者（滞納事業者）

に対して、機構において毎年度、

電話、文書及び現地訪問等による

納付督励を実施する。((B) ①と

同） 

③ 納付義務者からの適正・公平な賦

課金申告を確保するため、申告書

の審査を行うとともに申告内容に

疑義等がある納付義務者に対して

実地調査を実施し、適正な申告と

なるよう指導する。 

④ 汚染負荷量賦課金の申告内容の審

査及び実地調査により、申告額に

誤りがある場合は修正又は更正な

ど適正な処理を行う。 

(D) 汚染負荷量賦課金の申告・納付に

係る事務の効率化等の推進を図るため

、以下の取組を行う。 

① 納付義務者の事務負担の軽減、誤

りのない申告書類の作成に有効な

電子申告について、個別事業所へ

のオンラインやＦＤ・ＣＤ申告の

推奨、申告方式を変更した事業所

への聴取、オンライン申告セミナ

ーの開催等の各種取組を実施す

る。 

② オンライン申告の未実施又は操作

に不慣れな担当者を対象に、オン

ライン申告の手続や操作等を理解

してもらうためのオンライン申告

セミナーを開催する。 

③ 納付に係る利便性を高めるため、

ペイジーを利用した収納につい

て、説明・相談会で説明するなど
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の様々な方法で納付義務者に周知

徹底する。 

④ 申告･納付が的確に行われるように

、制度や手続等を説明し、納付義務者

からの質問･相談等に対して適切に対

応する申告納付説明･相談会を４月に

開催する。 

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

 

Ⅰ-1-2 納付業務 

(A) 補償給付費等の納付業務を適正か

つ効率的に実施するため、以下の取組

を行う。 

① 納付業務に係る事務処理の適正化

を図るため、地方公共団体に概ね

３年に１回のサイクルで指導調査

を実施する。また、指導調査では

地方公共団体の要望及び課題等を

把握し、対処法を指導するととも

に、関連情報を国及び地方公共団

体に提供する。 

② 地方公共団体の担当者に納付業務

システムを適正に利用し効率的な

事務手続を行ってもらうため、利

用実態及び利用上の要望等を把握

し、その結果を踏まえ、セキュリ

ティ対策を講じてのシステム改修

や希望者全員を対象とする研修を

毎年度実施する。 

 

評価：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 補償給付費等の納付申請等に係る事務処理の適正化

及び効率化を図るための対応を適切に行っていること

から、中期目標の所期の目標を達成できたと判断し、

「Ｂ」評価とした。 

 

＜今後の課題＞ 

地方公共団体の人員が削られる中、事務処理等の適

正化、効率化を促進する必要がある。 

また、被認定者の高齢化に伴い、公害健康福祉事業 

への参加者が減少している状況を踏まえ、事業の継続

方法等について検討していく必要がある。 

毎年、地方公共団体の担当者が人事異動により交代

する状況で、納付業務の手続きを適正かつ効率的に実

施するための支援を行う必要がある。 

以上を踏まえ、適正かつ効率的な制度運営を確保す

るため、今後も指導調査を実施して、地方公共団体の

要望やニーズ、問題点を把握するとともに、事業のオ

ンライン開催や予防事業部との連携など新たな公害健

康福祉事業メニューの検討を提案し、環境省及び地方

公共団体とともに、最新のニーズを踏まえた課題の解

決及び制度運営の活性化を図る必要がある。 

また、納付業務システム担当者研修を継続実施する

とともに、使いやすい納付業務システムへの改修を進

めるなどにより、地方公共団体に対するきめ細やかな

支援を行っていく必要がある。 
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＜その他事項＞ 

 特段なし。 
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 [公害健康被害予防事業] 

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

Ⅰ-2-1 調査研究、知識の普及・情報

提供、研修 

（１）調査研究、知識の普及・情報提

供、研修 

(A)調査研究に係る外部有識者委員会

の評価における評価：（５段階中3.5 

以上（前中期目標期間実績：3.2）を

獲得するため、以下の取組を行う。 

① 調査研究の質の向上を図るため、

公募のあった研究計画に対して外

部有識者による事前評価を実施

し、評価内容を研究計画に反映さ

せる。

② 更に採択後の調査研究に関して外

部有識者による評価を毎年度実施

するとともに、質の向上につなが

る助言を研究実施者等にフィード

バックし、研究計画に反映させ

る。

(B)事業従事者のニーズを踏まえた効

果的な研修を実施するため、以下の取

組を行う。 

① 質の高いカリキュラムを提供して

いくため、地方公共団体の事業従

事者等を対象にアンケートを実施

しニーズの把握を行い、適宜見直

しを行うなど研修を効果的に実施

する。

② 地方公共団体の事業従事者を対象

とした研修において、受講者の研

修後の取組の変化について、上長

にアンケートを行いその結果の把

握・分析を通じてより効果の高い

評価：Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

第４期中期目標期間においては、新型コロナウイルス

感染症による影響が続く厳しい事業環境であるにも関

わらず、ICT（情報通信技術）の積極的な導入を図

り、運用上の課題や利用者のニーズを把握しつつこれ

を効果的に活用しながら事業を実施することにより、

当該期間を通じて外部有識者委員会による評価の達成

目標（中期目標評価指標）である3.5 を一度も下回る

こと無く、目標期間平均で3.74 と達成目標を大きく

上回る実績を挙げた。 

なお、環境改善分野の調査研究については、福岡県

において「AI 技術を活用した大気汚染予測情報配信

事業」として令和６年度より社会実装することができ

た。 

さらに、地域で活動する患者団体・NPO と地方公共

団体とが協働して予防事業を進めている取組を好事例

としてモデル化し、他の地方公共団体へ横展開を図る

ことができた。 

加えて、医師・コメディカルスタッフ・地方公共団

体職員・患者とその家族のニーズに応じて、ICT（情

報通信技術）を自主的・積極的に活用した事業展開を

図ることができた。 

加えて、呼吸器系疾患の患者は熱中症の重症化リス

クが高いことから、予防事業部の限られたマンパワー

の中で、患者への熱中症予防行動の情報発信を自主

的・積極的に進めるとともに、熱中症対策に取り組む

地方公共団体を伴走支援するモデル事業を環境省から

受託し、海外調査・情報発信・優良事例集の取りまと

めを行った。 

これらのことにより、中期目標において難易度の高

いものとして位置づけられている当該事業について中

期目標期間を通じて質及び量の両面において顕著な業

績を達成したものと総合的に判断し、「Ｓ」評価と
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研修を実施する。

(C) 調査研究を適切に実施するため、

下の取組を行う。 

① 新規に採択した調査研究実施機関

の担当者に対する事務処理方針

の説明を行うとともに、採択し

た調査研究のすべての実施機関

に指導調査を実施し調査研究費

の適正な執行を確保する。 

(D) 知識の普及に関して適切に最新情

報を提供するため、以下の取組を行

う。 

① 機構・地方公共団体・学会等が行

うぜん息・COPD 等に関する情報に

ついて、Web、メールマガジン、

SNS を用いて積極的に情報提供を

行う。

② ぜん息等電話相談や関連イベント

等については、Web、メールマガジ

ン、SNS など多様な手段により周

知を行う。 

した。 

＜今後の課題＞ 

特段なし 

＜その他事項＞ 

　特段なし  

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

Ⅰ-2-2 地方公共団体への助成事業 

（２）地方公共団体への助成事業

(A) 事業環境等の変化に的確に対応し

た助成事業を行うため、以下の取組を

行う。 

① 地方公共団体への事務指導や助成

事業ヒアリングの場において、事

業の実施内容等について意見交換

を行い、特にぜん息等の発症予防

等に直接つながる事業について、

内容の充実を図る。

② 事業実施効果の測定を継続して行

評価：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

第４期中期目標期間においては、予防事業の実施主

体である地方公共団体や医療従事者等が新型コロナウ

イルス感染症拡大への対応に追われ、また、感染リス

クへの懸念から対面による事業の多くが中止または縮

小等を余儀なくされる厳しい事業環境の中で、患者団

体との意見交換や地方公共団体へのアンケート調査等

によって各主体が抱える課題やニーズを的確に把握

し、そのうえで地方公共団体等によるICT（情報通信

技術）を活用した事業実施を支援するための動画等の

コンテンツの提供や優良取組事例の共有、人材バンク
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い、測定結果について地方公共団

体と共有を図ることで、ソフト３

事業について効果的・効率的に実

施していく。 

(B) 予防事業人材バンク等を活用した

地方公共団体が行う助成事業を支援す

るため、以下の取組を行う。 

① 予防事業人材バンクの登録者の協

力を得ながら地方公共団体と調整

を図り、事業ノウハウと企画立案

の支援を行うことで、ソフト３事

業の内容の充実を図る。

② 地方公共団体自らが継続して予防

事業人材バンクを活用して事業展

開できるよう、人材バンクの登録

者にアンケートを行い活動状況を

取りまとめ、登録者、地方公共団

体等で情報の共有化を図る。

を通じた専門家派遣による支援、同バンクに登録され

ている理学療法士を対象とした新たな講習会の開催及

び機構が地方公共団体による事業実施を伴走支援する

仕組みであるパッケージ支援メニューの拡充、さらに

は地方公共団体と地域の関係主体の協働による事業を

支援するための新たな取組の展開などの取組を中期目

標期間を通じて積極的に実施し、「人材バンク等を活

用した地方公共団体が行う助成事業への支援の実施」

という初期の目標を上回る成果を達成している。 

これらの取組の結果として、予防事業の中核をなす

ソフト３事業（健康相談、健康診査及び機能訓練）の

参加者に対するアンケート調査結果における５段階評

価の上位２段階までの評価の回答者の割合は、令和元

年度91％、２年度90％、３年度88％、４年度90％、５

年度92％と中期目標期間を通じて高い評価を獲得して

いる。 

以上の点を踏まえ、所期の目標を上回る成果を得ら

れていると総合的に判断し、「Ａ」評価とした。 

＜今後の課題＞ 

予算、人員の面で厳しい事業環境下にある地方公共団

体を支援するため、特に事業ニーズの把握及び重点化

並びに関係団体との連携促進のための取組の拡充に引

き続き努めていただきたい。 

＜その他事項＞ 

　特段なし  

中期計画の骨子 主務大臣による評価 

Ⅰ-2-3 公害健康被害予防基金の運用

等 

（３）公害健康被害予防基金の運用等 

(A) 事業財源の確保及び効果的・効率

的な事業実施に向け、以下の取組を行

う。 

評価：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

第４期中期目標期間においては、市中金利の上昇が

大幅には見込めない状況が続く中で、機構の運用方針

に則って市場動向等を踏まえた着実な基金運用を行

い、中期計画予算を85 百万円上回る2,508 百万円
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① 市場等の動向を注視し、機構の運

用方針に基づく安全で有利な運用

を行うとともに、補助金・積立金

を活用し事業財源の確保を図る。

② 限られた財源を有効に活用するた

め、ぜん息等の発症予防及び健康

回復への寄与度が高い事業に重点

化を図る。

（103.5％増）の運用収入を確保するとともに、ぜん

息等を予防する事業のために積み立てられた450 億円

の公害健康被害予防基金を用いて、①環境問題の予防

に資する事業のために発行された債券（グリーンボン

ド、ソーシャルボンド）を購入するとともに、②債券

の運用益等によりぜん息等の予防事業を行う、いわ

ば、二重の予防事業の体系を確立した。 

その上で、①については、ESG の視点を組み入れた

運用と利息確保の両立を、着実かつ適正に達成すると

ともに、②については、運用益等を活用した予防事業

の実施に当たり、ぜん息等の発生予防及び健康回復へ

の寄与度の高い事業への重点化を実現した点が評価で

きる。

以上のことから、所期の目標を上回る成果が得られ

ていると判断して「Ａ 」評価とした。 

＜今後の課題＞ 

　特段なし 

＜その他事項＞ 

　特段なし 
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第６項　中期目標期間における評価結果一覧第６項　中期目標期間における評価結果一覧
第６項　中期目標期間における評価結果一覧

第１期（H16～20年度）中期目標期間における評価委員会評価結果

　　①汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収

　　②納付義務者等に対する効果的な指導

　　③納付義務者に対するサービスの向上

　　①納付申請等に係る事務処理の効率化

　　②納付金の申請等に係る手続の電子化等

　　　の推進による事務負担の軽減

　公害健康被害予防事業

　　①公害健康被害予防基金の運用と事業の重

点化

　　②ニーズの把握と事業内容の改善

　　③調査研究事業の実施及び評価

　　④知識の普及及び情報提供の実施

　　⑤研修の実施

　　⑥助成事業の効果的・効率的な実施

第２期（H21～25年度）中期目標期間における評価委員会評価結果

　　①汚染負荷量賦課金の適正・公平な徴収

　　②汚染負荷量賦課金徴収業務

　　　の効率的実施

　　③納付義務者等に対する効果的な指導

　　　及び提供するサービスの向上

　　①納付申請等に係る事務処理の効率化

　　②納付金のオンライン申請の推進

ＡＡ ＡＡ ＡＡ ＡＡ

Ｈ18

年度

業務

実績

評価

Ｈ19

年度

業務

実績

評価

Ｈ20

年度

業務

実績

評価

第１期

中期

目標

評価

Ｈ21

年度

業務

実績

評価

Ｈ22

年度

業務

実績

評価

Ｈ23

年度

業務

実績

評価

Ｈ24

年度

業務

実績

評価

Ｈ25

年度

業務

実績

評価

第２期

期間

業績

実績

評価

ＡＡ ＡＡ ＡＡ ＡＡ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ ＡＡ

　　＜＜公公害害健健康康被被害害のの補補償償及及びび予予防防業業務務＞＞

第１期中期目標期間

Ｈ16

年度

業務

実績

評価

Ｈ17

年度

業務

実績

評価

　１　汚染負荷量賦課金の徴収

　２　都道府県等に対する納付金

　　　の納付業務

第２期中期目標期間

Ａ

１　汚染負荷量賦課金の徴収

　　＜＜公公害害健健康康被被害害補補償償業業務務＞＞

Ａ Ａ

ＡＡ ＡＡ

Ａ

Ｂ

Ａ

ＡＡ ＡＡ

２　都道府県等に対する納付金

　　の納付業務

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　　＜＜公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業＞＞ ＢＢ ＡＡ ＡＡ ＡＡ ＡＡ ＡＡ

１　収入の安定的な確保と事業の重点化 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

２　ニーズの把握と事業内容の改善 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

３　調査研究 ＡＢ Ａ Ａ Ａ Ａ

４　知識の普及及び情報提供の実施 ＡＢ Ａ Ａ Ａ Ａ

５　研修の実施 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

６　助成事業 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
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第３期（H26～30年度）中期目標期間における自己評価・大臣評価結果

※大臣評価のうち、重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。

  難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。

第４期（R1～5年度）中期目標期間における自己評価・大臣評価結果

※大臣評価のうち、重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。

  難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。

第３期中期目標期間

Ｈ26

年度

自己

評価

Ｈ26

年度

主務

大臣

評価

Ｈ27

年度

自己

評価

Ｈ27

年度

主務

大臣

評価

Ｈ28

年度

自己

評価

Ｈ30

年度

主務

大臣

評価

ＢＢ

第３期

期間

実績

自己

評価

第３期

期間

主務

大臣

実績

評価

　　＜＜公公害害健健康康被被害害のの補補償償にに関関すするる業業務務＞＞ ＢＢ ＢＢ ＡＡ ＢＢ ＢＢ ＡＡ

Ｈ28

年度

主務

大臣

評価

Ｈ29

年度

自己

評価

Ｈ29

年度

主務

大臣

評価

第３期

期間

見込

自己

評価

第３期

期間

主務

大臣

見込

評価

Ｈ30

年度

自己

評価

ＡＡ ＡＡＢＢ ＡＡ ＡＡ ＢＢ ＢＢ

Ａ○

２　都道府県等に対する納付金

    の納付業務 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ○ Ａ Ａ○ Ｂ Ｂ○ Ａ１　汚染負荷量賦課金の徴収 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ａ○ Ｂ

ＢＢ

Ｂ Ｂ○

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ○ Ｂ Ｂ○ Ｂ Ｂ○

Ｂ Ｂ

Ｂ

ＢＢ ＢＢ ＢＢ

１　事業の重点化・効率化及び

　　収入の安定的な確保 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

ＢＢ ＢＢ ＢＢ ＡＡ ＢＢ ＢＢ　　＜＜公公害害健健康康被被害害のの予予防防事事業業にに関関すするる業業務務＞＞ ＡＡ ＢＢ ＡＡ ＡＡ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ

３　調査研究 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
２　ぜん息患者等のニーズの把握と

 　 事業内容の改善 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

５　公害健康被害予防事業を

    担う人材の育成 Ｂ Ｂ Ａ Ａ○ Ｂ Ｂ

Ｂ Ａ
４　ぜん息予防等の知識普及及び

　　 情報提供の実施 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

Ａ Ａ○ Ｂ Ｂ Ｂ

Ｂ

Ｂ Ｂ ＢＢ Ｂ Ｂ Ｂ

Ａ Ａ○Ｂ○ Ａ Ａ○ Ｂ Ｂ○

Ｂ○Ｂ○ Ａ Ｂ○

第４期

期間

見込

自己

評価

第４期

期間

主務

大臣

見込

評価

Ｒ５

年度

自己

評価

Ｒ５

年度

主務

大臣

評価

ＡＡ

Ａ Ａ○

第４期

期間

実績

自己

評価

第４期

期間

主務

大臣

実績

評価

ＡＡ

Ａ○

第４期中期目標期間

Ｒ元

年度

自己

評価

Ｒ元

年度

主務

大臣

評価

Ｒ２

年度

自己

評価

Ｒ２

年度

主務

大臣

評価

Ｒ３

年度

自己

評価

Ｒ３

年度

主務

大臣

評価

Ｒ４

年度

自己

評価

Ｒ４

年度

主務

大臣

評価

Ｂ Ｂ○ Ｂ
６　関係地方公共団体の事業に

　　対する助成 Ａ Ａ

Ｂ Ｂ

Ａ

ＡＡ ＡＡ

１　徴収業務 Ｂ Ｂ〇 Ａ Ｂ〇 Ａ Ａ○

ＡＡ ＡＡ ＡＡ ＡＡ ＡＡ ＡＡ　　＜＜公公害害健健康康被被害害のの補補償償にに関関すするる業業務務＞＞ ＢＢ ＢＢ ＡＡ ＢＢ

Ａ○ Ａ Ａ○ Ａ

ＡＡ ＡＡ ＳＳ ＡＡ ＡＡ ＡＡ

Ｂ

　　＜＜公公害害健健康康被被害害のの予予防防事事業業にに関関すするる業業務務＞＞ ＢＢ ＢＢ ＢＢ ＢＢ ＡＡ ＡＡ ＡＡ ＡＡ

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ２　納付業務 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ｓ Ｓ Ｓ

２　地方公共団体への助成事業 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

Ａ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ
１　調査研究、知識の普及・情報提供、

　　 研修 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ

３　公害健康被害予防基金の運用等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ

Ａ

ＡＡ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

Ａ ＡＡ Ａ Ａ Ｓ Ａ
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第第４４章章  組組織織概概要要  

  

独独立立行行政政法法人人環環境境再再生生保保全全機機構構はは、、旧旧公公害害健健康康被被害害補補償償予予防防協協会会

よよりり承承継継ししたた公公害害健健康康被被害害補補償償業業務務、、公公害害健健康康被被害害予予防防事事業業ななどどをを

行行うう法法人人ととししてて、、22000044 年年（（平平成成 1166 年年））４４月月ににススタターートトししたた。。  

  

第１節 独立行政法人環境再生保全機構  

  

第第１１項項  独独立立行行政政法法人人環環境境再再生生保保全全機機構構のの概概要要  

  

１１  設設立立及及びび事事業業目目的的  

  

独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という。）は、旧公害健康被害補償予防協会から

承継した公害健康被害補償業務及び公害健康被害予防事業のほか、旧環境事業団から承継した開

発途上地域や日本国内で環境保全に取り組む民間団体が国内外で行う環境保全活動への助成、人

材育成、情報提供を行うこと、さらに、有害なポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施を

支援するとともに、廃棄物が処理された最終処分場を維持管理するための積立金の管理業務等を

行う法人として、2004 年（平成 16 年）４月に設立した。 
機構は、これらの取組を通じて、良好な環境の創出その他の環境の保全を図るため、環境分野

の政策実施機関としての役割と責任を果たすことが求められている。 

 

１１））設設立立年年月月日日及及びび根根拠拠法法  

  2004 年（平成 16 年）４月１日 独立行政法人環境再生保全機構法（平成 15 年法律第 43 号） 

 

２２））目目的的  

熱中症対策に係る情報提供及び地方公共団体等への支援業務、研究機関の能力を活用して行う

環境の保全に関する研究及び技術開発等の業務、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、

公害に係る健康被害の補償及び予防、石綿による健康被害の救済、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の

処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理等の業務を行うことにより、良好な環境の創出

その他の環境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する

とともに人類の福祉に貢献することを目的としている。 
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２２  業業務務内内容容  

 

１１））業業務務内内容容  

1）熱中症対策に係る情報提供及び地方公共団体等への支援業務 

2）環境の保全に関する研究及び技術開発等の業務 
3）民間団体が行う環境保全に関する活動を支援する助成事業及び振興事業（地球環境基金事業 
） 
4）公害健康被害の補償等に関する法律（以下「補償法」という。） 
に基づく公害健康被害補償業務 

5）補償法に基づく公害健康被害予防事業 
6）石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく石綿健康被害救済業務 
7）ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金業務 
8）廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく最終処分場維持管理積立金の管理業務 
9）1）から 8）の業務の遂行に支障のない範囲内での環境の保全に関する調査研究、情報の収

集・整理・提供、 
研修 

10）建設譲渡事業及び貸付事業に係る債権の管理・回収等 
 

２２））主主務務大大臣臣、、主主務務省省  

  

① 役職員及び財務・会計等に係る管理業務 環境大臣 

② 
民間団体による環境保全活動の支援業務及

びこれらに附帯する業務 
環境大臣、農林水産大臣、経済産業 

大臣及び国土交通大臣 

 
③ ②の業務以外の業務 環境大臣 
④ 債権の管理・回収等 環境大臣 

 

３３））シシンンボボルルママーークク  

  

  

 

 

 

青々とした空に「自然の風」が運んでくる「きれいな空

気」、「流れる雲」をモチーフにデザインしています。 
 私たちが、今、ごくあたりまえのように感じている空気

は、地球の誕生の後、何億年もの長い年月を経て現在の組

成となりました。そうした「空気」を基盤として良好な環

境の創出や保全を図り、健康で文化的な生活の確保や人類

の福祉に貢献していく姿勢をマークに込めています。 Environmental Restoration and  

Conservation Agency 
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発途上地域や日本国内で環境保全に取り組む民間団体が国内外で行う環境保全活動への助成、人

材育成、情報提供を行うこと、さらに、有害なポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施を

支援するとともに、廃棄物が処理された最終処分場を維持管理するための積立金の管理業務等を

行う法人として、2004 年（平成 16 年）４月に設立した。 
機構は、これらの取組を通じて、良好な環境の創出その他の環境の保全を図るため、環境分野
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  2004 年（平成 16 年）４月１日 独立行政法人環境再生保全機構法（平成 15 年法律第 43 号） 

 

２２））目目的的  

熱中症対策に係る情報提供及び地方公共団体等への支援業務、研究機関の能力を活用して行う

環境の保全に関する研究及び技術開発等の業務、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、
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処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理等の業務を行うことにより、良好な環境の創出

その他の環境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する
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３３  組組織織  

 

■ 所在地：〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310番 ミューザ川崎セントラルタワー 

（2024 年（令和６年）４月１日現在） 

 

 

予算・決算の総括等

調達及び契約手続の総括等

現金・預金の出納保管等

債権の管理・回収等

情報システム課 情報システムの整備・管理等

給付課

監査室

環境研究総合推進費に係る契約、

補助金交付等
研究業務課

環境研究総合推進費の公募、審査、評価、

成果の普及等
環境研究総合推進部 研究推進課

SIP推進課
SIP課題の公募、資金・進捗管理、評価、

成果等の情報発信等

熱中症情報管理課

地域熱中症対策課

内部監査、外部機関の検査又は監査等

熱中症警戒情報等に係る

情報の整理、分析及び提供等

地方公共団体の熱中症対策の支援等

熱中症対策部

救済給付等の支給等

拠出金の徴収及び収納、石綿健康被害救済基金

の管理等
企画調整課

情報収集、広報、

認定・給付システムの管理等
情報業務課

石綿健康被害救済部

申請等の受付、審査、認定申請課

地球環境基金の管理、寄付金、PCB基金、

維持管理積立金の管理等
基金管理課

地球環境基金部

地球環境基金助成金の交付等地球環境基金課

公害健康被害予防基金の管理等管理課

予防事業部

調査研究・知識の普及、助成金の交付等事業課

監事

会計課

賦課金の申告・納付指導、賦課金の徴収決定等業務課

補償業務部

申告書等の審査、納付金の納付等調査管理課

財務課

財務部

２人

（うち非常勤１人）

経理課

債権管理回収課

組織　　８部　１室　２２課

特命の業務に係る統括役員　　６人（うち非常勤１人） 上席審議役

職員　　１６９人
人事、給与、福利厚生等総務課

総合企画、総合調整等企画課
理事長 理　事

１人 ３人

総務部

（注１）環境研究総合推進部は 2016 年（平成 28年）10月 1日に設置  

（注２）熱中症対策部は 2024 年（令和 6年）4月 1日に設置  
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４４  機機構構のの新新規規業業務務  

 
１１））  環環境境保保全全研研究究・・技技術術開開発発業業務務  

  

■ 環境研究総合推進費業務 

 

環境研究総合推進費は、気候変動問題への対応、循環型社会の実現、自然環境との共生、環境

リスク管理等による安全の確保など、持続可能な社会構築のための環境政策の推進にとって不可

欠な科学的知見の集積及び技術開発の促進を目的として、環境分野のほぼ全領域にわたる研究開

発を実施している競争的研究費である。 
研究者より応募された研究課題候補は外部有識者等による審査に付し、①必要性（環境行政上

の意義、科学的・技術的意義）、②効率性（研究体制・研究計画の妥当性・研究経費の妥当性）、

③有効性（研究目標の達成可能性、環境政策等への貢献度、成果の波及効果）の３つの観点から

評価し、競争的に選定・採択されている。 
機構は、推進費の配分機関として、研究費の配分・契約や、外部有識者等による委員会を設置

し、新規課題の公募及び審査、中間・事後評価等の業務を行っている。なお、推進費の基本方針

の検討・策定、行政要請研究テーマ（行政ニーズ）の策定・提示、環境政策への活用及び推進費

制度全体の管理・評価については、環境省で実施している。 
研究期間中は、基本的に各課題に 1名のプログラムオフィサー（PO）を配置し、研究の進捗状
況の確認や中間評価結果のフォローアップを実施。 
また、社会実装支援コーディネーターが研究成果の社会実装を支援している。 

 
■ 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 

サーキュラーエコノミーシステムの構築 

 

大量生産、大量消費、大量廃棄を伴う経済活動は、気候変動、天然資源の枯渇、生物多様性の

喪失といった深刻な環境問題を引き起こしていることから、既存の素材や製品をリサイクルなど

によりできるだけ長く利用（循環）し、投入する資源を少なくすることにより、限られた資源を

有効活用しながら付加価値を生み出す新しい経済（サーキュラーエコノミー）への移行が、世界

各国において重要な社会課題となっている。 
このため、令和５年度から始まった内閣府の第３期「戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）」の 14課題の一つとして、機構を研究推進法人とする「サーキュラーエコノミーシステ
ムの構築」が、国家プロジェクトとして進められている。 
機構は、東京大学 伊藤耕三特別教授の指揮のもと、国民の生活に身近な素材「プラスチック」
に焦点を当て、関係省庁や産学官の約 40機関と連携し、技術開発をはじめ、制度設計、人々の行
動変容、人材育成、ビジネス化により、プラスチックが循環するシステムの構築を進めている。 
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第２節 旧公害健康被害補償予防協会  

  

第第１１項項  旧旧公公害害健健康康被被害害補補償償予予防防協協会会のの概概要要  

  

１１  設設立立及及びび事事業業目目的的  

  

旧公害健康被害補償予防協会は、1974 年（昭和 49 年）６月に公害健康被害補償法に基づき、

環境庁、通商産業省所管の特殊法人「公害健康被害補償協会」として設立され、同年９月１日か

ら業務を開始し、公害健康被害補償制度の運営を担ってきた。公害健康被害補償制度の運営に必

要な費用を汚染原因者から徴収し、都道府県等に納付する業務に加え、1988 年（昭和 63 年）３

月１日から、新たに基金に基づく公害健康被害予防事業に関する業務を実施し、名称が「公害健

康被害補償予防協会（以下「公健協会」という。）」と改められた。 

2001 年（平成 13 年）１月６日から、中央省庁等の改革の一環として、監督官庁が環境庁と通

商産業省の共管から、環境省専管となった。公健協会は 2004 年（平成 16 年）４月１日に解散し、

その業務は独立行政法人環境再生保全機構が承継している。 

 

１１））公公健健協協会会のの概概要要  

 

①根拠法  公害健康被害の補償等に関する法律（昭和 48 年法律第 111 号） 

②主務大臣  環境大臣 

③設立年月日  1974 年（昭和４９年）６月 10 日 

④所 在 地  （本部）神奈川県川崎市幸区大宮町 1310番  

ミューザ川崎セントラルタワー８Ｆ 

※2004 年(平成 16 年)２月１日に多極分散型国土形成促進法の移転基本方針

に基づき下記から移転 

            東京都港区六本木四丁目１番４号 

   （支部）大阪府大阪市西区新町一丁目８番１号 

⑤目的 

公健協会は、ばい煙発生施設等設置者からの汚染負荷量賦課金の徴収及び特定施設等設置

者からの特定賦課金の徴収、第 13条第２項の規定による支払、第 48条の規定による納付金

の納付、大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業及びこれを行う地方

公共団体等に対する助成金の交付に関する業務を行うことを目的とする。 

  

 

 
 

 

２２））  気気候候変変動動適適応応業業務務  

 
近年、熱中症による死亡者数は自然災害を大きく上回り年間 1,000人を超える年も多く、増加
傾向にある。また、気候変動の影響から極端な高温の発生リスクも増加すると見込まれることか

ら、熱中症対策は喫緊の課題である。 
このような背景から、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する

法律（令和５年法律第 23号）が令和５年５月 12日に公布され、熱中症警戒情報及び熱中症特別
警戒情報、指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の制度等が新設されるとともに、機構に

おいて「熱中症警戒情報等の発表の前提となる情報の整理、分析及び提供を行うこと」及び「地

域における熱中症対策の推進に必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに研修を行うこと」

が定められた。 
このうち地方公共団体等に対する地域における熱中症対策の推進に必要な普及啓発ツール及び

研修の提供並びに先進的な取組事例の横展開等を行うことにより、全国的な熱中症対策の底上げ

を図るとともに 2030年までに熱中症死亡者数半減を目指す政府目標の達成に寄与することを目
的とし、熱中症対策業務を実施している。 
 
３３））  ネネイイチチャャーーポポジジテティィブブ推推進進業業務務  

 
世界的に生物多様性と生態系サービスは今なお劣化を続けており、現在は第６の大量絶滅期と

言われている。 
このため、2022年に新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、2030 
年までの「ネイチャーポジティブ」の実現のために、陸と海の 30％以上を保全する「30by30」目
標が掲げられた。 

2024年４月には「地域における生物の多様性増進のための活動の促進等に関する法律」が制定
され、2025年からネイチャーポジティブ推進業務を機構が担うこととなっている。 
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第２節 旧公害健康被害補償予防協会  

  

第第１１項項  旧旧公公害害健健康康被被害害補補償償予予防防協協会会のの概概要要  

  

１１  設設立立及及びび事事業業目目的的  

  

旧公害健康被害補償予防協会は、1974 年（昭和 49 年）６月に公害健康被害補償法に基づき、

環境庁、通商産業省所管の特殊法人「公害健康被害補償協会」として設立され、同年９月１日か

ら業務を開始し、公害健康被害補償制度の運営を担ってきた。公害健康被害補償制度の運営に必

要な費用を汚染原因者から徴収し、都道府県等に納付する業務に加え、1988 年（昭和 63 年）３

月１日から、新たに基金に基づく公害健康被害予防事業に関する業務を実施し、名称が「公害健

康被害補償予防協会（以下「公健協会」という。）」と改められた。 

2001 年（平成 13 年）１月６日から、中央省庁等の改革の一環として、監督官庁が環境庁と通

商産業省の共管から、環境省専管となった。公健協会は 2004 年（平成 16 年）４月１日に解散し、

その業務は独立行政法人環境再生保全機構が承継している。 

 

１１））公公健健協協会会のの概概要要  

 

①根拠法  公害健康被害の補償等に関する法律（昭和 48 年法律第 111 号） 

②主務大臣  環境大臣 

③設立年月日  1974 年（昭和４９年）６月 10 日 

④所 在 地  （本部）神奈川県川崎市幸区大宮町 1310番  

ミューザ川崎セントラルタワー８Ｆ 

※2004 年(平成 16 年)２月１日に多極分散型国土形成促進法の移転基本方針

に基づき下記から移転 

            東京都港区六本木四丁目１番４号 

   （支部）大阪府大阪市西区新町一丁目８番１号 

⑤目的 

公健協会は、ばい煙発生施設等設置者からの汚染負荷量賦課金の徴収及び特定施設等設置

者からの特定賦課金の徴収、第 13条第２項の規定による支払、第 48条の規定による納付金

の納付、大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業及びこれを行う地方

公共団体等に対する助成金の交付に関する業務を行うことを目的とする。 
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２２  組組織織  

 

公害健康被害補償協会は、1974 年（昭和 49 年）６月 10 日に会長（非常勤）、理事３人及び監

事のもとに、３部７課と大阪支部の組織をもって発足した。その後、業務の拡大等に伴って、逐

次組織・定員を整備・拡充し、独立行政法人に移行する前は、４部、10課、１支部であった。 

2004 年（平成 16 年）３月末における組織は、下図のとおりである。 

 

 

 

予算・決算、物品等の契約・管理、財務諸表の作成

等

資金計画、収入・支出決定、納付金納付業務、現金

等の出納保管等

健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及、

研修等

健康被害予防事業を行う地方公共団体等に対する

助成金の交付等

基金業務に関する企画立案、基金の管理・運用等

文書授受・発送、賦課金の申告・納付指導、申告書
等の審査等、事業者等に対する調査等

納付義務者把握、賦課金の申告・納付指導、電算業
務、徴収業務の一部委託等

申告書等の審査、賦課金額の決定、事業者等に対す
る調査、ばい煙発生施設等の技術的専門事項の調査

等

賦課金等の徴収決定・収納、納入告知、督促状の発
行、賦課金等の領収・払込等

経 理 課

資 金 納 付 課

業 務 課

調 査 課

管 理 徴 収 課

管 理 課

事 業 課

助 成 課

経 理 部

業 務 部

予 防 事 業 部

理 事

企 画 課

総 務 部

会 長

総合企画・調査・調整、評議員会、規程等制定・

改廃、資料の収集・公表、情報公開、情報システ

ムの整備及び管理、広報等

総 務 課

協会の総合調整、理事会、文書接受・発送等、人

事・給与・福利厚生等

大 阪 支 部

評 議 員 会

(非常勤$

監事 顧問

(非常勤$ (非常勤)
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